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佐 々 木 史 郎*

Society and Culture of Peoples of the Lower Amur 
     under the Rule of the Qing Dynasty

Shiro SASAKI

   The influence of the rule of the Qing empire (the dynasty 
established by the Manchus, '1616-1912) on the people of the 
Lower Amur and Sahalin has been long neglected by the many 
researchers engaged in ethnological and anthropological studies 
of that region. However, it is a very important problem in this 
field. 

   Until the middle of the 19th-century, contact with the 
Manchus and their government  was indispensable to those 

peoples. Their material culture, social life, and even religious 
life were dependent on the rule of the Qing dynasty. The 
societies and cultures which researchers have investigated since 
the end of the 19th-century was formed under the strong influence 
of the rule of the Qing empire. 

   In this paper I examine the ruling system of the Qing 
dynasty that governed the peoples of the Lower Amur and 
Sahalin, and evaluate its influence on their societies and cultures. 

   Territorial expansion of Manchu empire to the lower Amur 
basin began in the end of the 16th-century. But it took about 
150 years to construct the ruling system which was finally 
established in the middle of the 18th-century, since the Manchus 
had to contest possession of the Amur basin with the Russians. 

   The principal purpose of the rule of this region was to collect 
regularly sable furs, which was in great demand in the palace of 
the Qing dynasty. In the ruling system, people were registered 
in clans and villages, officially recognized by the government.
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In each the government appointed the chief, hala i da (clan  chief) 
and  gafan da (village chief), who were expected to keep order 
in their community, to collect sable furs from every registered 
member, and to take them to a local office of the government 

(e.g., Ningguta, Sansin, or Kiji) every year. 
   This system played very important role in daily life of the 

peoples of the Lower Amur and Sahalin during the 18th- and 
the 19th-centuries. 

   For example, it changed their clothing culture. Cotton or 
silk costumes, which were given by the Manchu government as 

gifts against payment of sable furs, were so widely distributed in 
the 18th- and the 19th-centuries that they became one of the 
main materials of clothing, together with fish skin and animal fur, 
materials traditionally used. When worn out and no longer 
usable as one costume, pieces of silk or cotton were sewn into 
fish skin or animal fur clothes as ornaments. 

   In addition, government of the Qing dynasty also provided 
those who came to the local office to sell sable furs, with rice, 
flour, bread, beans, and so on. Though such food was not 
enough to change their food culture, rice and flour were largely 
distributed among the peoples of the Lower Amur and Sahalin. 

   The society was also influenced or even changed by the 
ruling system. All the Tungus-speaking peoples of this region 
had a patrilineal clan (hala or xala) and villages  (gafan, gasyan or 

gassa) just like those of the Manchus. The Manchu governors 
found the same functions in these organizations as their own, and 
used them in their ruling system. They identified each of the 

people in clans and villages who were to pay sable furs, and 
recognized them as official organizations. As a result this system 
defined characters and functions of their clans and villages. 

   Generally speaking, patrilineal descent groups, like clans or 
lineages, are not stable organizations and often repeat integration 
and segmentation during several generations. Clans of the 
Nivkhi (Gilyaks), kxal, who had never been under the control 
of any external nations, though they had lived in the Lower 
Amur basin for a long time, were in such a condition when 
Russian ethnologists investigated them in the end of the 19th-
century. There were numerous small clans or lineages in their 
society. However, the clans of the people who paid sable 
furs to the Qing government, for example the Nanai (Golds), 
were comparatively stable. Several large clans in Nanai 
society have existed since the middle of the 17th-century. The
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Qing government restrained their free integration and disinte-
gration, in order to maintain the ruling system. 

   As is demonstrated in this paper, the ruling system of the 

Qing government in the 18th- and the 19th-centuries had a large 
influence on the societies and the cultures of the peoples of the 
Lower Amur and Sahalin. The rule of the Qing empire, which 
lasted for more than 200 years, had something to do with ethnic 

processes of this  area.
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序 節

ア ムー ル 川 下 流 域 とサ ハ リンの 住 民1》の文 化 は19世 紀 中期 に初 あて ロ シ ア,ヨ ー ロ

ッパ 系 の 研 究 者 が 調 査 に入 って以 来,様 々 な側 面 か ら研 究 され て き た が,そ の 中で 未

1)現 在,本 稿で考察する地域 にはロシア人,ウ クライナ人 などの ヨー ロッパ 系の住民が主 流を

占めているが,元 来 この地域 に 「原住民」 と して古 くか ら住んでいたのはツ ングース語,ニ ヴ

フ語(ギ リヤーク語),ア イヌ語の3つ の言語 系統 に属す人 々で ある。 そのうち,ア ムール川

河 口周辺 とサハ リン北部を中心 に分布するニヴフNivx(ロ シア語で はNivkhi)と サハ リン南

部 にいるアイヌAinuは それぞれ一民族 とされるが,ツ ングース系の住民は次 の6つ の民 族に

分類 されている。松花江下 流か ら,鳥 蘇里江,そ して ゴ リン川河 口周辺までのアムール川沿岸

のiTlナイNanai(旧 称 ゴ リドない しゴルデ ィGol'dy・ 中国領内では 「赫哲」 と呼ばれる),ゴ

リン川河口周辺で ナナイ と接 し,さ らに下流 で ニヴフ と 隣接す るウ リチUl'chi(旧 称オルチ

ャOPchiま た はマ ング ンManguny),ア ムグン川流域 の ネギダールNegidal(ロ シア語 では

NegidaPtsy),ア ムール 川右岸 の支 流か らタタール海 峡(間 宮海峡)沿 岸 に 分 布 す るオ ロチ

Oroch三,そ の南部 にいる ウデへUdehe(ロ シア語 ではUdegeitsy),サ ハ リン中部を中心に ト

ナカイを飼育するウイルタuilta(旧 称オ ロッコ,ロ シア語ではOroki),そ して アムール川左

岸の支流域や山岳地帯を漂泊す るエヴェンキEvenkiで あ る(各 民族の分布 については図1を

参照)6現 在の当該地域の民 族分類 は,1854年 か ら56年 にかけて 自、ら民族調査を行な うととも

に,19世 紀 中期以来のロシアの探 検家たちの調査報 告を整理 した,シ ュ レンクL・Shrenkの

設定を基礎に,後 の研究者,調 査者た ちが補 足訂正 を加えた もので ある。分類の基礎 には言語

とい くつかの代表的 な文化要素,そ して本人 の帰属意識な どがあるが,研 究者 の間で は古 くよ

り疑問を もたれて いる名称や分類 が残 されている節 があ り,一 般 に通用 している名称,分 類や

行政上の要請 と妥協 していることも否めない。
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図1　 19世紀 中期～今世紀初頭の言語,民 族分布

だ に十 分 な検 討 が な され て い な いの が200年 以 上 に渡 って続 い た この地 域 に対 す る清

朝 支 配 の影 響 で あ る。 確 か に,マ ー クR.K,　 Maak,シ ュ レ ンクL.　Shrenkら が 調 査

に入 った1850年 代 には この 地 域 にお け る清 朝 の権 威 は全 く地 に落 ちて いた 。 だ か らこ

そ彼 らが調 査 に入 れ た わ けで あ る。 そ して,そ の影 響 力 も政 治 的 な側 面 だ けで な く,

文 化 的 な 側 面 で も物 心 両 面 で著 し く低 下 して い た。 した が って,そ の時 代 か ら調 査 に

入った考力靖 朝の影響など問題になちないと判断するのも理由がないわけではない。
¶
そのような時代的な制約とともに,研 究者側の認識不足,問 題意識の欠如というこ

とも当該地域への清朝支配の影響が問題にな らないことに関係 している。もとより,

東アジァの国家その ものが ヨーロッパの研究者には謎なのであり,周 辺の被支配民に

対する統治方法,そ の影響力などは想像もできなかったようである。彼 らが彼らの見

た現実をありのままに描こうとした,そ の意図,努 力の跡は各報告書,研 究書 に現れ

てはいる。 しか し,彼 らは清朝がこの地域をかつて統治していた痕跡,そ の影響によ

って生 じる様々な現象についてはほとんど理解できないといった状態で放置している
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のである。

　清朝統治の痕跡は今世紀の初めまで,社 会生 活の面でも精神 生活の面でも,ま た

物質文化の面でも数多 く残っていた。レニングラー ドにある 『人類学民族学博物館』

(Muzei　Antropologii　i　Etnografii,通 称クンス ト・カーメラKunst　Kamera)に はア

ムール川下流域とサハ リンの住民に関する多数の標本資料が収蔵されているが,そ の

中に数 こそ多 くはないが,清 朝支配の痕跡をとどめる貴重な資料がいくつかある。例

えば,標 本番号5747-176は アムール川をめ ぐる露清の関係が緊張した成豊年聞,具 体

的には成豊4年(1854年)に その住民に対 して発せ られた命令書であり,5747-177,

178,179,454は 三姓副都統が発行 した郷長gagan　 daの 任命書である(文 書の詳細

については拙稿 「レニ ングラードの人類学民族学博物館所蔵の満州文書」畑中幸子編

『東北アジァの歴史と社会』名古屋大学出版会,1991年 刊行予定を参照)。 また,5747

-165～172は 姓長hala　 i　daと 郷長に与え られた帽子とそれを示す飾りの類である。

標本番号3348-69と143～204は 中国の民間信仰上の神格を描いたと思われる聖画像で

あり,そ れらはナナイのサマル氏族Samarの 居住地であるゴリン川一帯か ら採集さ

れたものである。さらにその他にも中国製の陶器,衣 服,布,鍋 などの鉄製品,装 飾

品となる貴金属,貨 幣,ガ ラス,ビ ーズなどが多数ある。またごくわずかではあるが,

日本製品も混じっている。

　それらの収蔵資料はソ連で も今のところまだ公開されていないばかりか,そ れに注

意を向ける研究者 もいないといった状態である。各標本資料には収集時に聞き出 した

資料 に関する情報が必ず付けられているが,そ れも収集時の状態を示すものばかりで,

例えば,満 州文書や郷長の任命書の内容までは明 らかにされていない。それ らが解読

された形跡 もない。 このことは従来のロシア,ヨ ーロッパ系の民族学者がアムール川

下流域の民族学的,人 類学的調査,研 究を行なうに際 していかに清朝の影響を,さ ら

に過去の歴史を軽視 したか,ま たは問題にできなかったかを表 している。

　 アムール川下流域における清朝統治の影響が今まで検討されて こなかった原因には

さらに資料的な制約 もあった。

　 どの地域からいつ朝貢に現れたかといった概略は,従 来の我国の東洋史学者達が史

料 として頻繁 に引用 してきた 『満文老櫨』,『清実録」,『大清会典」,『大清一統志」,

『柳邊紀略』,『欽定満州源流考』,『聖武記』などの既に公にされて日が長い資料か ら

知ることができる。 しか し,ど の集落の誰が何人で現れて毛皮を何枚払い,鳥 林ulin

(満州語で,本 来は 「財貨」 という意味であるが,朝 貢に対する恩賞の意味にも使わ

れた)と して何をどれだけ受け取 ったかといった細かい資料は今まで公開されていな
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かった。民族学,人 類学の立場か ら清朝統治の影響を検討する場合,特 にそれが当該

地域のエスニ ック ・グループや様 々な文化複合の形成または変遷にどこまで影響があ

ったかということを研究する場合には,そ のような細かい資料が必要になる。

　 そのような意味で1981年 に北京で刊行された 『清代中俄関係櫨案史料選編』 と1984

年に溶陽で刊行された 『三姓副都統衙門満文櫨案訳編』は重要な資料である。そこに

収められている櫨案(中 国の行政機関が作成,保 存 している公文書類)に は朝貢 に現

れた住民の氏族,集 落 といった内部組織の名称とその規模,そ して統率者の名前まで

記載されているものがあるからである。ただ し満州語で書かれた櫨案をすべて現代漢

語に訳 し,固 有名詞まで漢字で表 しているために満州語の原音が損なわれているとい

う点がこの2つ の資料の大きな欠陥である。

　近年 このような櫨案類を資料とした研究が中国側から発表され るようにな り,よ う

や くアムール川流域における清朝統治時代の研究が本格的に問題 となって きた。 しか

し,中 国側の論文では逆にソ連側の研究,資 料を顧みない傾向があり,互 いに蓄積 し

て きた成果を活かしていない。

　本稿では両者を突合せなが ら,ま ず清朝のアムール川下流域住民の統治機構を明 ら

かにし,そ れが当該地域の住民の生活,特 に物質文化 と社会構造にどのような影響を

及ぼしているかをさぐることにする。それによって200年 以上にわたる清朝の支配が,

複雑な分布を見せる多彩で豊かな当該地域の文化 と多様なエスニシティの形成にどの

ような意味を持 っていたのかが見直されることになろう。

　なお,本 論文の表記 については,基 本的には現代かな使い,常 用漢字を使用するが,

引用に際 しては原文に忠実にするために歴史的かな使い,旧 漢字をそのままにした。

漢語の表記については時代,出 版地を問わず,す べて繁体字を使用し,その音は耕音字

母(ロ ーマ字)で表 した。簡化字で書かれた現代漢語を引用するときも繁体字に直 して

表記 している。満州語はメル レンドルフ方式で,ロ シア語は英国規格(BS　2979;1958)

に準 じてローマ字化 した。ただし,本 稿で考察対象とした諸民族の言語については引

用原典によって使用文字が異なるため,原 典がローマ字表記のものはそのまま引用し,

それ以外は原典の表記から類推 した最 も近い音をローマ字で表記 した。 したがって1

原典でロシア文字や満州文字,漢 字で表記されたものでも上記の原則 には則 っていな

い。
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第1節 　清朝の東北辺民制度の成立過程

　清朝のアムール川下流域,沿 海州,サ ハ リンの住民に対する支配は16世 紀末期のヌ

ルハチ(太 祖,在 位1616年 ～1627年)に よる沿海州南部のワルカ(瓦 爾喀Warka)部

討伐から始まる。それから約150年 にわたって,清 朝は武力制圧,宥 和政策の柔剛両政

策を駆使 して当該地域の統治機構の基礎を築き,さ らにロシアとその領有権をめぐっ

て激 しく争 った。

　清朝の当該地域の住民に対する政策は基本的には武力制圧と朝貢の促進の二本立て

であった。前者は制圧 した後,住 民を満州八旗 に編入 して,彼 らを満州内地へ移住 さ

せる政策で,「徒民政策」と呼ばれ,後 者は自主的に毛皮などの特産品を持参して清朝

の支配に入る意思表示をさせ,そ れに対 して恩賞を与えて慰撫するもので,「 辺民制

度」 と呼ばれる。　「辺民制度」下に入った住民は 「辺民」と呼ばれ,現 住地に留 まる

図2　 明末清初の住民構成 と分布(『 清実録』による)
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ことが許された。本稿で 「清朝のアムール川下流域住民に対する統治機構」 として扱

うのは後者の 「辺民制度」のことである。この制度が最終的に確立するまでにはアム

ールをめぐる露清紛争が間に挾まったことか ら,複 雑な成立過程を経 ることになるが,

完成するのは乾隆15年(1750年)に 辺民戸数固定化政策が採用された時点である。

　清朝のアムール川下流域住民の統治機構である辺民制度の成立過程 については松浦

茂の優れた論考があるので[松 浦　1987:1-38],本 節ではそれに基づいて統治機構完

成までを振 り返 っておこう。

　中国では周知の通 り,古 来より周辺の漢化されていない住民が特産物を貢納品とし

て朝貢 してきた場合,そ れに対する恩賞として布類,装 飾品などを中心とした中華文

明の高さを誇れる品物を大量に与えて,そ の権威 を誇示することが行なわれてきた。

建州女直を中心に発展 した清朝の場合も,当 初よりアムール川下流域,沿 海州,サ ハ

リンの住民に対する接 し方は全 くその方式を踏襲 している。

　 16世紀末期以来,沿 海州から松花江流域にかけての地域には,漢 人 には 「野人女直」,

建州女直 らには 「ワノレカ部」Warka(漢 字では 「瓦爾喀」などと表される),「 フノレハ

部」HUrha(漢 宇では 「虎爾恰」,「瑚爾恰」,「虎兄凱」などと表される),「 ウェジ部」

weji(「 窩集」,「窩稽」などと表される。 ただしウェジ部は実体が明確でないため,

その存在を疑問視する意見 もある[田 中　 1959])と 呼ばれる2つ ないし3つ の集団が

あった2》(各部の範囲については図2を 参照)。 清の太祖ヌルハチが彼 らを従わせよう

2)ワ ルカとは現在の沿海州南部か ら朝鮮東北部にかけて居住 していた住民 に対する呼称,フ ル

ハ とは松花江,牡 丹江,ア ムール川流域 に居住 していた住民の呼称である。 ウェジは実体が明

瞭でないが,松 花江下流か ら鳥蘇里江流域 にかけての住民の呼称 として使われ る場合 が多 い。

彼 らがどのよ うな住民で構成 されていたかについての研究 は,従 来島田好,田 中克 己,吉 田金
一

,阿 南惟敬 ら東洋史 学の研究者が漢文,満 文の資料を基礎に,ロ シァ,ヨ ーロッパ側 の民族

誌資料 との対照を しなが ら進め られてきた。まず,島 田は ワルカを満州 と同族 とし,ウ ェジを

鳥蘇里江のナナイ,フ ルハを松花江 か らアムール川のナナイとして いる。続いて,田 中はウェ

ジは実体がない とした上で,フ ルハ もワルカ も満州と同族であるとす る。吉田は概ね 田中の説

を支持 し,さ らに ロシア側の資料 との対照を行な って いる。阿南 は 『清実録』を再検討す るこ

とによ り,時 代によ って指 し示す範 囲が変化 していることを明 らかに したが,大 体 ワルカが満

州 と同族で,フ ルハ とウェジはナナイの祖先である という説に傾 いている[島 田　 1937;田 中

1959;吉 田　 1973,1974,1984;阿 南　 1980a,1980b,1980c,1980d,1980e]。 また,最 近の研

究では増井寛也が漢文,満 文資料に残 された氏族名を手がか りとした興味深い研究 を してい る

が,彼 は阿南説に最 も近 い立場を とって いる[増 井　 1983]。

　 しか し,い ずれ も中国側 が残 した歴史資料 とロシア,ヨ ーロッパ側 の民族誌資料 との比較 に

際 して,両 者の住民分類の基準を十分検討 していないなど研究方法の根幹 に欠陥が見 られ る。

問題とすべ き点 は歴史資料上の集団 と民族誌資料上の集団 との直接の同定で はな く,両 老を繋

ぐ過程 の方であ る。づま り,呼 称 とその対照 となる住民の範囲の変遷過程を追跡する ことであ

る。筆者 は歴史史料に登場す る氏族を手 がか りに歴史史料 における住民分類 の変遷を追跡 した

結果,ワ ルカ,フ ルハと も満州八旗(新 満州八旗 も含む)に 組み込まれた ものが満州人 の形成

に参加 し,地 元 に 残留 した ものがナナイの形成 に 参加 していた ことを明 らか にした[SASAKI

l989]。
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西暦 年 号

表1　 太祖,太 宗時代のワル カ部,フ ルハ部の貢納状況

地 域 名 障 納者首長名 人数 氏族名

1599年

1611年

1618年

1618年

1618年

1626年

1627年

1628年

1628年

1628年

1629年

1630年

1630年

1631年

1631年

1632年

1633年

1633年

1634年

1634年

1634年

1634年

1635年

萬暦27年

萬暦39年

天命3年2月

天命3年2月

天命3年10月

天命11年12月

天聰元年12月

天聰2年 正月

天聰2年5月

天聰2月12月

天聰3月7月

天聰4年5月

天聰4年6月

天聰5年7月

天聰5年7月

天聰6年10月

天聰7年6月

天聰7年10月

天聰8年 正月

天聰8年11月

天聰8年12月

天聰8年12月

天聰9年 正月

東 海Weji部 内

Httrha路2路1)

東hi　Hurha部 内

Jakuta

東 海HUrha部2)

Indallun　 　Ta-

kurara国,Nooro

国,Sirahin国4)

東 海HUrha部

黒 龍 江人

長白山の彼方東

海 のHUrha部

東方Geikeri国

長白山の彼方東

海 のHUrha部

東方Bayara国

Ktirka部

Harha部

HUrha部

黒 龍 江地 方Httr-

ha部

Nooro地 方HUr-

ha部

Bayara路

東海使犬部落

Ujala地 方Har-

ha部

黒 龍 江 地 方

使犬部蓋清屯

黒龍江地方

松阿里地方

使犬部

Jannge,　 Wangge,

(B()jiri)

Bojiri

三処 長40人

Nakeda

3人

頭 目4人

Lifota,　 Bukshan,

Kasio,　 Keikela

Ilbio,　 Torga,

Butao,　 Ituka

托思料,莞 圖里,

恰克莫,挿 球

頭 目4人

Hurga,　 Marga,

Mafa,　 Turga

Sengge(僧 格)と

妻

緯 奇

完圖里,嚇 爾干

Senggc(イ 曽格)

南 地 悠,杜 莫 訥

Sengge(イ 曽格)

索 環 料

100

5003)

5005)

40

7

9

21

11

12

52

4

69

51

74

52

Geikeri

Bayara

Mcljerc

Bayara

Bayara

Meljere,

Bayara

Bayara

Tohoro

Bayara

貢 納 品

狐皮,　 皮

名犬,黒 狐,玄

狐,紅 狐皮,独

狸孫,黒 　 ,水

獺,青 鼠皮等

黒　皮

　皮,狐 皮

海豹皮

　皮

　皮

　皮,狐 皮,猜

狸猟皮

　皮,狐 皮,徭

狸獅皮,水 獺皮

　皮,狐 皮

方物

　皮,狐 皮

　 皮6)

　皮

　皮

　皮

黒狐,黄 狐,　

鼠,水 獺皮,狐

蓑,　 装
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1637年

1637年

1637年

1637年

1638年

1638年

1638年

1639年

1639年

1640年

1640年

1640年

1641年

1641年

1641年

1642年

1642年

1643年

1643年

1643年

崇徳2年2月

崇徳2年12月

崇徳2年12月

崇徳2年12月

崇徳3年6月

崇徳3年11月

崇徳3年11月

崇徳4年 正月

崇徳4年2月

崇徳5年 正月

崇徳5年2月

崇徳5年12月

崇徳6年2月

崇徳6年12月

崇徳6年12月

崇徳7年 正月

崇徳7年9月

崇徳8年 正月

崇徳8年2月

崇徳8年10月

Hnrha部

黒龍江地方

HUrha部

Harha部

Ujala部

HUrha部

K百rka部

Htirha部

東方(HUrha部)

東方(HUrha部)

Harha部

東藩

東方(HUrha部)

Ki融ka部

K冠rka部

K冠rka部

HUrha部

Hifrha部

Kifrka部,炎 楮

地 方

三姓頭目

莞圓里

井璃

達爾漢,納 木達

礼

頼達庫

赦里堪,僧 格,

糺克蘇

布珠,精 達礼妻

南地悠,葛 留

和託,糾 察納

八姓頭目使者董

糾

加禅恰等

察庫納等

頼塔庫等

晃圖里等

精徳里

頼塔庫等

63

122

10

22

23

4

59

58

77

55

13

1307)

Tohoro,

Gelkeri,

Luyerc

Meljere

Hci

Tohoro,

Meljerc,

Bayara

Ujala

Geikeri,

HUsihari

Geikeri

Tohoro

Bayara,

Tohoro,

Luyere,

Hei,

Meljere,

科 爾 仏 科 爾

Geikeri,

HUsihari

Meljcre

Geikeri

Kuyala

　皮,狐 皮

　皮

　皮

　皮

　皮,徭 狸孫,

水獺皮

玄狐,黄 狐,廃

鼠,青 鼠皮

海豹皮

　,玄 狐皮

　皮

　皮

　皮

　皮

　皮

　皮

海豹皮

　皮

海豹皮

　皮

　皮

　,狐 皮

(『満文 老櫨 』 と 『清 実 録 』 に よ る)

註:

1)『 満 州 実録 』 には そ の 後毎 年 入 貢 とあ る。 しか し,天 命元 年2月 にB()jiriが 反旗 を翻 して征

　 　 討 を受 け る。

2)B()jiri再 度 帰 服 。

3)約100余 戸(1戸 当 り5人 とす る)[清 実 録 　 1985a:194」 。

4)　 この3つ の 「国」 は満 文 老 福 で はgurunす な わ ち 「国」 ま た は 「部 」 と され て い るが,満

　 　 州 実録 で はgurunの 下 の行 政 単 位 で あ るgoloす な わ ち 「路 」 と な っ て い る[満 文 老 櫨

　 　 1955:74,83;清 実録 　 1985a:191,193]。

5)約100戸(1戸 当 り5人 とす る)[満 文老 櫨 　 1955:112;清 実録 　 1985a:220]。

6)　 皮668張 持 参 とあ る[清 実 録 　 1985b:221】 。

7)実 際 は26戸(1戸 当 り5人 とす る)[清 実録 　 1985c:38]。
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と した 背 景 に は,勇 猛 果 敢 で知 られ た彼 らを 八 旗 軍 に編 入 して,明 朝 との抗 争 の戦 力

を 補 充 しよ う と した こ とに あ る とい われ る。 また,こ の 地 域 は 当 時 中 国,朝 鮮 の 宮廷

で非 常 に人気 が あ り,需 要 の高 か った 黒 　 の 毛 皮 の 供 給 源 で あ り,ワ ル カ,フ ル ハ ら

に毛 皮 に よ る朝 貢 を命 じた の は,黒 　 の 毛 皮 の 供 給 地 を 独 占す る こ と によ って,そ れ

を財 政 的,戦 略 的 に使 お うと した こと に よ る と も考 え られ る。

　 彼 らの 内,沿 海 州 南 部 か ら現 在 の豆 満 江,緩 券 河 流 域 に いた と され る ワル カ は 満 州

に近 か った こ と もあ って,「徒 民 政 策」に よ って 多 くの 住 民 が その 原 住 地 か ら連 れ 去 ら

れ,満 州 八旗 に組 み込 まれ た が,フ ルハ の方 は多 くが 自分 らの 居 住 地 に残 って,毎 年

毛 皮 類 を持 って 朝 貢 に赴 いた 。 その 最 初 の 事 例 が萬 暦27年(1599年)の 王 格Wangge,

張格Janggeの 来 訪 で あ る。 そ の 時彼 らが持 参 して きた の は黒,黄,赤 の 三 色 の 狐 の

毛 皮,黒,白2色 の 　 の 毛 皮 と され る(表1参 照)。 さ らに彼 らに同行 して きた 博齊

里B()j　iriら6人 は朝 貢 先 で妻 を め と り,そ の 後 毎 年 欠 か さず 朝 貢 した とい う[清 実 録

1985a:110]。 博 齊 里B()jiriは 天 命 元 年(1616年)に 一 時 ヌル ハ チ に反 旗 を翻 した が,

武 力討 伐 を 受 け て屈 服 し,そ の後 は全 く恭 順 した 。

　 太 祖 の 時代 に朝 貢 して きた の は フ ルハ 部 の ほ か,ウ ェ ジ部(実 は フル ハ 部 ま た は ワ

ル カ部 で あ った),使 犬 国3)な ど の住 民 で あ った 。 彼 らの朝 貢 に関 して は まだ 一 定 の

制 度 また は組織 が 確 立 して いな か った が,彼 らに与 え られ る恩 賞 には 住 民 内部 の 地 位

の 違 い に応 じて一 定 の 区別 が み られ る。 例 え ば天 命3年(1618年)10月 にNakadaと

い う人 物 を頭 目 に して 朝 貢 に現 れ た フルハ 部 の 住 民100戸 に対 して,次 の よ うな 恩 賞

が与 え られ た と い う記 録 が あ る[満 文 老櫨 　 1955:112-113]。

頭 目 で あ る8人 に対 して(1人 当 り):

　　 　 男 奴 隷10人,女 奴 隷10人,乗 馬10頭,耕 作 用 の牛10頭,豹 皮 で縁 ど り して 麟

　　 　 椴 を張 った 皮 襖,皮 端 軍,　 皮 の 媛 帽,自 靴,彫 りの あ る腰 帯,春 秋 に着 る

3)ま たは 「使犬部落」,「使狗地方」 ともいい,満 州語でIndahUn　 TakUrara　gurunと い う。

フルハ部 とフ ィヤカ(註16に 説明あ り)の 中間,す なわち 烏蘇里江河 口 よ り若干下流か らゴ

リン川河 口周辺まで にいた住民を指す(図2参 照)。 名称の由来 は犬を飼い,そ れでそ りを曳

かせ ることが最大 の特徴 と見 られ たことにある。ただ し,犬 の飼育 と犬ぞ りの使用 はフルハ部

内で も行なわれ,『 清実録』の中で は,例 えば松花江河 口よ り若干下流の 「蓋清屯」Gaigin!

Gaijinと いう集落など,フ ルハ部 の中の住民に対 して も 「使犬部落」 という名称を 使用 して

いる部分がある。 我国の東洋史研究者の間で は彼 らを 「オルチ ャ」(今 日の名称で はウ リチ)

であ るとする説 が有力であるが,「 使犬部落」 という区分 は民族学,人 類学でいう 「民族」で

はないた め,彼 らを今 日の ウ リチに直接結びつけることはで きない。さらに,以 下本文で列挙

した順治年間の使犬部落の住民が属 した氏族の名称 のすべてが今 日のナナィ(ゴ リ ドまた はゴ

ルデ ィ)に 残 されてい ることか ら,そ の大部分 が今Elの ナナイに連 なっている可能性が高 く,

　「使犬部落=ウ リチ説」は誤 りで あるといえよう。
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　　　 　 癖 織 の無 扇 肩 朝 衣,癖 級 の掛,四 季 の 衣 服,布 杉,褥,裳 な ど4)。

　 次 の 者:

　　　 　 男 奴 隷5人,女 奴 隷5人,馬5頭,牛5頭,衣 服5襲 。

　 さ らに 次 の者:

　　　 　 男 奴 隷3人,女 奴 隷3人,馬3頭,牛3頭,衣 服3襲 。

　 末 輩 の者:

　　　 　 男 奴 隷1人,女 奴 隷1人,馬1頭,牛1頭,衣 服1襲 。

　 そ の ほ か 「家,釜,甕,瓶,瓦 瓶,盃,椀,皿,匙,箸,水 桶,箕,盆 」 な どを 十

分 与 え た と あ る。

　 こ こ に見 られ る 「頭 目」(amban),「 次 の者 」(sirame　 niyalma),「 さ らに次 の者 」

(geli　ilhi　niyalma),「 末 輩 」(dubei　 niyalma)と い う四層 の階 層 は後 世 まで その ま

ま継 承 され た わ けで は な か ろ うが,恐 ら く乾 隆 期(1736年 ～1795年)の 姓 長hala　 i　da,

郷 長gagan　 da,子 弟deote　 juse,白 人bai　 niyalma(庶 民)と い った階 層 規 定 の 萌 芽

とで も いえ る もの で あ る。 この よ うに住 民 の間 で地 位 の 相 違 を 明 確 に し,そ れ に応 じ

て 恩 賞 と して 与 え る もの に差 を つ け るや り方 は そ の後 も維 持 され て い る。 とい うの は

翌 年 の天 命4年(1619年)に 朝貢 に現 れ た フルハ 部 の住 民 も同様 に,し か も同 じ量 の

恩 賞 を与 え られ て い るか らで あ る(た だ しそ の 時 に は第3等 以 下 の 人 につ い て の 記 述

は な い)。 ま た,こ の 時 に は上 記 の よ うな生 活 必 需 品 の他 に 「鞍,轡,箭 筒,弓,箭 」

な ど の武 具 も与 え られ て い る[満 文老 撹 　 1955:148]。

　 次 の太 宗 の時 代(1627年 ～1644年)に な る と東 北辺 境 方 面 か らの朝 貢 の件 数 も飛 躍

的 に増 加 し,清 朝 側 の 取 扱 い も組 織 的 にな る。 貢 納 品 に は 当初 松 花 江,鳥 蘇 里 江 流 域

の フ ルハ 部 か ら　 皮,狐 類(毛 皮 の色 に応 じて 黒 狐,玄 狐,紅 狐,黄 狐 等 の種 類 が あ

った),徭 狸 獅,青 鼠,水 獺 等5)が あ り,旧 ワル カ部 に 当た る地 域 に残 って い た クル カ

部6)か らは 海 豹(ア ザ ラ シ)の 皮 が あ った。 しか し,朝 貢 その もの が 制 度 と して 固 定

4)こ こに登場す る恩賞について若干説明を加 えてお くと,「 蜂鍛」(『満文老櫨』の原文 の満州

　 語で はgecuheri)と は龍 の 文様の入 った満州官吏 の 制服に使 われ る絹織物(鍛 子),「 皮襖」

　 (jubca)と は裏 に毛皮をつけた裾の長い上衣,「 皮端軍」(dahtt)は 縁飾 りのついた毛皮の短い

　 羽織 「媛 帽」(mahala)は 防寒用の帽子,「 邑靴」(sohin　gUlha)は 先の丸い靴,「 無扇肩朝衣」

　 (goksi)と は肩飾 りのない官吏 の制服,「 掛」(kurumc)は 「抱」(sljigiyan)と呼ばれる上着の

　 上にさ らに着用す る袖の短 い上着,「布杉」(gahari)は 「抱」の下に着 る単衣物,「 褥」(sishe)

　 は敷物または敷 き布団,「 裳」(jibehun)は 掛 け布団または夜具な どである。 ただ し,個 々の

　 品物が具体的 にどのよ うなものであ ったについては詳 しくはわか らない。

5)猪 狸獅(ま たは徭 渕獅とも書 く)は 中国東北部に棲息す るオオヤマネ コの一一ncで,銀 色 に輝

　 く毛 皮が美 しい。水獺 はカワウソのこと。青鼠は中国東北地方に棲息す るネズ ミの一種で,毛

　皮 が灰色のため 「灰鼠」 とも呼ばれる。 いずれ も上等で高価な毛 皮がとれ ることで有名であ っ

　 た。

6)ワ ルカ部の住民の多 くは太祖の時代 にその大部分 が徒民 され,太 宗 の時代 には事実上部その/
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化するとともに,貢 納品もフルハ部か らは　皮,ク ルカ部か らは海豹皮に統一されて

いく(表1参 照)。 それは,　 皮特に黒　の毛皮が満州,中 国,朝 鮮の宮廷で珍重され,

戦略的な重要性が高かったためである。毛皮としては捨狸孫,水 獺の方が上であるが,

それ らは数が極端に少なく,定 期的な貢納に耐え られなかったと考え られ,ま た狐,

青鼠よりは　の方が上である7》。

　　皮にも種類とそれに応 じた等級があった。 『柳邊紀略』巻三によれば,紫 がかっ

た黒色で毛が揃って密なものが最も高級で(「紫黒毛平而理密者次上」),その次が紫黒

で毛が密なもの(「紫黒而理密者次之」),さらにその下が紫黒で毛が粗いものと毛が黄

色で揃 っているもの(「紫黒而疎與毛平而黄者又次之」),最も低級なのは白いものであ

った(「 白斯下　」)[柳 邊紀略　1985:253]。 最上とされた紫黒の　皮の中でも 「索

倫　」と「抱櫻　」が最も珍重されたが,「索倫　」の方がさらに上とされた8)。しかし,

＼ ものが消滅 していた。 代わ って 沿海州南部の住民 と して史書 に登場す るのはクルカ部(「 庫爾

　 喀部iKUrka)と 呼ばれる人 々で,ア ザ ラシの毛皮を持 って来貢 した。彼 らは名前が フルハ部

　 と似て いることか ら,研 究者には しば しば混同され るが,史 書で は明確 に 区別 されている。

　 1670年 代か ら始まる新満州八旗の編成 によ って,彼 らの大部分 は満州人に取 り込まれた。

7)捨 狸孫 と水獺の毛皮が　皮 よりも高価で あると考え られるのは,毛 皮自体 が　 より大 きいこ

　 とと希少性が高い ことが根拠 にある。そ して実際カ ワウソの毛皮については,日 本の文化9年

　 (1812年)に サハ リン(当 時 は日本では北蝦夷地 と呼ばれた)で アイヌ の サ ンタ ン人 らに対す

　 る負債を救済 した松 田伝十郎が交易品の価格改定を行 な った際,カ ワウソの皮(獺 皮)1枚 を

　 サハ リン産の黒　 の皮2枚 に相当すると決 めている[北 夷談　1972:219]。 しか し,両 者 が　

　 皮 よりも上等 とされ るのは後世 の評価か もしれない。 『柳邊紀略』巻三 に 「今寧古塔梅勒章京

　 以下皆著捨狸狭狼皮襖,而 服　者無一人也。 若帽則皆　　。」 と述べて,康 煕 中期当時(ユ7世

　 紀末期か ら18世紀初頭),徭 狸獅や狼 の 毛皮は寧古塔で も梅勒章京(註13に 解説あ り)以 下 の

　 役人が服に しているが,　 皮の服を着 るものはな く,た だ帽子に使 用す るだけとい う状況 だ っ

　 た[柳 邊紀略　 1985:253]。 したが って,17世 紀 当時 の中国,満 州では黒　皮の方が珍重 され

　 て いたのか もしれ ない。

8)「 索倫黎」,「揖棲　」 とい うのは産地 の相違による ものと考え られる。つ まり,「索倫毅」 は

　 松花江河 口よ り上流 のアムール川流域 か らもた らされ る黒　で,「 把櫻　」 とは 松花江下流 か

　 らアムール川下流,沿 海州にかけての地域 よりもた らされ るものであろう。

　　　「索倫」(「ソロ ン」Solon)と は17世 紀 当時松花江河 口よりも上流のアムール川流域 とゼーヤ

　 川流域 にいたとされ る住民をさす。その地域には同 じ時代 のロシア史料 には農耕牧畜に従事す

　 る 「ダ フール」Dakhuryと 彼 らとともにや はり農耕に従事す る 「ツ ングース」Tungusyが い

　 た とされ,「 索倫」 は両者を区別せずにつけた呼称であろう。 索倫部 は太宗時代 に度重 なる清

　 朝の征討 を受 け,結 局武力的に屈服す る。 しか し,そ の直後にポヤルコフ,バ バー ロフ らの遠

　 征があ り,略 奪同然の行為 を受 けた ことか ら全 く荒廃 し,1654年 には清朝側の命令で,轍 江流

　 域に移住 して しま う。 現在,「 索倫」の名称 は内蒙古 自治区の東北部 にあ る呼倫貝爾草原の遊

　 牧エヴ ェンキの間に残 されており,中 国で は 「索倫郡温克」(ソ ロン ・エヴェンキ)と 呼ばれ

　 ている。また,轍 江流域は今で もダ フールの人 口が多い地域である。

　　　「揖櫻」 とい うの は 「後漢書』 と 『三 国志』 に登場する住民 名で,3世 紀 か ら4世 紀 にかけ

　 て現 在の松花江下流か らアムール川下流 そ して沿海州にかけての地域 にいた と考え られてい

　 る。彼 らは竪穴式住居 に暮 らし,豚 飼育 と穀類の生産で生計 をたてていた ことが知 られている。

　 また,人 尿で顔や手を洗 うことで も知 られて いた[東 アジア民族史1　 1974:63-77]。 そ この

　 特産物 には楷矢(軸 に 「楢」 と呼ばれた木を使い,鎌 に 「青石」 と呼ばれる鉄 より硬い といわ

　 れた石 を使 う)と 赤玉(宝 石 の一種),そ れに良質の黒　があ り,後 世 「掲櫻　」 とい う名称/
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『柳邊 紀 略』 の編 者 で あ る楊 賓 は 「蓋 以 索 倫 貌 毛 深 而 皮 大 也,然 不 若抱 棲 之耐 久 　 」

と述 べ て,索 倫 　 の 方 が 毛 が深 く大 きい が,掲 櫻 　 の 方 が 耐 久 性 に優 れ て い る とい う

こ とを言 って い る[柳 邊 紀 略　 1985:253]。 そ れ らの　 皮 は皆 「魚 皮 国」 す な わ ち窩

集 諸 部(つ ま り,フ ルハ 部,使 犬 部 落 等 。 た だ し索 倫 部 も　 の 産 地 で あ る)で しか捕

れ な い と され,時 代 と と もに値 上 が り して い る。 時 代 は 下 るが,康 煕 初 年 の 頃(1662

年 頃)は 鉄鍋 ひ とつ が　 皮1枚 だ った の が,『 柳 邊 紀 略』 が 編 纂 され た 中 期 に は　 皮

1枚 で 鉄鍋 が2つ 買 え た とい う。 また,馬1頭 を 買 うの に数十 枚 の　 皮 が必 要 だ った

の が10枚 足 らず で,特 に よ い馬 で も14,5枚 で 買 え る よ う にな った とい う[柳 邊 紀 略

1985:253]。

　 こ う した高 価 な毛 皮 類 を もって 朝 貢 に現 れ て い た東 北 の貢 納 民達 に対 して 太 宗 は多

大 な 恩賞(鳥 林)で も って それ に報 いた 。 それ は ま た,太 祖 以 来 の 政策 を 受 け継 い だ

もの で もあ る。 太 宗 は朝 貢 の た め に京 師(盛 京 つ ま り奉 天)に や って きた者 達 を大 政

殿 で 引見 し,恩 賞 を与 え た上 で,大 宴 会 を催 して そ の 労 を ね ぎ らって い る。 『太 宗 実

録』 には 具体 的 に誰 に何 を どれ だ け与 え たか につ いて は 記 録 が な い が,与 え られ た も

の は蜂 衣(龍 紋 入 りの 清朝 の 官吏 の礼 服),帽 子,靴,革 帯,布,器 物 等 で,や は りそ

の 地 位 に よ って種 類,数 量 に差 が つ け られ た ら しい。

　 次 の 順 治年 間(1644年 ～1662年)の こ と とな る が,　 『清 代 中 俄 関 係 櫨 案 史 料:選編』

(第 一 編)所 収 の 郎 丘Langqiuら の題 本(第4号 棺 案,順 治10年3月6日 付)に よ れ

ば,当 時 フル ハ 部 にお い て は各 屯 つ ま り村 落 に 「頭 目」 が お り,さ らに集 団 全 体(恐

ら く姓 つ ま り氏 族 全 体)を 統 率 す る 「総 屯頭 目」 が い た。　 『清 代 中 俄 関 係 棺 案 史料 選

編 』 で 名前 の知 れ て い る もので は,Bayara姓 の 土 見 乎隼(Turhuna)と その 死 後 跡

をつ いだ 弟 の 郎 九(Langjiu)が8屯100戸 を統 率 して い た とされ,　Meljere姓 で は強

冤 力(Q.iangtuliま た はKiantuli,『 清 実 録 』 で 「莞 圖 里 」 な ど と書 かれ た人 物)が

7屯 を,Tohoro姓 で は南馮(Nandiao)が12屯 を支 配 して いた[松 浦 　 1987:10-11;

清 代 中俄 関 係 櫨 案 史 料 選 編1981:5-6]。 彼 ら 「頭 目」 と 「総 屯 頭 目」 は清 朝 政 府 が

住 民 の 中 か ら選 ん だ とさ れ て い る。 松 浦 茂 は 「彼 らは決 して 旧 来 の 社 会 制 度 を そ の ま

ま容 認 した もの で は な か った」 と述 べ て い るが[松 浦 　 1987:11],果 して そ うだろ う

か。

＼ が生まれたのもこのよ うな史書 の記述による ものであ ろう。

　 　 「掲櫻」 の地域の住民は4世 紀以降 「勿吉」,「転賜」な どと呼ばれたが,基 本 的な生活形態,

　 文化は据櫻のものがそのまま受 け継がれ,そ の一部(竪 穴式住居,人 尿使 用など)は13世 紀 か

　 ら16世紀にかけて知 られた 「乞烈迷」(「ギ レミ」 と読む。 「吉烈迷」 などとも表 され る)に ま

　 で伝え られた[遼 東志　 1985:468]。
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　確かに,清 朝政府が東北辺境か らの朝貢を制度化 した時に築いた組織は清朝が上か

ら住民に押 しつけたものであることは否めない。 しか し,姓,屯(と もに太宗時代の

呼称による。後の姓 と郷つまりhalaとgaganに あたる)と いった組織 もその原型は

フルハ部の住民自身が地元で保持 していたものだったのではないだろうか。

　第3節 で詳 しく言及するが,満 州をは じめとする中国東北部からアムール川流域,

沿海州,サ ハ リンにかけて居住するッングース系の住民にはhala!xalaと 呼ばれる組

織が共通に見 られ る。それはエスニ ック ・グループや地域によって性質が様々である

が,基 本的には父系単系出自集団で,父 系のラインで遡及する祖先を共有すると信ず

る人々の集団である。その成員権は男系のラインで継承されてい く。その成員全員が

系譜的に相互に結びつ く必要はな く,遠 い昔に関係が忘れられているもの,擬 制的親

族関係で結ばれているもの,あ る有力者の支配下に入っていたもの,単 に近 くに住ん

でいたもの等を包含する。それには純粋な親族組織 に近いものから,全 く政治的,軍

事的単位 になっているものまである。 しか し,属 性は多様であるが,満 州人達はフル

ハをはじめとするアムール川下流域の住民のhala!xala(ニ ヴフ語ではkxal)と いう

同名または類似の名前を持つ組織に自分達のhalaと の共通性を見いだし,そ れを統

治に利用しようとしたことは十分考えられる。

　 また,ま だ組織整備が十分でない太祖の時代か らフルハ部か らの貢納民は地域の有

力者に率いられて京師に現れている。 つまり,既 にhalaま たは集落内に統率する者

とされる者 という階層分化 も起 きていた。上で述べた太祖時代の4つ の階層は必ず し

もフルハ部内部の社会階層をそのまま表 しているわけではな く,政 府の方で規定 した

ものである。 しか し,そ れでも既にフルハの住民の内部にあった階層を反映 している

はずである。 太宗時代以降の 「頭 目」,「総屯頭目」,そ して,そ れ以降の姓長hala　i

da,郷 長gagan　 daも あくまでも清朝政府が規定 し,任 命 した地位であるが,そ の原

型となるべ き社会階層は既に現地住民の社会には存在 していたのである。清朝側が伝

統的な組織を統治に利用するとともに,有 力者達の側も清朝政府が与えるこれらの地

位 と称号を利用 して,そ の地域における社会的地位をより確固たるものにしていたの

である。

　清朝の東北辺民制度は太宗の時代に,沿 海州南部,松 花江下流域,鳥 蘇里江流域,

そして両江河口間のアムール川流域のフルハ,ク ルカなどと呼ばれた住民を対象にし

て一応完成 し,定 期的,組 織的に　,海 豹の毛皮が貢納されることになった。 しか し,

ロシア人のアムール進出までの間にフルハ部などを辺民として完全に掌握 していたわ

けでないことはロシァ人として初めてアムール川の探検 に成功 したロシア ・コサック
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図3　 17世 紀 のロシア資料 に現れる住民 の構成 と分布([1)oLG・KH　 1960]に よる)

隊 の隊 長 で あ る ポ ヤ ル コ フV.Poyarkovg)な ど の報 告 か ら知 る こと がで きる。 特 に,

本 稿 の考 察 対 象 で は な いが,松 花 江 河 口 よ り も上 流 の 住 民,す な わ ち ロ シア側 にダ ブ

9)ポ ヤル コ フVasilii　 Danirovich　 Poyarkov(生 没 年 不 詳)は17世 紀 中期 に ロ シア人 で 初 め て ア

ム ール 川 の 探 検 に成 功 した コサ ック軍 団 の 隊 長 。彼 の部 隊 は1643年 に ヤ クー ツ クを た ち,レ ナ

川 か らアル ダ ン川 に入 り,ウ チ ュル川,ゴ ノム川 を 遡 って 山 を越 え,ア ム ー ル川 左 岸 最 大 の支

流 で あ るゼ ー ヤ 川上 流 に 出 て そ こで 越 冬 し,1644年 の春 に ア ム ー ル川 へ 到着 した。 ア ムー ル川

で は住 民 か らヤ サ ー ク(毛 皮税)を 徴 収 しな が ら下 航 し,河 口 で越 冬,翌 年 の1645年 にオ ホ ー

ツ ク海 沿 岸 を北 上 して ウ リヤ 川河 口か ら再 び 内陸 に入 り,ア ル ダ ン川,レ ナ 川経 由で ヤ クニ ッ

クへ 帰 還 した 。 彼 は その 探 検 の 間 に,そ れ ま で支 配 下 の ツ ング ー ス(エ ヴ ェ ンキ)等 か ら間接

的 に しか 知 られて い なか った ダ フ ール に直 接 出会 い,さ らに そ れま で 全 く知 られて いな か った

ジ ュチ ェ リJucheri,ナ トキNatki(ア チ ャ ンAchanyと も呼 ばれ た),ギ リヤー クGilyakiな

どの ア ムー ル川 下 流 域,松 花江,鳥 蘇 里 江 の住 民 に接 触 し,貴 重 な情 報 を 集 め る ことが で き た 。

彼 らの 探 検 は 困難 を 極 め,コ サ ックの 中 か らも多 数 の 犠 牲者 が 出 たが,そ れ に よ って ロ シァ の

ア ムー ル 進 出 の基 礎 が 出 来 上 が った。 な お,ポ ヤ ル コ フの 報 告書 は ヤ クー ツク に保 存 され て い

た もの が モ ス クワ に 移 され,現 在 は 「中 央 国立 古 代 法 令古 文 書 館 」(Tsentral'nyi　 Gosudarst-

vennyi　 Arkhiv　 Drevnikh　 Aktov,通 称TsGADA)に 保 存 され て い る 。 ま た,18世 紀 に歴 史 学

者 ミル レルG.EM　 Merが ヤ クー ツクで 筆 写 した コ ピー もあ り,そ れ は 『歴 史 法 令 集補 遺 』

1)opolneni　a　'k　aktam　istoricheskim(DAI)Vol・ 　3,1848に 納 め られ,出 版 され た[DAI　 l　848]。
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一 ル(ま た は ダ ウー ル
,ダ グ ール)Dakhury1Daury1Dagury,ゴ グ ー リGoguly,清

側 に索倫 部,黒 龍 江 フルハ 部 な ど と呼 ばれ た人 々 には 武 力 討伐 で従 わ せ よ う とす る清

朝 に対 す る反 発 か らか,貢 納 に行 くも の と行 か な い もの が いた こ とが わ か る。

　 例 え ば,ポ ヤ ル コ フは1644年 にe一 ヤ川 中流 のダ フ ール の 有 力 者 で あ る ドプ テ ィ ウ

リDoptyuPの ウル ス(集 落)で,彼 とそ こにや って きて いた ッ ン グ ー ス(恐 ら くエ

ヴ ェ ンキ)の シ ャマ ギ ー ル氏 族Shamagiryの 有 力 者 で あ る トプ クニTopkuni,も う

一 人 のダ フ ー ル の有 力者 で あ る ベ ブ ラBebra
,そ して ジ ュ チ ェ リJucherylo)の 有 力

者 で あ る チ ネ ガChinegaな ど か ら彼 らの 清 朝 の 皇 帝(彼 らの い うボ グ ドイ ・ハ ン

Bogdoi　 khan)と の 関係 に つ い て相 矛 盾 す る情 報 を得 て い る。

　 まず,ド プ テ ィ ウ リは ポ ヤ ル コ フ の尋 問 に次 の よ う に答 え て い る。

　ハ ン(清 朝 の皇帝の こと,こ れ は太宗を指 すと思われる一筆者註一)は 汗 国を作 って暮 ら

してお ります。彼 の町(盛 京つまり奉天の こと一筆者註一)は 丸太作 りの家が建 ち並び,周

囲は土塁で囲まれています。彼 の軍隊 は弓 と火器で武装され,大 砲 も沢山あ ります。彼の名

はボル ボイBorboi(Bogdoiの 誤 りか一筆者註一)で,ハ ンと呼ばれています。というのは

彼 は偉大な人物 で,全 ての人 々を支配 しているか らです。彼の ところで は　皮 との引き換え

で銀,絹 の椴子,綾 織 りの綿布,銅,錫 な どが買え ます。 しか し,こ このダ フールはそのハ

ンにヤサークを払 った り,交 易を した りは してお りません。ハ ンはゼ ーヤ川 とシルカ川のダ

フールの ところへ軍隊を派遣 し,2年 か ら3年 にわたって,我 々と戦 いま した。その時や っ

てきた兵士は2000か ら3000入 ほどです[DAI　 1848:51]。(下 線筆者)

そ れ に対 し,ト プ ク ニ,ベ ブ ラ,チ ネ ガ は次 の よ う に供 述 して い る。

　ハ ンの町は木造で,周 りには土塁が巡 らされてお ります。ハ ンの軍隊には火器,弓,大 砲

が多数あ ります 。我 々はハ ンに　皮で ヤサークを払 ってお り,彼 のところで　皮 との交換で

銀,絹 の鍛子,綾 織 りの綿布,銅,錫 な どを購入 しています。我 々はハ ンにヤサークを払 っ

てお ります が,ハ ンは各氏族 か ら一人ずつ人質 をとってお ります 。ハ ンの ところには多 くの

氏族の人 々が人質 と して留め置かれています。我 々からヤサークと して集め られ た　皮 は中

10)ジ ュチ ェ リJucheryと は現在 の ゼーヤ川河 口か らドン ドン川河 口までのアムール 川流域 と

　松花江,鳥 蘇 里江 の下流域に住む人 々を指す。松花江河 口よ り上流 の者 はゴグー リGogulyと

　 も呼ばれ る(そ の分布 については図3を 参照)。 彼 らについて の情報を初めて ロシアにもた ら

　 したのは ポヤル コフである。その居住地 と農耕 牧畜など若干の文化要素 の一致か ら,彼 らの中

　核 は清側のい うフルハ部 と一 致するが,両 者が完全 に同 じ範 囲の住民を指 しているか どうかは

　保証の限 りではない。 ロシア,ソ 連で は19世紀 か ら彼 らを満州族 の一派であるとす る説が有 力

　で あった。 ジュチェ リJucheryの 語源が 「女直」 にあるとい うのであ る。 しか し,近 年 ポレ

　 ヴォイB・P・Polevoiが ナナイ の 祖先 であった とする説 を表 明 して注 目されている[PoLEvol

　 1979]。

　 　 しか し,ジ ュチェ リの問題 も註2の ワルカ,フ ルハの問題 のように,住 民分類の変遷過程 の

　 ひとつ として捉えねばな らない。詳 しくは註2を 参照 のこと。
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国に送 られ,や はり銀,銅,錫,織 子,綾 織 り綿布な どと交換 されます……。ハ ンのところで

はそのよ うなものはで きません。 中国か ら送 られて来るのです。ハ ンの名は ボルボイBorboi

といいます 。彼 がそ う呼ばれ るのは,彼 が偉大な人物で,あ らゆる人 々を支配 しているか ら

です。ハ ンのところでは穀物 が沢山 とれます。ハ ンは人質を とるために我 々を攻撃 したこと

があ ります 。ハ ンは独自の言葉を話 します。彼は我 々を捕虜 と してつれて行 きますが,そ こ

には我 々の言葉 の通訳がお ります。 また,ハ ンの ところには独自の文 字 もあ り ます[DAI

1848:53](下 線筆者)。

　 この2つ の 引用 文 を較 べ る と,清 朝 の 首 都(盛 京 つ ま り奉 天)や 皇 帝 に関 す る情 報

は一 致 して い る が,下 線 を 付 した 部 分 が食 い違 って い る。 これ は恐 ら く両 方 と も事 実

で,ダ フ ー ル と ジ ュ チ ェ リ,つ ま り清 側 の索 倫 部 と黒 龍 江 フ ルハ 部 で は清 の 武 力 に屈

服 して朝 貢 に赴 く者 とそ うで な い者 とが い た こ とを示 して い る。 ポ ヤル コ フ も彼 の あ

とを継 い だバ バ ー ロフE.Khabarov,ス テパ ノ ブ0.　 Stepanov11)も 松 花 江 河 口以 下

の ジ ュチ ェ リが ど の程 度 清 側 に朝 貢 して いた の か につ い て は一 切 述 べ て い な い。 しか

し,状 況 は上 の 引用 とあ ま り変 わ らず,　 皮 を払 う者 もい れ ば,払 わ な い者 も いて,

11)バ バ ーロフErofei　Pavrovich　Khabarov(1610年 ～1667年?)は ポヤル コフの後 アムール川

　流域を探検 した ロシア軍団の隊長。彼 はポヤル コフとは異な り,レ ナ川の上流 の支流であるオ

　 リョクマ川を遡 って山を越え,ア ムール川の源流であるアル グン川 とシルカ川の合流付近に出

　 る経路 をとってアムール川に入 った。彼の遠征は1649年 に始ま ったが,1650年 には一時物資補

　給 のためにヤクー ツクへ戻 っているために,本 格 的な活動は1650年 か らである。彼 はアムール

　川を下 る途 中で,流 域のダフールか ら強制的にヤサークを徴収 し,反 抗す る者は容赦な く繊滅

　 した。そのよ うな彼 の行動は アムール川航行中一貫 してお り,そ のために流域 のダフール,ジ

　 ュチ ェリの集落はひど く荒廃 したといわれ る。

　　彼は1651年 に現在 のボ レン ・オジ ャル湖の湖口付近 にアチ ャン要塞Achanskii　 gorodを 建設

　 して立て こもり,同 年 にはジュチ ェリーアチャン(ナ トキ)連 合軍を,翌1652年 には海塞率い

　 る清=ジ ュチェ リ連合軍を撃破 している。 しか し,ア チャ ン要塞が地 の利を得ないことか らそ

　 こを離れ,一 時 さらに下流のギ リヤークの地で越冬 したが,翌 年1653年 ゼーヤ川河 口まで戻 っ

　た ところで アムール遠征隊の隊長を解任 されて しま った。彼の行状 について余 りにも利 己的で

　粗暴であるとい う報告がヤクー ックか らモスクワへなされたためで ある。

　　彼に代わ って アムール遠征隊の隊長になったのがヤクーックの書記官(バ バーロフの上司に

　 当たる)だ ったステパノブOnofrei　 Stepanovだ った。 彼は1653年 か ら1655年 にかけてダ フー

　ル,ジ ュチェ リ,ナ トキ,ギ リヤー クの土地で積極 的にヤサー クを集 め,毛 皮 とともにその納

　税者台帳を ヤクー ツクに送 っている。その台帳は当時 のアムール川流域の集落構成を知 る貴重

　な資料で あり,現 在はやはりモス クワの国立中央古代法令古文書館(TsGADA)に 保管 されて

　 いるが,ド ルギ フB・0.Dolgikhが それ らを公表 した ことによ って我 々にも利用できる形 とな

　 った[DoLGIKH　 1958,1960]。

　　ステパ ノブはさらに1658年 まで アムール川に留まるが,そ の間に清朝が1654年 にはダフール

　を轍江流域へ,1656年 にはジュチ ェ リを松花江上流へ移住 させたために物資の補給に苦 しむよ

　 うになる。そ して,1658年 には松花江 河口付近で李 朝朝鮮か らの援軍 を得た シャル フーダ率い

　る清の大艦隊 と遭遇 し,そ の戦闘でステパ ノブは戦死,ロ シアのアムール遠征隊は壊滅す る。

　それによ って ロシアのアムール経営は一時頓挫する ことにな った。

　　なお,バ バー ロフ,ス テパ ノフの ヤクーツク総督への報告書類 も 『歴史法令集』 瀦 砂 ε蜘ル

　cheskie(AI)Vo1.4,1842と 『歴 史法令集補遺』(DAI)Vol・3,1848,　 Vo1・4,1851に 納 め られ

　ているが,ポ ヤルコフら17世紀の ロシァ人 のアムール川での活動の詳細 と当時の露清関係史 に

　ついては吉 田金一 の著書 を参照の こと[吉 田　 1974,1984】。
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そ の こと が また ロ シ ァ側 にヤ サ ー クを徴 収 さ れ る 隙 を与 え る こと に な った と思 わ れ る。

　 ロ シ ァ側 の ヤ サ ー ク徴収 は ポ ヤ ル コフ,バ バ ー ロフ の行 状 か らみて 相 当強 引で あ り,

ヤ サ ー クの 支 払 いを 拒 否 した た め に全 滅 した村 が,ダ フ ー ル に も ジ ュチ ェ リに も多 数

あ った[DAI　 l848:364]。 しか し,そ れ で も一 部 の もの は清 朝 の武 力征 討 に対 す る

反 発 や 政 治 的 な 駆 引 きの た め に,ロ シア人 に迎 合 した もの もい た は ず で あ っ た。 例 え

ば,ア ム ール 川 の 上 流 方 面,現 在 の 呼 倫 貝 爾 地 方 か らザバ イ カ ル に か け て の草 原 地 帯

にい た 遊牧 ツ ング ー ス(エ ヴ ェ ン キ)の 頭 目で あ った ガ ンチ ム ールGantimurは 一 度

清 朝 に服従 して 呼倫 貝 爾 地 方 に定 着 しな が ら,後 に ザバ イ カ ル方 面 へ逃 亡 して ロ シア

側 に服 従 し,ロ シ ア貴 族 の 一 員 にま で な って い る。 この事 件 は そ の後 の露 清 関 係 に大

きな 影 を 落 と した 。

　 しか し,清 側 は大 多 数 の 住 民 の ロ シア人 探 検 家 に対 す る反 感 を巧 み に利 用 して,そ

の勢 力 を 着 実 に ア ムー ル 川 流 域 を よ り下 流 へ と伸 ば した 。

　 順 治10年(1653年)に 使 犬 部 落 よ り10の 氏族 の代 表者 が　 の毛 皮 を持 って 朝 貢 に現

れ る。 彼 らは 天 命3年(1618年)に 朝 貢 に現 れ て 以 来 の来 貢 で あ る12)。 この時 の 模 様

は 詳 しい 記 録 の 少 な い太 宗 時 代 の 朝 貢 の よ うす を よ く反 映 して い る こ とか ら,少 し詳

し く見 て い こ う。

　 『清 代 中俄 関 係 櫨 案 史 料 選編 』(第 一 編)の5号 棺 案(順 治10年3月12日 付)に よれ

ば,使 犬 部 落(使 狗 地 方)の 帰 順 は 当 時 の寧 古塔 梅 勒 章 京13)シ ャル フ ーダ(沙 爾 虎 達

Sarhuda)ら の 命 令 に よ り,格 克 勒 姓(フ ルハ のGeikeri氏 族 の こ と)の 庫 力 甘

(Kuligan)額 夫 とそ の一 党 が 「從 黒 振 至 趙 見 果 楽 慮 使 狗 地 方 」 へ 招 撫 のた め に赴 い

た こ と によ る[清 代 中 俄 関 係櫨 案 史 料 選編 　 1981:7]。 そ の時 帰 順 した の が 副 使 恰 嘲

(Fusihara>,呉 甲嘲(Ujala),畢 見 達 齊 里(Bildakiri),黒 吉 克 勒(Hecigeri),加 克

素 鹿(Jaksuru),憂 即 嘲(G'agila),緯 各 楽(coger),徐 墨拉 勒(Tumelir),何 面

(Homiyan),趙 見 果楽(Jolgoro)(()内 の ロー マ字 表 記 は漢 字 か ら類 推 した 満 州 語

12)実 は太宗の時代 に も 「使犬部落」 と称す る地 域の人 々か らの朝貢 はあ った。それは天聰7年

　(1633年),8年(1634年),9年(1635年)と3年 間続 いて いる。 しか し,頭 目の僧格Sengge

　がいた集落が松花江河 口に近いアムール川左岸の蓋清Ga三gin!Gaijinで あ り,ま た僧格 自身が

　 フルハの氏族の一員で あることか ら,こ の時の 「使犬部落入貢」 は事実上 フルハの入貢であ っ

　た。太祖が反旗を翻 したフルハの有 力者博齊里B()jiriを追 って,招 撫 した 「使犬国」Indahtin

　TakUrara　gurunも アムール川をそれ ほど下 った ところではないが,こ ちらは恐 らく烏蘇里江

　河口よりも下流に位 置 していた と考 え られ る。 したが って,順 治時代 の烏蘇里江河 口より下流

　の 「使犬部落」 または 「使狗地方」 よりの来貢 は太祖 の時代以来 とい うことになる。

13)満 州名meilen　i　jangginの 漢字表記 。漢語名 は 「副都統」 とい う。昂邦章京amban　 janggin

　(漢語名は 「将軍」)の 副官に当たる。清朝は順治10年(1653年),対 ロシア,モ ンゴル対策 の

　ために従来よ り東北満州の要衝で あった寧古塔 に昂邦章京 と梅勒章京を設 置 した。「副都統 」,

　「将軍」 とい う漢語名 は康煕元年(1662年)に 制定 された。
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の原 綴 で あ る)の10姓 で,そ れ らは そ れ ぞ れ近 現代 の ナ ナ イ,ウ リチ らの氏 族 で あ る

Possar1Fushara,　 oj　al!uj　ala!ujal,　 BePdai,　 x()j　er!x(}j　er,　Jaksor!Jaksur,　 Gail!

Gaxi1,　Soigor!saigor,　 Tumali,　 xomi,　 Jolorの 各 氏族 に当 た る。 た だ,庫 力 甘 額 夫

らに従 って 寧 古塔 ま で や って きた の は副 使 恰 嘲 姓 の 頭 目 恰 塔(Hatang)章 京(こ の

「章京 」jangginと い う称 号 は清 朝 の 官職 で は な く,単 に頭 目を表 す だ け で あ ろ う)

とそ の従 者,呉 甲嘲 姓 の頭 目魏 嘲 布(Gilabu>章 京 の代 理 推袷 達(qiahadaま た は

Kyahada)の3人 で,あ とは頭 目 自身 は 出 て来 れ ず,庫 力 甘 額 夫 らに すべ て 託 した

[清代 中俄 関 係 椹 案 史 料 選 編 　 1981:2]。 さ らに3号 櫨 案 に よ る と,恰 塔 ら3人 と庫

力 甘 ら5人 は寧 古 塔 か らさ らに盛京 へ 赴 き,4度 にわ た って 招 宴 を受 けて い る[清 代

中俄 関 係 櫨 案 史 料 選 編 　 1981:4]。

　 この 時 帰 順 した 戸 数 は432戸 で あ った が,毛 皮 を 支 払 った の は217戸,217枚 に過 ぎ な

か った 。 残 りの215戸 は毛 皮 が足 りず,来 年 払 う こ とに した い と申 し出 た。 さ らに,何

面姓 の 一 人 は ロ シア兵 に連 れ去 られ,逃 げ だ して 来 た 者 だ っ た と い う。 清 朝 は初 めて

帰 順 した 毛皮 貢 納 者 に対 して 向 こ う3年 間 「償 銀 」 則 ち代 金 を支 払 うこ と に し,そ れ

を庫 力 甘額 夫 と恰 塔 に渡 して 毛 皮 を払 った もの に給 付 させ た[清 代 中俄 関 係橦 案 史料
.

選 編 　　1981:3]。

　 ま た,そ れ と は別 に寧 古 塔 まで 来 訪 した 副使 恰 劇姓 頭 目恰 塔章 京 とそ の従 者,そ し

て 呉 甲嘲 姓 の頭 目魏 嘲 布 章京 の 代 理 焔恰 達 には 「定 例 」 す な わ ち予 め定 め られ た 恩賞

が 与 え られ た 。 その 定 例 の 賞 給 とは姓 の頭 目の 場合 は 「蜂 椴,披 領,高 麗 綱 小 襖,袴

子,無 皮 帽 子,塾 的 團軽 帯 系手 巾,全 擦 瞼 常 皮 靴 一 双,針 五 十 介,首 柏 三 条,流 櫨 二

副,五 色 棉 花綾,帯 子十 条,扇 子 二 把,匝 子 一 介,毛 青 布 四 匹」 で あ った が,吟 塔 の

場 合 に は特 に そ の他 に 「麟 鍛 掛 子 一 件,添 鞍 革占墾 璽 鰍 轡 全 三 等 馬 一 匹」 が賞 給 され た 。

従 者 と代 理 人 に は 「鑛 花 領 毛 青 布 小 袖 抱 各 一 件,藍 布 襖 袴 各 一 件,無 皮 帽 子 各1頂,

手 巾 團帯 子 各 一 条,機 子 牛 皮 靴 各 一 双,針 各 三 十奈,棉 花 綾 三 色 首 柏 各 一ノト,手 巾各

二 条,流 掩 各 一 副,扇 子 各 一 把,帯 子 各 六 条,毛 青 布 各 二 匹 」 な どが 定 例 の 賞給 と し

て 与 え られ た。 さ らに事 情 で 京 師 に来 れ な か った 各姓 の 頭 目 に対 して は蜂 鍛,披 領各

一 件 ず つ が与 え られ た[清 代 中俄 関 係 櫨 案 史 料 選 編 　 1981:7]14)
。

14)賞 給 された ものについて若干解説を加えてお くと,「披領」 とは襟巻の ことであろう。「高麗

　綱小襖」 とは朝鮮製の絹で作 ったあわせ,「袴子」 とは袴またはズボ ンであ る。「塾 的團鞍帯系

　手 巾」 とはいかな るものかはわか らない。 革帯の一種 とハ ンカチの類か と思 われ る。 「全擦瞼

　常皮靴」 も詳 しくは不明だが,革 の長靴かと思われ る。 あと小物で は,「 首粕」 が頭 巾,「 統

掩」 が櫛 の一種 「五色 棉花縫」が5種 類 の綿糸,「 匝子」 が小箱であ る。また,従 者に与え ら

　れた もので は,「鑛花領毛青布」 とは花柄で縁 どった青い布,「 抱」 とは裾 の長 い上着である。

　「機子」 とは靴下や足袋に当たる。
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　このような使犬部落の来貢者に対する清朝側の対処はやはりフルハ部を対象 とした

対辺民政策の延長線上にある。　『清実録』でも 『清代中俄関係櫨案史料選編』でもフ

ルハ部の総屯頭目や頭 目達 に対する賞給については蟻鍛披領,鍛 砲の類がその地位の

象徴として与えられ,他 のものには毛青布などが与えられたという程度の情報 しかな

いが,使 犬部落の頭 目達 に 「定例」と称して上記のような恩賞が支給されていたとす

ると,当 然,フ ルハ部の者にも同様な賞給がなされていたと考えられる。

　来貢者に与えられたのは上記のような衣類や装身具だけでなく,京 師や寧古塔滞在

中の食糧または道中の糧食等 も含まれていた。時代は若干下るが,康 煕初期から中期

(17世紀後期)の 状況について,『柳邊紀略』巻三の註には次のように記されている。

　按會典,黒 金 ・飛牙喀 ・虎爾姶等部落進貢　皮,寧 古塔將軍照数験牧送戸部。其鷹賞之物

嫁將軍文書行文戸工二部,支 給 。又進貢人毎 日給穀米 ・焼酒 ・盛 ・粘米 ・豆 ・馬料等項,不

限 日期。如格格額鮒來,支 給梗米,賞 給衣服 ・椴 ・綱 ・布 ・縷 ・帯 ・伯 ・棉花 ・緑斜 ・皮 ・

線 ・硫箆 ・扇等物,率 以爲常[柳 邊紀略　 1985;251]。

　 そ れ に よ る と,日 期 を限 らず 毎 日米 穀,酒(ア ル ヒ等 とい わ れ た焼 酌 の一 種),塩

餅 米,豆 類,馬 の飼 料 が支 給 され た と あ る。来 貢 者 に食 糧,馬 の飼 料 な ど を支 給 す る

こ とは 『清 代 中俄 関係 棺 案 史 料 選 編 』(第 一 編)所 収 の 棺 案 に は見 られ な いが,『 三 姓

副 都統 衙 門満 文 櫨 案 訳 編 』 に は 「三,供 鷹 貢 　 人 口糧 等 」 と い う項 目が あ って,乾 隆

時代(1735年 ～1795年)の 来 貢 者 へ の食 糧 支 給 状 況 を 表 した櫨 案 が収 め られて い る(そ

の詳 細 に つ いて は次 節 で言 及 す る)。乾 隆 時 代 の 制 度 は ほぼ その 前 の 時代 の制 度 を踏 襲

して い る こ とか ら,太 宗 時 代,順 治 年 間 に も来 貢 者 に貢 納 地 で の 滞 在 中 の食 糧 を支 給

す るの が制 度 に な って いた はず で あ る。

　 郎 丘 らの題 本 の 記 載 を 見 る限 り シ ャル フ ーダ らが フル ハ 部 の 有 力 者 を使 犬 部落(使

狗 地 方)に 派 遣 した こ とに つ いて,ロ シ ア人 の ア ム ール 進 出 と の因 果 関 係 は直 接 言 及

さ れ て は い な い。 しか し,当 時 の情 勢 か ら考 え て,バ バ ー ロ フ らの 行 動 に対 す る対 策

と して行 な われ たの は明 白で あ る。 順 治10年(1653年)と は海 塞(Haisai)率 い る清軍

(そ こに は フ ルハ,索 倫 らも含 まれ て いた)が ババ ー ロ フの 立 て こ も るア チ ャ ン要 塞

Achanskii　 gorodを 攻 撃 して 失 敗 した 年 の翌 年 に 当 た る。 その 年 に使 犬 部 落 の住 民 が

清朝 に帰 順 した の もバ バ ー ロ フ らの行 動 に対 す る反 発 に よ る もの と考 え られ る。 使 犬

部 落 が ア ム ー ル川 沿 いの フル ハ 部 の 下 流 に位 置 す る とす れ ば,そ れ は ポ ヤ ル コフの い

うナ トキNatki,バ バ ー ロ フの い うア チ ャ ンAcahnyと 中核 部 にお い て重 な る。　DAI

vol・3所 収 の ババ ー一　Pフ の 報 告書 に もあ るよ うに,彼 の遠 征 隊 の 行 動 は ジ ュチ ェ リ,
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アチ ャ ン(ナ トキ)ら と の激 しい戦 闘 を引 き起 こ し,住 民 か ら武 力 と人 質 の脅 しで も

って ヤ サ ー クを取 り立て て い る た め,住 民 には 当 然 ババ ー ロ フ らに対 す る強 い反 感 が

生 じて い る[DAI　 l848:364]。 上 で 触 れ た 何 面姓 の もの が ロ シア人 の捕 虜 に され て

い た とい う話 は,バ バ ー ロ フ らにヤ サ ー クを取 り立 て るた め の人 質 と して 捕 らわ れ て

い た こと を表 して い る。

　 バ バ ー ロ フ らに対 す る抵 抗 と して は1652年 の海 塞 らに よ る ア チ ャ ン要 塞 攻 撃 失 敗 が

有 名 で あ る が,実 は その 前 か ら ジ ュチ ェ リや ア チ ャ ン(ナ トキ)達 に よ る組織 的 な 反

抗 が 行 な わ れ て い る。例 え ば,バ バ ー ロフが ア チ ャ ン要 塞 で 冬 営 した1651年 の10月8

日 に総 勢800人 もの ジ ュチ ェ リ とア チ ャ ンの 連 合 軍 が アチ ャ ン要 塞 を 包 囲,襲 撃 して

い る。 ババ ー ロ フの 報告 に よ る と,こ の時 要 塞 には106人 の コサ ック達 が い た が,約

30人 が立 て こ も り,70人 で討 って 出て,大 砲,小 銃 な ど で応 戦 し,170人 を殺 し,多 数

の捕 虜 を捕 獲 して い る。 ロ シ ア側 の 損 害 は死 者1名 で あ った[DAI　 l848:365]。

　 この記 録 か ら推 察 す る限 り,ジ ュチ ェ リや ア チ ャ ン(ナ トキ)に も800人(こ の 数 字

には誇 張 が あ る か も しれ な いが)も の大 軍 を統 率 す る指 導 者 がお り,侵 入 者 には組 織

的 な抵 抗 がで き る こ とが わ か る。 そ れ は か つて フ ルハ 部 や 使 犬 部 落 が太 祖,太 宗 の徒

民 政 策 や 辺 民 政 策 に対 して抵 抗 した 力 の延 長 上 に あ る もの と思 え る。 しか し,大 砲 や

小 銃 な どの 近 代 装 備 を 備 え た ロ シァ ・コサ ック軍 団 の前 に はな す す べ もな く破 れ て し

ま い,清 側 に援 助 を 乞 う こ とに な る。 順 治9年(1652年)の 海 塞 らの 出征 は彼 ら ジ ュ

チ ェ リ,ア チ ャ ンつ ま りフ ルハ,使 犬 部 落 の 住 民 の 要 請 に よ って い た の で あ る。 そ の

こ とは ま た,破 れ た海 塞 軍 の捕 虜(彼 は漢 族 だ った)が は っ き り と証 言 して い る。

　 そ の捕 虜 の供 述 で は寧 古 塔 に ジ ュチ ェ リ人 た ち がや って きて,次 の よ う に言 って 助

け を求 め た と い う。

　 ロシァ人がや って きて私たちの土地を荒 し,妻 子を皆さ らって しまいま した 。我 々ジ ュチ

ェリとその土地 に住む ものが集ま って,彼 らを追い,そ の要塞を襲撃 しま したが,彼 らはさ

ほど多 くはいないのに,と て も太刀打 ちできません。 ぜ ひ我 々を守 って くださるよ うにお

願い します。 で な けれ ば 我 々 は彼 らに ヤサー クを払 わされ ることに なるか らです[DAI

I84・8:366]o

　ジュチェリ達のこのような行動はまた,彼 らが事実上清朝の支配下,保 護下にあっ

たことを示 している。

　清朝はアチャン要塞Achanskii　 gorod攻 撃に失敗するなど当初ロシァのアムール

進出に対 して武力的にはなかなか有効な対抗措置がとれなかった。それは彼 らに対す

る備えが十分でなかった ことも関係 しており,ま た清朝の中国本土進出によって,満
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州 方 面 の兵 力 が 不 足 して い た こ とに もよ る。 そ こで 清 朝 は順 治10年(1653年)に は それ

まで 駐 防 佐 領15)だ けで あ った 寧 古 塔 に昂 邦章 京amban　 jangginと 梅 勒 章 京meilcn

ijangginを 置 き,初 代 昂 邦 章京 に シ ャル フ ー ダ を任 命 す る。 彼 とそ の子 バ ハ イ(巴

海Bahai)は 戦 略 的 に住 民 の ロ シ アの 侵 入 に対 す る反 感 を 巧 み に利 用 し,ロ シ ア軍 を

搦 手 か ら窮 地 に追 い込 む の に成 功 す る。 最 終 的 に は そ れ が効 を奏 して武 力 的 に も彼 ら

を 破 るわ けで あ る。 そ して,そ の直 後 早 速 使 犬 部 落 よ り も さ らに下 流 の フ ィヤ カ(「 飛

牙 喀 」Fiyaka),キ レル　(「奇 勒 爾 」Kiler)た ち16)に ま で手 を伸 ば し,そ こ か ら定

期 的 に　 皮 の 貢 納 を 受 け る こ とに 成 功 し,彼 らを辺 民 に組 み込 んで しま う。 それ らは

『清 実 録』(世 祖 実 録,聖 祖 実 録)な ど に記 載 され て い る順 治16年(1659年),17年

(1660年),18年(1661年),康 煕3年(1663年),6年(1666年),8年(1668年),12

年(1672年)な ど の フ ィヤ カ,キ レル らの来 貢 記 事 で あ る[清 実 録 　1985c:959,1088,

1985d:70,198,339,426,581～582]。 そ れ らの記 事 に は決 ま っ た よ う に 「進 貢　 皮

賞 責 如 例 」 とい う一 節 が あ って,　 皮 を持 って 寧 古 塔(こ の こ ろは恐 ら く既 に盛 京 ま

で で は な く寧 古塔 ま で来 れ ば よ か った)ま で来 た者 に は例 に した が って 賞給 した。 与

え られ た 恩 賞 の 内容 は 上 で紹 介 した 『清 代 中俄 関 係 棺 案 史 料 選 編』 記 載 の 使 犬 部 落

(使 狗 地 方)の 頭 目 らの 場合 と同 じで あ ろ う。

　 使 犬 部 落,フ ィヤ カ,キ レル らが清 側 に朝 貢 して いた こ とは1680年 代 の ロ シ ァ側 の

史 料 で も触 れ られ て い る。 そ こで は1644年 に ポヤ ル コ フ が誰 に もヤ サ ー クを払 って い

な い と報 告 した 「ナ トキ」 と 「ギ リヤ ー ク」 が ボ グ ドイ ・ハ ンBogdoi　 khan(清 朝 皇

帝)に ヤ サ ー ク を払 い,ロ シ ア に敵 対 す る人 々 と して 報告 され て い る[DAI　 1869:

203,1872:96]o

15)佐 領 とは300人 か らなる八旗の最小単位 の軍団,ま たはその軍 団の長の漢語 名を いう。 満州

　語ではniru(牛 禄)と い う。 八旗 の 編成で は5つ のniruで ひとつのjalan(甲 嘲)を な し,

　 5つ のjalanで ひとつ のgusa(固 山)す なわ ち 「旗」をなす。 そ してそれぞれの軍団 にejen

　 (額真)と 呼ばれる長が任命 された。 順治17年(1660年)に 各長 の 漢語名 が 制定 された 時,

gusa　ejenに 都統 が,　jalan　ejenに 参領が,そ してniru　ejenに 佐領がそれぞれ当て られた。 な

　お,八 旗 の制度は満州人 の巻狩の制度に由来す るといわれる[東 洋史辞典 　1974:583]。

16)フ ィヤカは漢字では 「飛牙喀」,「非牙喀」(順 治,康 煕年間),「 費雅喀」(乾 隆年間以 降)な

　 どと表される。清代の記録で は使犬部落 のさらに下流のアムール川流域と河 口周辺の住民 を指

　す。その居住範囲か ら,17世 紀 には ロシア人探検家 らがいう 「ギ リヤーク」Gilyakiと その中

　核部分が重な る。ポヤル コフとステパノブが残 した当時の 「ギ リヤー ク」 の首長の名前 の分析

　か ら,フ ィヤカも17世 紀の 「ギ リヤーク」 も今 日のニヴフ(ギ リヤーク)の 祖先 だけを指すの

　ではな く,今 日の ウリチを はじめとするツ ングース系の住民の祖先 も含 まれていたことが判明

　 して いる[SMoLYAK　 l982:223-224]。 キ レルは 「奇勒爾」 または 「奇娚」(「キレ ン」Kilen

　 と読 む。キレルKilerは キ レンKilenの 複数形であろう)と 表 され,お もにアムール川左岸の

　支流域 の 住民 の 総称 として用 いられる。 彼 らの中には17世 紀以来 ロシア人に 「ッングース」

　Tungusyの 名称で知 られた今 日のエヴ ェンキEvcnk量 の直接の祖先 と,清 代にアムール川本流

　域に進 出 してナナイの構成要員 とな った者 とが含まれて いる。 フィヤカ,キ レル,ギ リヤーク,

　 ツングースらの分布につ いては図2と 図3を 参照の こと。
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　 従来 ソ連の東 洋史学 者の間では清 朝 はネルチンスク条約締 結 まではアムール川

流域 を支配 していなかったとする説が大 勢を占めていた。 例えば,メ リホフG.V.

Melikhovは1680年 の情勢としてアムール川はおろか,松 花江下流から沿海州北部ま

でもロシアの勢力下にあったとする地図を描いている[MELIKHov　 1982:36]。 一

方中国側ではロシアがアムール川流域に入る前に清は既にそこを領土化 していたとい

う主張がなされている。

　 しかし,清 側,ロ シア側双方の史料から判断する限 り,烏 蘇里江河口辺りまでのフ

ルハ部(ロ シァのいうジュチェリ)は ポヤルコフの活動以前に清朝の支配下に入 り,

ロシアの侵入に対 してその保護を求める状態にあり,バ バ ーロフの活動以降は使犬部

落(ナ トキまたはアチャン)ま で清の保護下に置かれるようになっている。つまり,

ロシア側はヤサークを強引に徴収 してその住民を支配下に入れたつもりだったが,バ

バーロフらの功を焦った性急な行動が逆効果となって住民の反発を招いたのである。

そして,松 花江河口より下流のアムール川流域は1658年 のステパノブ軍壊滅によって

清側の勢力権 に完全に組み込まれて しまったといえる。

　本稿は露清関係史の論考ではないため,簡 単に済ますが,太 祖から太宗の時代の清

朝は松花江下流域,烏 蘇里江流域を武力制圧 したといってもそこを自国の領土にして

国民を植民させるというのではなく,逆 にそこか ら人を集めて八旗軍の補充をするこ

とを目的としていた。 したがって,そ の時代には制圧 された土地から人がいなくなる

結果となった。太宗時代の後半から順治年間にかけては住民を組織化 して辺民制度の

原型を築 き上げ,毛 皮貢納をより制度的にした。 しか し,そ れで も近代国家の統治観

か ら見れば己の領土 としたとはいい難い状況であったことは事実であろう。そのこと

がロシァ ・ソ連の歴史家にポヤルコフらの探検までアムール川流域は無主の土地であ

ったと主張するための根拠を与える結果となった。そのような体制は基本的には清朝

の当該地域の支配が法的に消滅する19世紀中期まで続 くが,結 局清朝は最後までアム

ール川下流域の住民に対 して直接統治は行なわなかった。

　 しかし,1658年 までのポヤルコフ,バ バーロフ,ス テパノブらの行動が当該地域の

住民を清朝以上にコントロール していたといえるだろうか。DAIに 掲載されている

彼 らの報告書を見る限り,ヤ サークは徴収 しているが,そ の手段は武力と脅迫であり,

しかも既に清朝に貢納 している者か ら強引に徴収 している節がある。例えば,上 で引

用 したポヤルコフがゼーヤ川で事情聴取 したダフールやジュチェリの話では,話 を し

ている本人は清に貢納 していなくても親族や周りの者に貢納するものがいたことがは

っきりしている。また,バ バ ーロフは松花江河口付近のジュチェリの村でヤサークを
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払 うことを要求 し,拒 絶されたためにその村を壊滅させ,逃 げ遅れた者を人質にとっ

てヤサークをとっているのである[DAI　 l948:364]。 そのジュチェリ達が拒否 した

のは恐 らく清朝に　皮を貢納 していたために払えなかったか,ま たは払う気がなかっ

たからと思われる。

　結局,17世 紀の松花江河口以下のアムール川下流域をめぐる露清の争いは次のよう

に結論付けることができよう。1644年 までに清朝が松花江下流域から鳥蘇里江河口付

近までの住民を辺民として押えたものの,間 接統治だったために,ま た清朝そのもの

が中国本土に進出して満州全体が無防備になったために,そ の間隙をロシア人に突か

れて,彼 らのヤサーク徴収を許 して しまった。そ して,ロ シアは清の勢力がまだ及ば

なかったアムール川河口までの住民か らも強引にヤサークを徴収 し始めた。 しか し,

住民の反発に会い,し かもそれを清側に利用されて結局軍事的にも破れ,そ の結果ア

ムール川流域は1660年 代には河口まで清朝の支配下に入 ってしまったのである。 しか

しなが ら,こ のような17世紀当時のアムール川流域をめぐる露清関係の詳 しい実態と

その評価については歴史学者の研究に委ねたい。

　 1665年 にチェルニゴフスキーがアルバジン要塞を復興 してか らアムール川流域の領

有権をめ ぐる露清の抗争は新展開を迎える。ロシア側はネルチンスク要塞を拠点とし

て組織的にアムール川上流にロシア農民を移民させ,完 全な領土化を図る。清朝は三

藩の乱など中国国内の情勢が不安定だったことから,ま だロシァに対 して有効な措置

がとれなかったが,そ の終息とともに反撃に移る。康煕22年(1683年)に はゼーヤ川

一帯のロシア人の砦を焼 き払い,1684年 にはアムグン川方面に進出したロシア人を追

い払って,ト ゥギル川,ウ ダ要塞方面まで進撃する。そして,康 煕24年(1685年)に

はアルバ ジン要塞の総攻撃にかかる。

　 その間,清 朝は中国本土に進出して以来手薄になった満州,ロ シア国境方面の兵力

を増強するために,1670年 代より新 しい軍団を編成する。それがいわゆる 「新満州八

旗」であり,そ の人員には旧フルハ部,索 倫部などの辺民が充て られた。

　実は松花江下流からアムール川流域にかけての住民を組織 して八旗軍を補充 し,ロ

シアに対抗する試みは既に順治年間に始まっている。例えば,順 治9年(1652年)に

寧古塔章京海塞が率いる清軍がアチャン要塞を攻撃 した時の部隊には多数の地元住民

がいた。破れた清軍の捕虜の話では105人 程のジュチェリが彼 らの居住する水域全体

か ら参加 していたという[DAI　 l848:367]。 また,『清実録』 では海塞が地元の狩

猟民の族長である希福 らを率いたとある。 しかし,敗 戦の責任をとらされて海塞は諒

に伏 し,希 福は族長を罷免され,鞭 打 ち百回の刑に処せ られて しまった(「丙戌,以 駐
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防 寧 古 塔 章 京 海 塞,遣 捕 牲 翼 長希 福 等,率 兵 往 黒 龍 江,與 羅 刹 戦。 敗 績 海 塞 伏 諒,希

福 革 去 翼 長 鞭 一 百,Ob令 留 在 寧 古塔 。」)[清 実 録 　 1985c:537]。

　 また,ス テパ ノ ブ と戦 った シ ャル フ ー ダ が率 いて いた 部 隊 に も地 元 の フル ハ,使 犬

部 落 さ らに索 倫(ま た は ロ シア側 資 料 の い う ジ ュ チ ェ リ,ナ トキ,ダ フー ル)出 身 者

が少 な か らず いた と思 わ れ る。

　 しか し,今 ま で の 貢 納 民 で あ る東 北辺 民 を改 めて 正 規 に八旗 軍 に編 成 し始 め た の は

康 煕 年 聞(1662年 ～1722年)に 入 っ て か らで あ る。

　 辺 民 を 八 旗 に編 入 す る作 業 の走 りは康 煕9年(1670年)の 吉林 で の 「庫 雅1刺佐 領 」

の結 成 で あ る とい う[松 浦 　 1987:14]。 そ の時 任 命 され た 佐 領12人 の 内,8人 の 名前

が 『吉 林 通 志』 巻64「 職 官 志 」 に記 載 され て い る が,彼 らは い ず れ も以 前 は 「嗅 山達 」

つ ま り郷 長gagan　 daで あ った者 で あ り,さ らに そ の う ち6人 は鳥 蘇 里 江 上 流方 面 の

出身 で あ った 。 その 出身 地 の 内訳 は た だ 「鳥 蘇 里 」 と あ る者 が3名,そ の他 「鳥 蘇 里

雅 蘭 河 源 」(沿 海 州 南 部 の ヤ ラ ン川Yaran),「 興喀 」(興 凱 湖),「 喜 路 」(希 魯 河 つ ま

り シル 川Siruの こ と)と あ る[松 浦 　 1987:14;吉 林 通 志　 1965:4125]。

　 さ らに康 煕13年(1674年)に な る と,松 花 江 下 流 域,鳥 蘇 里 江 とそ の 支 流域 の 旧 フ

ルハ 部 の 辺 民 が 大 規 模 に 八旗 に編 成 さ れ る。 それ が いわ ゆ る 「新 満州 四十 佐 領 」 で あ

る。 それ につ い て 『清 実録 』(聖 祖 実 録)で は 次 の よ うに述 べ られ て い る。

　 己丑,鎮 守寧古塔将軍 巴海率松阿里呉嘲 ・諾羅呉 嘲 ・呉蘇里呉嘲 ・木倫居住之墨爾折勒氏

新満州佐 領四十員井佐領下人等,入 蜆行禮[清 実録　 1985d:661]。

　 さ らに 『康 煕 起 居注 』 で は や は り康 煕13年11月30日 己丑 の 項 によ り詳 しい記 述 が あ

り,次 の よ うに述 べ て い る。

　先是,鎮 守寧古塔 等庭将軍 巴海等,以 松阿里呉嘲,諾 羅河,呉 蘇里呉嘲,木 倫等庭居住墨

爾折勒氏部落,因 騎射閑熟,投 誠已久,自 館依以來,氣 習漸改,頗 守法制,將 伊等族長,里

長題授佐領饒騎校。 至是,將 軍 巴海率墨爾折勒氏新編佐領四十員井佐領下人丁來朝[康 煕起

居注　1984:185]。

　この2つ の引用文に記載されている地名の内,松 阿里呉劇は松花江を,呉 蘇里呉嘲

は鳥蘇里江を,諾 羅河は烏蘇里江左岸に注 ぐ支流であるノロ川NolOを,木 倫は諾羅

河の上流で鳥蘇里江左岸に注 ぐ支流であるモ リン川Molinを それぞれ指す。 松阿里

呉嘲とはこの場合,現 在の松花江河口以下のアムール川も含むと考えられ ることから,

ここで言及されている地域はほぼかつてのフルハ部全域になる。取 りあげられている
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氏族は墨爾折勒Meljereだ けであるが,こ れは40人 の佐領を墨爾折勒氏だけから選

んだのではなく,単 に代表的な氏族として名前を挙げただけである。 『康熈起居注』

には武術に優れ,投 降 して清の支配下に入って時久 しく,そ れ以来気質,風 俗が改ま

り,法 制 もよく守 られていることから,も との族長,里 長,つ まり姓長hala　 i　da,

郷長gagan　 daを もって佐領,驕 騎校に任命することにしたとある。 これは表向きの

理由であって,実 際は兵員不足を補うためである。 しかし,か つて勇猛で知 られたワ

ルカ部,フ ルハ部の住民 も清朝の貢納民としての生活が長く続いたために,清 朝に対

して従順になり,『 柳邊紀略』巻三にも見られたように,生 活様式 もすっかり満州的

になっていたの も事実であろう。寧古塔将軍巴海は40人 の新 しい辺民出身の佐領を皇 ,

帝に謁見させるために北京まで率いてきたのである。

　 この 「新満州四十佐領」の構成や派遣先の詳 しい点については松浦茂の論考に委ね

るが[松 浦　 1987:15-16],『 吉林通志』巻64と 巻65記載の佐領について若干触れてお

こう。

　 『吉林通志』巻64は 歴代の吉林佐領の一覧表である。康煕13年 の佐領はそれぞれ以

下の通 りである(人 名,地 名の発音は原音が明確なもの以外は現代漢語の発音で表記

した)。

鑛 黄 旗:杭a9　 Hangao(博 爾 后Borhouの 莫 勒 哲 爾 氏Meljereの 嗅 山 達gagan　 da)

正 黄 旗:察 勒 碧Charebi(翁 肯Wenkenの 何 業 氏Heiの 恰 頼 達hala　 i　da)

正 白旗:永 保Yongbao(姓 氏 未 詳)

鑛 白旗:珠 蘭 塔Juranta(鳥 蘇 哩usuriの 奇杜 穆 氏Kidumuの 嘆 山達gagan　 da)

正 紅旗:喀 柏Kabai(街 津Gaijinま た はGaiginの 呉 札 拉 氏Ujalaの 嗅 山達

　 　 　 　gagan　 da)

鑛 紅 旗:尼 克 山Nikeshan(西 爾 河Sirheの 呉 札 拉 氏Ujalaの 嗅 山 達ga営an　 da)

鑛 藍 旗:溝 緑 神Goulushen嶋 蘇 哩Usuriの 繭 洪闊 齊 圖 哩 氏Ouhonkouqituli

　 　 　 　 の 嗅 山 達gagan　 da)

また,そ の2年 後 の 康 煕15年(1776年)に は次 の佐 領 が加 わ って い る。

正 黄 旗:擁 那Naona(赫 津H(jinの 何業 勒 氏Heiの 嗅 山達gagan　 da)

正 藍旗:寧 武 訥Ningwune(莫 勒 徳 里 氏Meljere)

これ ら9人 の 佐領 の 内6人 が元 郷 長gagan　 daで,1人 が元 姓 長hala　 i　daで あ る。
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出身 地 は 鳥 蘇 里 江 流 域 が2入,松 花 江 河 口 と鳥 蘇 里 江 河 口の 間 の ア ム ー ル川 沿 岸 が1

人(街ee　 Gaijinま た はGaigin),そ して三 姓 近 辺 が3人 い る　 (博爾 后Borhou,翁

肯Wenken,西 爾 河Sirhe)[松 浦　 1987:18]。 正 白旗 の 永保 が姓 氏 不 明 で,鑛 白旗

の 珠 蘭 塔 の 奇杜 穆 氏Kidumu,鑛 藍 旗 の溝 腺 神 の 繭 洪 闊 齊 圖 哩 氏Ouhonkouqituli

は初 見 の 氏 族 で あ るが,あ と はMelj　 ere,　Hei,　Uj　alaと い った 旧 フル ハ 部 の 氏族 で あ

り,康 煕13年 の 新 満 州 四 十 佐 領,ま た そ の後 の佐 領 編 成 で吉 林 駐 防 とな った もの に旧

フ ルハ 部 の もの が含 まれ て い た こ とが 明 らか で あ る。

　 『吉 林 通 志 』 巻65は 寧 古 塔 佐 領 の 一 覧 表 で あ る。 康 煕13年 に任 命 され た 佐 領 は以 下

の通 りで あ る(人 名,地 名 の 発 音 は 原 音 が 明確 な もの以 外 は現 代 漢 語 の 発 音 で 表記 し

た)。

正 紅 旗:科 勒 徳Kerede(阿 木 達Amudaの 郷 長gagan　 daで,孟 姓)

正 藍 旗:投 車Taocha(臥 密Womiの 陶 姓 の 族 長,つ ま り姓 長hala　 i　da)

鑛 藍 旗:瑚 恰 圖Huhatu(熱 金A()jinの 郷 長ga忌an　 daで,何 姓)

ま た,2年 後 の康 煕15年(1776年)に は,次 の佐 領 が加 わ って い る。

鑛 白旗:珠 穆 那 喀Jumunaka(黒 龍 江 口の嗅 山達ga蓉an　 daで,孟 姓)

　 この4人 につ いて は 姓 が す べ て 漢 字 で あ る風 に,そ れ ぞ れ,孟 がMeljere,陶 が

Tohoro,何 がHeiに 当 た る とい う[松 浦 　 1987:18]。 した が って,こ の4人 も元

は フル ハ 系 の 住 民 の姓 長 と郷 長 とい う こ とに な る。そ の 原 住 地 は珠 穆 那 喀Jumunaka

が松 花 江 の 河 口付 近(当 時 の黒 龍 江 口 とは松 花 江 が ア ム ール 川 と合 流 す る地 点)で あ

る が,他 の 集 落(gagan)に つ いて は そ の位 置 は不 明 で あ る。

　 新 満 州 四 十 佐 領 は後 に寧 古 塔,吉 林 の他 に も盛 京,北 京 で 勤 務 す る もの,ま た ネ ル

チ ンス ク条 約 締 結 後 は 国境 警 備 の た め に黒 龍 江 地 方 に移 駐 す る もの もあ った[松 浦

1987:16】o

　 康 煕53年(1714年)に は フルハ 川(牡 丹 江)の 出 口 の三 姓(満 州 語 で は11an　 hala

と呼 ばれ る)に 協 領 が設 置 され,こ こ に4つ の佐 領 が設 置 され る。 『吉 林 通 志 』 巻65

には この年 に佐 領 に任 命 され た も のの 名 が 挙 げ られ て い るが,そ れ は次 の4人 で あ る。

鑛 黄 旗:堪 載Kanzai(奇 訥 林Ginelin赫 哲 部 落 の 努 業 勒 氏Nuyaraま た は

　 　 　 　 LuyaraのP合 賓 達hala　 i　da)
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　 正黄 旗:孔 恰 拉Jahara(徳 新Desin赫 哲 部 落 の葛 依 克 勒 氏Geikeriの 恰 賓 達hala

　 　 　 　 　 ida)

　 正 白旗:額 普 奇Epuki(錫 禄 林sirulin1Hirulin赫 哲 部 落 の 胡 什 喀 哩 氏Husihari

　 　 　 　 　 の恰 賓 達hala　 i　da)

　 正 紅 旗:崇 古 喀Chongguka(奇 訥林Ginelin赫 哲 部 落 の 籠 穆魯 氏Shummuruの

　 　 　 　 　 嗅 珊 達gagan　 da)

　 こ こに挙 げ られ て い る集 落 はす べ て 松 花 江 河 口 と鳥 蘇 里江 河 口間 の ア ム ー ル川 右 岸

に あ る もの で あ る。 奇 訥林Ginelin(発 音 は 松 浦 茂 に よ る[松 浦 　 1987:8])は 改 金

Gaiginま た は街'Ek　Gaijinと 呼 ばれ る集 落 の 若 干 下 流 に位 置 し,集 納林Jinelinと も

表 され る。錫 禄 林Sirulinは また喜 魯 林Hirulinと も書 か れ,烏 蘇 里 江 河 口 よ り も若

干 上 流 に位 置 す る集 落 で あ る[清 代 一 統 地 圖　 1966:82;皇 朝 中外 壼 統 輿 圖　 1863:

北5巻 東3,4]。 徳 新Desinは 『依 蘭 懸志 』 に よれ ば,烏 蘇 里 江 河 口付 近 に あ り,

図4　 康熈中期における住民構成と分布(『柳邊紀略』による)
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Geikeri氏 の本 拠 地 と され て い る。 した が って,こ こに挙 げ られ て い る集 落 は 『柳邊

紀 略 』 で 「剃 髪 黒金 」(弁 髪 を結 った黒 金)と い わ れ た人 々 が居 住 して い た地 域 とな る

(こ れ らの 集 落 の 位 置 と剃 髪黒 金 の範 囲 につ いて は 図4を 参 照)。 すべ て に「赫 哲部 落」

とい う一 節 が付 記 され て い るが,「 黒 金 」 と　「赫 哲 」 は と もにヘ ジ ェHejeの 漢 字 表

記 で,語 源 的 には ナ ナ イ語 と同 じ く 「下 の方 」 あ る い は 「下 流 方 面 」 を意 味 す る言 葉

で あ る。 言 い換 え れ ば,「 ヘ ジ ェ」 とい うの は 「下 流 の 住 民」 と い う意 味 にな る。 康煕

時 代 には 旧 使 犬 部 落 が 「不 剃 髪 黒 金 」(弁 髪 を結 わ な い黒 金)と 呼 ばれ,や は り 「ヘ ジ

ェ」 の 一 部 と見 られ て い た が,満 州 人 か ら見 れ ば松 花 江 か らア ム ール 川 流 域 にか けて

の 住 民 は 皆 「下 流 の 住 民 」 だ った わ け で あ る。

　 と ころ で,太 宗 時代 に フル ハ部 の一 部 と見 られ て いた 松 花 江 河 口 と鳥 蘇 里 江 河 口の

間 の ア ムー ル 川 流 域 の住 民 が康 煕 年 間 に は 「赫 哲 部 落 」 また は 「剃 髪 黒金 」 と呼 ば れ

て,旧 使 犬 部 落 の 者 と同 じ 「ヘ ジ ェ」 とい うカ テ ゴ リー に入 れ らて しま った の は な ぜ

で あ ろ うか 。

　 そ れ は 康 煕13年(1674年)の 「新 満 州 四 十 佐 領 」 以来 の 新 満州 八旗 の編 成 に参 加 し

た か ど うか が大 き く関 わ って い る と考 え られ る。 つ ま り,そ の 時 満州 八旗 に参 加 しな

か った 者 は,黒 　 の 毛皮 を 貢納 す る 「辺 民」 と して の 立 場 に留 ま った わ け で,そ の意

味 で,順 治 時代 よ り本 格 的 に辺 民化 され た 旧使 犬 部 落 の 住 民 と同 じ立 場 に立 つ こ とに

な った わ けで あ る。 上 記 の よ う に 「ヘ ジ ェ」H()jeと い う呼 称 は 「下 流 の住 民 」 とい

う意 味 で あ るが,満 州 人 に は 「満 州 八 旗 に加 わ らな か った 者 」 す な わ ち 「満 州 人 の形

成 に参 与 しな か った 者 」 とい う区別 の意 識 が,こ の 呼 称 に こめ られ て い た と もい え る。

　 4人 の 佐 領 の 氏族 の 中 でNuyara(1・uyara),　 Geigeri,　 HUsihariの3つ の 氏族 は

『柳 邊 紀 略』 に も記 され て い た 三姓 窩 集 の3氏 族 で あ る(『 柳 邊 紀 略』 で は そ れ ぞ れ

「翠 耶 勒 」,「革 依 革 勒 」,「砧 什 喀 里 」 と記 され て い る)。 三姓 と い う地 名,町 の 名 前 は

この3つ の 氏族 に 由来 す る。 『柳 邊 紀 略』 の 註 で は 彼 らは太 宗 の 時代 には貢 納 民 に な

り[柳 邊 紀 略 　 1985:251],さ らに 『依 蘭 懸 志』 等 に よれ ば彼 らは 既 に順 治年 間 か ら

牡 丹 江 河 口付 近 の松 花 江 流 域 に移 って いた と い う　[増井　 1983:124]。 『柳 邊 紀 略』

巻 三 に あ る 「少 年 精 桿 者 漸 移 家 内地 編 甲入 戸 」 と い うの は この よ うな佐 領 編 成 を指 し

て い る。 した が って 『吉 林 通 志』 巻65に 記 載 され て い る集落 名 は原 住 地 の もので あ る

こ とに な る。

　 Shummuruと い うの は クル カ 部 の 氏族 で,恐 ら く沿 海 州 南 部 か ら移 り住 ん で来 た

もの と思 われ る。 彼 らは康 煕53年 に三 姓 協 領 支 配 の 佐 領 とな り,こ の地 域 に定 着 す る。

そ して,他 のNuyara(Luyara),　 Geikeri,　 HOsihari,そ して,後 に松 花 江 流 域 に入
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って きた ア ムー ル ・ナ ナ イ や エ ヴ ェ ンキ起 源 の 氏 族 と と もに,松 花 江 ナ ナ イ の氏 族 を

構 成 す る こ と にな る。 増 井寛 也 はNuyaraな ど の3氏 族 は　「ウ ジ ャラ部 系 の フ ル ガ

人 」 で あ る とす る[増 井 　 1983:124]。 しか し,そ こまで 穿 た な くて も,同 じフル ハ

系 の氏 族 で あ りな が ら,な ぜBayara,　 Tohoro,　 Hei,　Meljereの 各 氏 族 が満 州 氏 族 と

され,Geikeri,　 Husihari(Fushara),　 Luyaraが ナ ナ イ の 氏族 と して残 され た の か と

い う点 は,い つ新 満 州 八 旗 に編 入 され,ど こ に派遣 され た の か とい う点 か ら説 明 で き

そ うで あ る。 つ ま り,Meljereな どは 新 満州 八旗 編成 時早 々 に組 み込 まれ,寧 古 塔,

吉林 とい った原 住 地 に近 い とこ ろ ばか りで な く,盛 京,北 京,さ らに は ア ム ー ル川 上

流 の ロ シァ との 国境 地 帯 な ど各 地 に派 遣 され,他 の 満州 人 な ど と混 在 して い った の に

対 し,Geikeriな どは三 姓 な ど原 住 地 に近 い地 方 に留 ま った た めで あ る。

　 三 姓 は そ の後,雍 正9年(1731年)に 副 都 統 が設 置 され,駐 防 佐 領 も増 強 され て,

ア ム ール 川 下 流 域 支 配 の拠 点 と して の地 位 を 固 めて い く。

　 と ころ で,旧 フル ハ 部 系 の貢 納 民 を新 満 州 八 旗 と して 清 朝 の正 規 軍 に編 入 した こ と

に よ って,太 宗,順 治 時 代 の辺 民 体 制 は 崩 壊 して しま った。 と い うの は,軍 団 編 成

に よ って,松 花 江 下 流 域 や烏 蘇 里 江 流 域 の 住 民 の 多 くが,佐 領 と な った 姓 長hala　 i　da,

郷 長gagan　 daに 率 い られ て 寧 古塔,吉 林,盛 京,北 京 そ して ロ シア 国境 地 帯 な どへ

派 遣 され て しま った か らで あ る。 また,正 規 の 八旗 軍 に入 れ ば もは や貢 納 民や 辺 民 で

は な くな る。 しか し,一 方 で 新 しい東 北 辺 民 の 増 強 も図 られ る。

　 1658年 に ス テパ ノ ブ軍 が壊 滅 して 以 来,清 朝 が 着 々 とア ム ー ル川 最 下 流域 に勢 力 を

伸 ば した こ とは既 に述 べ た通 りで あ る。 順 治 末 期 か ら康 煕 初 期 にか け て 寧 古塔 か らは

次 々 と部 隊 が派 遣 さ れ,ス テパ ノ ブ軍 の 残 党 や ア ム ール 川 河 口か ら遡 って きた ロ シア

軍 の掃 討,さ らに1680年 代 に ア ム グ ン川 流 域 に入 り込 ん だ ロ シア 軍 の 追撃 が行 な われ,

その 地域 の フ ィヤ カ(「 飛 牙 喀」),キ レル(「 奇 勒 爾 」)な ど と呼 ばれ る人 々を 招撫 して,

彼 らを辺 民化 した。

　 雍 正 時代(1723年 ～1735年)に 入 る と清 朝 の勢 力 は確 実 に サハ リ ンに まで 伸 び て い

る。 『三 姓 副 都 統 衙 門 満 文 櫨 案 訳 編』 所収 の 第65号 櫨 案(乾 隆8年1743年2月29日 付)

に よれ ば,雍 正7年(1729年)に 「西 散 地 方 」 す な わ ち 日本17)か らの産 物 を 貢 納 晶 と

17)東 北辺民 関係 の清朝の文書 では日本は 「西散」 などと呼ばれて いた。例えば,江 戸時代中後

期(18世 紀末期～19世 紀 初期)に サハ リン西海岸 のナ ヨロで発見 されたいわゆる 「カ ラフ トナ

　 ヨロ文書」 の第3号,第4号 に 「西散大国」な る言葉があ り,そ れが 日本を指す とされる。こ

　 の 「西散」xisanと い う名称 は恐 らくアイヌが 日本人を指 して使 う 「シサム」sisamに 由来す

　 ると思われる。類似の呼称はアムール川下流域 のッ ングース系住民 の言葉に もあり,例 えばナ

　 ナイ語でsisa,ウ リチ語でsisa,ウ デ へ語で ∫θ肋(ま たはsisの,オ ロチ語でsisa,ウ イルタ語

でsesalsisa,ネ ギダール語でsisanと いう[SSTMYa　 1977:98]。 また,ニ ヴフ語で も日本人

　 はsisamと 呼ばれる[RNS　 1965:468]。 これ らの呼称はアイヌ語か ら取 り入れ られた と考 え/
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して受けるために海をわたって官吏が派遣され,「 甲衣一件」(恐 らく鎧の類か)を 受

け取 って中央に献上 したというが,官 吏が海をわたっていった先がサハ リンであるこ

とは疑いない[三 姓副都統衙門満文櫨案訳編　1984:132;児 島　1989:43]。 また,

その頃までにはサハ リン北部の集落,山 川も主だったものは正確 に知 られていた。例

えば,康 煕末期に完成された 『皇輿全覧圖』 を原本とした 『清代一統地圖』,『大清壼

統輿圖』 などにはサハ リン北部東海岸のニヴフの集落であるチャイ ・ウオChai　 wo,

ピリトゥンpiPtunが それぞれ正 しい位置に 「薩伊鳴珊」,「皮倫圖鳴珊」、として記入

されている[清 代一統地圖　 1966:60;皇 朝中外壼統輿圖　1863:北7巻 東6](も し

『皇輿全覧圖』にも同様の地名が記載 されているとすれば,す でに康煕時代後期すな

わち18世紀初頭には清朝の勢力がサハ リンに伸びていた ことが確実になる)。

　 アムール川下流域の辺民が康煕,雍 正時代(17世 紀後期か ら18世紀初期)に 拡張さ

れていたのは,登 録される辺民の戸数の増加が端的に表 している。 『三姓副都統衙門

満文櫨案訳編』付録にある乾隆15年(1750年)11月26日 付けの大学士傅恒等の上奏文

によれば,新 満州八旗の編成作業が続いていた康煕15年(1676年)に 「赫哲費雅喀貢

　之人」(Hej　efiyaka)つ まり,松 花江河口以下のアムール川流域の　皮貢納民の戸数

が1209戸 だった ものが,康 煕61年(1722年)に は701戸 増えて1910戸 になり,さ らに雍

正元年(1722年)か ら乾隆15年 にかけて340戸 増えて2250戸 になったとある。また,サ

ハ リンでは雍正10年(1732年)に 「庫頁費雅喀人」(Kuyefiyaka)の 貢納民が146戸登

録されていたのが,乾 隆15年 までに2戸 増えて148戸 となっている。 したがって,乾

隆15年 に戸数定額とされた段階で,東 北辺民の戸数は計2398戸 となった訳である18)。

清朝は傅恒等の上奏を認めてこの乾隆15年 をもって制度的に辺民の登録 戸数,集 落

(郷gagan),氏 族(姓hala)を 固定化 した。 それによって清朝のアムール川下流域と

サハ リンの住民に対する朝貢制度が新 しい辺民制度として完成する(完 成された辺民

制度に登録された氏族とその戸数については表2を 参照のこと)。

　その時完成 した新 しい辺民制度は太宗,順 治時代のものとはその主要な構成員が異

なる。太祖,順 治年間の辺民制度では松花江下流域 と烏蘇里江流域の旧フルハ部の住

民が主要な構成メンバーであった。 しかし,彼 らが康熈年間の新満州八旗編成によっ

て,そ の故地を離れ,し かも正規の満州八旗のメンバーになって,辺 民ではな くなっ

たために,新 しい辺民制度ではそれより下流にいた旧使犬部落(使 狗地方)の 住民が

＼ られ,清 朝の官吏達はアイヌに直接出会 う前か らナナイ,ウ リチ,オ ロチ,ウ デ へ,そ してニ

　 ヴフ らの祖先であるヘジェ(黒 金,赫 哲),フ ィヤカ(飛 牙喀,費 雅喀),キ ャカ ラ(欺 牙喀嘲,

　 恰喀拉)な どか らこの日本入を表 す呼称を聞いていた可能性 もある。

18)し か し,乾 隆56年(1791年)以 降の貢納状況 を見 ると,実 際に　皮を貢納 していたのは 「赫

　 哲費雅喀」が2239戸,「 庫頁費雅 喀」 が148戸 で,計2387戸 であ った。
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表2　 乾隆時代の辺民氏族と民族誌時代の氏族の対照

内部 構成
登 録 名(読 み方)

1.葛 依 克 勒[Geikeri]

2.額 叶 爾古[Neyergu]

3.富 斯P合陳聾[Fushara]

4.心 勒 達 奇 哩[Bildakiri]

5.賀 斉 克 哩[Hecikeri]

6.烏 札 拉[Ujala]

7.手L克 蘇 噌[Jaksuru]

8.必 嘲勒(Bilar)

9.哲 勒 圖哩(Jereturi)

10.圖 勒 都 笏 噌

　 　 　 　 　(Tureduhuru)

11.鳥 定 克[Udingke]

12.瑚 定 克[Hudingke]

13.窪 勉[Homiyan]

14.掃 果 爾[Coigur]

ユ5.卓勒 雷 羅 工Jolhoro]

16.圖 墨 里 爾[Tumelir]

17.嘔 奇 拉[G,akilal

18.奇 勒 爾[Kiler]

19.塞 瑠 爾[Saimar]

20.柴 塞 拉(Caisal)

21.部 爾 姶 勒(Burhal)

22。奇 津(Kiji)

23.μ合勒 漆(Haregun)

24.烏 迫 爾(Udi「)

25.1龍奇 爾(Lonkir)

26.阿 雅 瑠 喀(Ayamaka)

27.模 克 托 喜(Moketohi)

28.托 羅 模 科(Toromoke)

29.鳥 徳 恩(Uden)

30.費 雅 喀(Fiyaka)

31.庫 頁(Kuye)

32.郷 倫 春(Orochon)

集落数 戸
数

姓
長

郷
長

子
弟

白
人

　1　　31　　0　　　1　　2　　28

　48205572

　7　　165　　1　　10　　5　　149

19　322　 　1　23　 18　280

12　228　 　1　　14　　10　203

　4　　89　　1　　　6　　2　　80

　68316373

　24303139

1　 11　 0　 　1　 1　　9

1　　 6　 0　　0　 1　　 5

1　　 4　 0　 0　 1　　 3

　1　　14　　0　　1　　0　　13

　2　　27　　0　　　1　　2　　24

　1　　26　　0　　　2　　2　　22

　1　　11　　0　　　0　　　1　　10

　6　　59　　1　　 4　　2　　51

　4　　59　　0　　　5　　4　　50

101341　 612115

　510716694

　1　　12　　0　　　1　　0　　　11

　3　　64　 　1　　5　　3　　55

　5　　65　　1　　4　　5　　55

　1　　33　　0　　　2　　1　　30

　1　　18　　0　　　1　　0　　17

2　 　8　 0　 2　 0　 　6

1　　 8　 0　 0　 1　　 7

1　 2　 0　 0　 0　 　2

1　　 ・1　0　 　1　 0　 　3

1　　4　 0　 　1　 0　 　3

27　 265　　6　　25　　13　221

　51700017

　63404030

対応する氏族名

 Geiker/Kuikall) 

Neergu2) 

Possar/Fusahali 

Bel'dy/Pirdaki3) 

Xojer 

 Ojal/Uja14) 

Jaksor/Jaksul5)

Udynka/ 
 Udingku6) 

Dongka7) 

Xomi 

Shorgor 

Jolor 
Tumali 

 GaAs) 

Kiler, 
    Yukaminkan 

 Samar/ 
     Samandin9) 

Chaisal 
Bural 

 Duwann) 

 Orosugbuln 
Udi(Pil'duncha) 

Lonki 
Aimka 

Muktegir 

Toromkon 
Udan

 Kuisali?

現在の民族

満 州,ナ ナ イ(松 花江,
ア ムー ル)

ナ ナイ(ア ム ール)

満 州,ナ ナ イ(松 花 江,
ア ムー ル)

ナ ナ イ(松 花 江,ア ム ー
ル),ウ リチ

ナ ナイ(ア ム ール),ウ リ

チ

満 州,ナ ナ イ(ア ムー ル),

ウ リチ

ナ ナ イ(ア ム ール),ウ リ

チ

ナ ナ イ(松 花 江,ア ム ー

ル)

ナ ナイ(ア ム ール)

ナ ナイ(ア ム ール)

ナ ナイ(ア ム ール)

ナ ナ イ(ア ム ール)

ナ ナ イ(ア ム ール),ウ リ

チ

ナナ イ(ア ム ール),ウ リ

チ

ナナ イ(松 花 江,ア ム ー

ル),ウ リチ

ナ ナ イ(ア ムー ル),ウ リ

チ,オ ロ チ

ウ リチ

ナ ナ イ(ア ムー ル),ウ リ

チ

ウ リチ

ウ リチ

ウ リチ

ウ リチ

ウ リチ,ネ ギ ダ ー ル

ネ ギ ダ ール

ネ ギ ダ ー ル

ネ ギダ ール

ニ ヴ フ,ウ リチ そ の他

ウ リチ?

ウ イ ル タ?,エ ヴ ェ ン

キ?
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登 録 名(読 み方)
内部 構成

集落
数

白
人

子
弟

郷
長

姓
長

戸
数

33.特 墨 音(Temoyin)

34,喀 遽 叶(Kadiye)

35.瓦 噌 勒(Warule)

36.克 頻(Kepin)

37.多 波 農 郭

　 　　 　 　 (Dobononggo)

38.那 岳 洛(Eyelo)

39・索 木 尼 音(Somniyin)

40.通 武 楚 勒(Tonguchure)

41.典 産(Dianchan)

42.楚 沃 尼(Chuweni)

43.楚 克 済 賀 哩

　 　　 　 　 (Chukchiheli)

44.侯 沃 堤(Howedi)

45.笏 特(Hutu)

46.用 軸 密(Yonggumi)

47.黒 古勒(Hekure)

48.普 尼 雅琿(Puniyahun)

49.頒 集 爾空(Banjirgan)

50.恰 喀 嘲(Kiyakala)

赫哲費雅喀小計

51.褥 徳(Nodc)

52・都 瓦恰(Duwnka)

53.雅 丹(Yadan)

54.紳 敏(Chomin)

55.静 隆 武 噌(Shulonguru)

56.陶(Too)

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

1

60

50

170

80

180

105

104

1016

107

2016

30003

60105

30102

40103

3305028

30003

140

140

130

2300

1120

1160

3290

Ol3

103

102

5025

1011

2014

3026

1712239　 16　1671201936

45

5

26

15

38

19

1

1

1

1

1

1

7

1

4

3

2

1

1

0

1

0

0

0

36

3

20

11

35

17

対応する氏族名

庫頁費雅喀小計

総　計

 OriPskii12) 

Kepingka

Chukchagil

Hutunka 

Yominka

Punyadinkan 

Bangirgan 

Kya

1486182122

i 2387　22　1851222058

現在の民族

ネギ ダ ー ル

オ ロチ

ネギダール

オ ロチ

オ ロチ

オ ロチ

ウデ へ?

ウデ へ

ア イ ヌ?,

ア イ ヌ?

ア イ ヌ

ア イ ヌ?,

ア イ ヌ?,

ア イ ヌ?,

ニ ヴ フ?

ニ ヴ フ?

ニ ヴ フ?

ニ ヴ フ?

註;「 読 み方 」 で は,[]は 満 州語 表記 の読 み,()は 満 州 語 表記 が不 明の た め,使 用 され て い

　 る漢 字 の音 か ら復 元 した 満州 語 表 記 を 表 す。

　 　 「内部 構 成 」 で は左 か ら順 に集落 数,戸 数,姓 長数,郷 長 数,子 弟 数,白 人(庶 民)数 の各

　 数 値 を 表す 。

1)Geikerが アム ー ル ・ナナ イ,Kuika1が 松 花 江 ナナ イ(/9!と!k!,/rlと!1!の 交替 は漢 語 の影 響)。

2)Possarが ア ム ー ル ・ナ ナ イ,　Fusihaliが 松花 江 ナ ナ イ。

3)BePdyが ア ム ー ル ・ナ ナ イで,　Pirdaki(ま た はBirdaki)が 松 花 江 ナ ナイ0

4)Ojalが ナナ イ で,　uja1が ウ リチ。　 　 5)Jaksorが ナ ナ イで,　Jaksulが ウ リチ。

6)Udynkaが ア ム ー ル ・ナ ナ イ で,　Udingkuが 松 花 江 ナ ナ イ。

7)Dongkaは 郷(集 落)と して登 録 され て い るが,実 は こち らが 氏 族 名 。

8)郷 名 にYukimarと い うの が あ り,そ れ がYukaminkan氏 族 に 相 当 か。 な お 松花 江 ナ ナイ に も

　 　 Yukalaと い う氏 族 が あ り,別 の名 をKileと もい う。

9)Samarが ナ ナイ,　Samandinは ウ リチ とオ ロ チ。

10)Duwanは 郷(集 落)と して登 録 され て い るが,実 は氏 族 名 。

11)Orosugbuは 郷(集 落)と して登 録 され て い るが,こ ち らが 氏族 名。

12)17世 紀 に採 取 され た ア ム グ ン ・ツ ング ー ス(ネ ギ ダ ール の祖 先)の 氏 族 。

　 な お,松 花 江 ナナ イ の氏 族 名 は[泉 靖 一 ・赤 松智 城 　 1938:23]に よ り,他 の氏 族 名 は[SMOLYAK

　 1975】 に よ った 。
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佐 々木 　 アムール川下 流域 諸民族 の社会 ・文化 にお ける清朝支配の影響にっいて

主たる構成メンバーになる。それは乾隆時代の辺民の氏族に順治10年(1653年)に 初

めて朝貢 してきた使犬部落(使 狗地方)の10の 氏族がすべて網羅されていることが端

的に表している。 また,次 節で触れるが,辺 民が登録された集i￥i　gaganも,康 煕時

代までは松花江下流域,鳥 蘇里江流域のものが多く登録されていたのが,乾 隆時代以

降は松花江河口以下のアムール川流域とその支流域のものがほとんどで,鳥 蘇里江沿

いには辺民の集落が史料に現れないということも主要構成メンバーの変化を示 してい

る19》◎

　結局,本 格的な民族学的調査が始まる19世紀中期以降のアムール川下流域 とサハ リ

ンの住民に社会的,文 化的に決定的な影響を与えた清朝支配は,一 度17匿 紀申期にで

19)康 煕時代 に調査作成が始 め られた 『皇輿全覧圖』(『清代一統地圏』または 『大清壼統 輿圖』

　 とい う名称で 出版 されている)の 東北方面の地 図には牡丹江河 ロ以下の松花江 と鳥蘇里江の沿

　岸 に数多 くの集落(鳴 珊)が 記載 され,烏 蘇里江河 口以下のアムール川沿いよ り密度が高い。

　 しか も,そ こに記載 された集落 はすべて 『吉林通志』巻17付 録 に 「旧設噛珊」 と して収録され

　た もの と完全 に一致する[清 代一統地 圖　 1966:82;皇 朝中外壼統輿圖　 1863:北4巻 東4,

　北5巻 東4;吉 林通志　 1965:1399-1403]。r皇 輿全覧圖』 の作成は康煕47年(1708年)に 始

　 まって康 煕57年(1718年)に 完成 された とい うことであ り[清 代一統地圖　1966],実 際の測量,

　調査はそれ以前 に遡 ることになることか ら,そ れが康煕時代後半 の状態を表 して いることは確

　かであ る。

　 　それに対 し,『三姓副都 統衙門満文櫨案訳編』所収の櫨案(70号,71号,72号,73号,75号,

　76号,77号,85号,88号,89号,90号,91号 の各文書の 「附件」。 これ らの櫨案 はすべて乾隆

　56年(1791年)以 降の ものであるが,本 文 中で述べたよ うに,書 類上は乾隆15年(1750年)の

　状態で固定 されてい るはずであるか ら,乾 隆56年 以降の文書で も乾隆時代の状況を表 している

　 といえる。以下本文中 も含 めて乾隆時代の辺 民の氏族,集 落関係 の櫨案 とは これ ら12の文書を

　指す ことにす る)で は,当 時辺民の集落 として登録 されているのが主に烏蘇里江河 口以下のア

　 ムール川沿いの集落であ って,そ れよ り上流 では 「改金」Gaijin!Gaigin(太 宗時代 の 「蓋青」,

　「街津」 などに当た る)が あるだ けである。烏蘇里江河 ロ以下 の集落 については 『皇輿全覧圖』

　に記載 されていない集落が数多 く含まれているが,烏 蘇里江沿 いの集落に比定 できる ものはな

　 い。

　 　しか し,他 方 『吉林通志』 巻17の 付録 に 「旧設鳴珊」 とともに記載 されている光 緒時代

　(1875年 ～1908年)の 住民 の集落 には鳥蘇里江沿いの もの も含まれてお り,乾 隆時代 に鳥蘇里

江流域が無人 にな ったわけではない ことも確 かであ る[吉 林通志　 1965:1404-1410]。

　 　この ことについては二通 りの解釈ができる。ひ とつは松花江下流 と烏蘇里江の住民は乾 隆時

代にはもはや辺民 とはみなされていなか ったために,辺 民関係 の櫨案に記載 されなか ったとい

　 う解釈で,も うひ とつは実 はそ こに も毛皮を納 める辺民はいたが,寧 古塔 や琿春(豆 満江 下流

　の町,現 在 はソ連,朝 鮮 との国境の町にな ってい る)の 副都統の管轄だ ったために三姓で作 ら

　れた書類 には残 されなか ったとい う解釈 である。

　 　どち らが妥 当であるとは明言で きないが,鳥 蘇里江 流域 は康煕時代 か ら乾隆時代にかけて人

　 口が減 り,辺 民の地域 として の重要性が低下 した ことは事実で あろう。本文 中で も述べたよ う

　 に康煕13年(1674年)の 「新満州八旗四十佐領」の編成時 にその中心的な役割を はた したのが

鳥蘇里江 とその左岸の支流(ノ ロ川,モ リン川)沿 いのフルハ部であ り,そ の後,こ こに多 く

の辺民 が 移住 して きた とい う記録 もないことか ら,乾 隆時代 にはすでに人 口希薄地帯にな っ

　ていた可能性が高い(40の 佐領niruが 編成 され,各 地 に 派遣されたとすれば,壮 丁 だけで

12,000人,そ の家族,親 族を含めれば,数 万人の人 々が鳥蘇里江 流域 を離れた計算になる)。

　ちなみに,19世 紀 末期 のロシァ側の統計調査 によれば,鳥 蘇里江流域 はアムール本 流に比べて

　ナナイの人 口密度が低 く,漢 人が相 当入 り込んでいたようであ る[PATKANov　 1906:45,50]。
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きあがったものが,ロ シァとの抗争や清朝の勢力拡大 によって再編成を余儀なくされ,

18世紀中期になってようや く完成 したといえる。では次に乾隆15年 に戸数固定化によ

って完成 した辺民制度がいかなるものであったかについて論 じていこう。

第2節 東北辺民制度の実態

　前節で述べてきたような過程を経て乾隆15年 に完成 したアムール川下流域 とサハ リ

ン(厳 密には北サハ リン)の 住民に対する清朝の支配体制である東北辺民制度は,基

本的には太宗時代に完成された旧フルハ部の住民を対象 とした制度を受け継いでいる。

つまり,住 民を氏族(姓hala)と 集落(郷gagan)で もって把握 し,そ れぞれに姓長

hala　i　da,郷 長gagan　 daを 任命 して氏族と集落の治安維持,貢 納する毛皮の収集,

搬送を命 じる。そ して,毛 皮を持 って,満 州官吏が駐在する定められた地点まで出向

いて挨拶すると,「鳥林」ulinと 称する恩賞が与えられ,ま たそこで交易も許される。

しか し,乾 隆時代になると,そ の細部にわたって制度が整えられるようになる。

　氏族,集 落といった住民の内部組織 については次節で詳しく触れるため,本 節では

それ以外の朝貢の実態について論 じていこう。

1)　 朝 貢 の 場 所

　朝貢の場所は清初 には盛京(奉 天)ま たは北京であったが,順 治年間か ら寧古塔で

済ます場合が増え,康 煕時代には基本的に寧古塔で行なうことになっていた。その状

態は乾隆44年(1779年)に アムール川下流域住民の　皮貢納,鳥 林賞与に関する業務

が三姓に移管されるまで続 く。例えば,康 煕初期か ら中期(す なわち17世紀後期)の

情勢を描いた楊賓の 『柳邊紀略』巻三ではアムール川下流域の住民を紹介する段でま

ず 「東北邊部落現在貢寧古塔者八」(下線筆者)と 述べている。そして,「毎年 自四月

至六月倶以次入貢」 として 「三姓窩集」,「穆連」,「欺牙喀嘲」,「剃髪黒金」が挙げ ら

れ,「 三年一貢」として 「不剃髪黒金」,「飛牙喀」,「欺勒爾」が挙げ られている[柳 邊

紀略　1985:250-251]。 また,同 じく康煕初期から中期ごろの情勢を描いている呉振

臣の 『寧古塔紀略』にも,「毎歳五月,此 三庭人20)乗査吟船,江 行至寧古塔關外,泊 船

進　」(下線筆者)と ある[寧 古塔紀略　 1968:1495]。

　貢納民が寧古塔へ乗って来る 「査恰船」とは満州語のjahaの ことである。これに

20)呉 振臣はアムール川下流域の住民を 「呼兄喀」(フ ルハ の同音異 字),「 黒斤」(ヘ ジェの同音

　 異字),「 非牙喀 」(フ ィヤカの同音異字)と 区分 して いた。
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ついて羽 田亨の 『満和辞典』には,「先尖 り後部戯断状の丸木舟(板 を組み合わせて造

ったものも,此 の形のものは総てJahaと 構する)」[満和辞典　 1972:237]と あり,

漢語では 「刀船」 と訳されている。語源的にはナナイ語のμ,ウ リチ語の 忽,オ ロ

チ語の ブαwゴ等 と関係がありそうだが,こ れ らの言葉は白樺の樹皮で くるんだ,前 後

両端が尖った形のボー トを指す。 しかし,辺 民達が寧古塔に来貢するときに使った舟

は歴史書で 「五板船」と呼ばれる構造船であろう。同じ型の船は民族誌時代以降もナ

ナイ,ウ リチらに使われており,gilaと 呼ばれる。その最大の特徴は底板が前に突き

出す点で,大 きいもので数十人は乗れた。

　牡丹江中流にある寧古塔は清朝成立以来長 らく満州東北部の要衝としての地位を保

ち,将 軍府まで設置された。 しかし,ロ シアとの抗争やモ ンゴル対策のためには北流

松花江沿岸21)にある吉林鳥理刺(吉 林)の 方が重要 となり,康 煕15年(1676年)に は将

軍府が吉林に移駐 し,寧 古塔には副都統が残るだけになる[松浦　 1987:16]。 そ して,

寧古塔は東北辺民の朝貢窓口としての役割を続けることになるが,康 煕53年(1714年)

に牡丹江の出口に三姓屯が築かれ,そ こに協領,そ して雍正9年(1731年)に は副都

統が設置されることで,寧 古塔の東北辺民の朝貢窓口としての役割も縮小する。そ し

て,乾 隆44年(1779年)に はヘジェ(赫 哲),フ ィヤカ(費 雅喀),キ レル(奇 勒爾)

らの朝貢関係の業務はすべて三姓に移管することになり(第16号 櫨案)[三 姓副都統衙

門満文櫨案訳編　 1984:26],寧 古塔 はアムール川下流域 を押えるという役割 を失

う22)。

　乾隆後期以降寧古塔に代わってその役割を果たす ことになるのは三姓である。その

名称の由来 については既に述べた通 りであるが,こ こはまた新 しく開かれた町であっ

たことから,Ice　hotonす なわち 「新しい町」 とも呼ばれた。18世 紀末期か ら積極的

にサハ リン(樺 太または北蝦夷地)を 調査 し始めた幕府派遣の日本側の調査官達が,

21)松 花江 は轍江との合流地点で屈 曲 してお り,そ のために我国では屈 曲点 より上流は 「北流松

　花江」,下 流は 「東流松花江」 と呼ばれる。

22)な お亨和元年(1801年)に サハ リンを調査 した中村小市郎 はその主 なイ ンフォーマ ン トであ

　 った宗谷生まれでキジ(本 文 に説 明あ り)で 生 涯を過 ご したカ リヤシンとい うアイヌの話 と し

　て,彼 が三度満州内地へ朝貢に赴 いて いるが,そ のうち一度は 「ス ングタイ」へ行 き,他 の二

　度 は 「イチ ヨホッ ト」で済んだ 旨を述べている(「 カ リヤシン都合三度 ヲムシャに行,壱 度 は

　ス ングタ イえ行,其 後 イチ ヨホツ トえ新規役人 詰候 に付両度は此所にて済,高 官は壱人 の由に

　て,ポ ヂ ヨンよ り勤番 の様 に候よ し」[唐 太雑記　1982:616-617])。 「スングタイ」 とは寧古

　塔 の事であ り(「ヌ ングタ イ」の誤 りであ ろう),「 イチ ヨホツ ト」 とは三姓の ことであ る(新

　 しい町 とい う意 味のIce　hotonが 詑 った もの)。 カ リヤシンが 「新規役人詰候に付」 と述べて

　いるの は,乾 隆44年(1779年)の 朝貢関係業務 の移管の事をい って いるのか もしれない。カ リ

　ヤシ ンは13歳 か14歳 頃 キジ郷の有 力者 ブヤンコの召使 とな って大陸へ渡 り,小 市郎 と巡 り会 う

　1801年 までに25年 ほどキ ジに住ん でいたとい う。 したが って,キ ジに住み始 めた当初 はまだ朝

　貢の場所は寧古塔 にあ ったので ある。
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　「サンタン人」らが朝貢,交 易に出向く満州の町として しばしば紹介 している 「イチ

ヨホツト」というのはこのIce　hotonが 託ったものである。 『三姓副都統衙門満文櫨

案訳編』所収の乾隆初期の棺案類を見る限り,サ ハ リンの 「庫頁費雅喀」 と呼ばれた

住民の　皮貢納,鳥 林賞与に関する業務だけは乾隆44年以前から既に三姓の管轄下に

あったようである。

　 清朝はまたサハ リンとアムール川河口付近の住民の　皮貢納,鳥 林賞与の業務を円

滑にかつ確実に行なうために,ア ムール川の最 も下流の地域に季節的な出先機関を設

けている。まず,最 初はキジ湖のさらに下流,現 在のウリチとニヴフの居住域の境界

に近い集落であるプルPu1ま たはプ リPuliに 比定される 「普禄郷」に設置されたと

される。例えば,乾 隆42年(1777年)に 成立した 『欽定満州源流考』巻八の 「費雅喀」

の註には 「亦有居庭甚遠不能至寧古塔之庫葉一部。毎年六月,遣 官至離寧古塔三千里

之普禄郷,収 貢頒賜」とあり,「庫葉」は寧古塔までは来 られないほど遠方であるため,

毎年6月 に普禄郷に係官を派遣 して　皮の収貢,鳥 林の頒賜を行なったというのであ

る[欽 定満州源流考　1777:143]。

　和田清によれば 『欽定満州源流考」のこの記述は『柳邊紀略』巻三の「東北邊部落現

在貢寧古塔者八」以下の記述を適宜採録 したものであるというが[和 田　 1942:487],

この註は 『柳邊紀略』には見 られない。また 『寧古塔紀略』 にも普禄郷で収貢頒賜を

行なっていたという記述はない。また,他 方 『三姓副都統衙門満文棺案訳編』付録の

傅恒等の上奏文によれば,既 に乾隆15年(1750年)に 辺民固定化政策が採用された時

には 「奇集鳴珊」Klji　gaganが 「庫頁費雅喀人」の 「牧取貢　頒賞烏林」の地とされ

ていた[三 姓副都統衙門満文噛案訳編　 1984:461]。 したがって,普 禄郷が設置され

ていたのは 『柳邊紀略』や 『寧古塔紀略』が編纂 された康煕後期よりもあとで,乾 隆

時代に入る前ということになる。それは新満州八旗編成作業と平行 して行なわれたア

ムール川最下流域とサハ リンのフィヤカ(飛 牙喀),キ レル(奇 勒爾),ク イ(庫 頁)

らの辺民化と,康 煕,雍 正,乾 隆 と進められて きた辺民戸数の増加政策にともなって

設置されたものと考えられる。

　日本の文化6年(1809年)に アムール川最下流域を踏査 した間宮林蔵はプル(彼 は

ホルと記 している)よ り10里(約40km)上 流にある 「カタカー」というところにか

つて 「満州夷假府」が置かれたことがあり,諸 夷と闘争 したことがあって廃止された

ということを述べている[東　紀行　 1969:194]。 これはキジ湖の下流にあるカダ湖

またはカジ湖湖畔の集落であるカダKadaで あるといわれる。年代不知ということで

中国側の史料との比較ができず,情 報自体の信愚性は低いが,あ る時期ここまで満州
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図5　 乾隆時代における住民構成と分布(『皇清職貢圖』による)

官吏が出張 してきて　皮収貢,頒 賞鳥林を行なったこともあったということである。

これから述べる奇集嘔珊の場合もそうであるが,出 張所が変更 されるのは大体現地住

民との トラブルが起こった場合である。

　アムール川下流域 とサハ リンの住民を主体とした辺民制度が完成した乾隆年間にサ

ハ リンやアムール川河口周辺の住民を対象とした,清 朝の出先機関はキジ湖湖畔のキ

ジに置かれた。キジは漢語では 「奇集」,「奇齊」等と表される。上で述べたように,

辺民戸数を固定化した乾隆15年(1750年)に は既にそこが 「庫頁費雅喀」を対象 とし

た 「牧取貢　頒賞鳥林」のための出張先となっていた。

　キジは前のプルに較べ,ア ムール川最下流域 とサハ リンの住民を押えるには有利な

場所である。というのは,江 戸時代の幕府派遣の調査官 らの調べで明確になったが,

キジはサハ リンとの往来の中継基地だったからである。江戸時代の史料にいう 「サン

タン」(山 丹,山 靱)や 「スメレンクル」 らはアムール川を河口まで下 るのではなく,

キジ湖に入ってその奥でボー トや舟を担いで峠を越え,タ タール海峡に注 ぐ川を下っ
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て,現 在 の タバ 湾 か デ ・カ ス トリ湾 辺 り に 出,そ こか ら再 び 出航 して サ ハ リンへ 向 か

う。 サ ハ リンか ら大 陸 へ わ た るの も同様 で,必 ず キ ジ湖 を 通 過 す る。 ま た,タ タ ー ル

海 峡 に面 した 海岸 沿 い に居 住 す る もの も ア ム ール 川 に 出 る と き には や は りそ こを通 過

す る。 した が って,キ ジに 出 張所 を設 けて お け ば,ア ム ール 川 河 口周 辺 の住 民 だ けで

な く,サ ハ リンや タ タ ー ル海 峡沿 岸 の住 民 まで 十 分 把 握 で き るわ け で あ る。 プ ル か ら

キ ジ に出 張 所 が 移 った の は勢 力 の後 退 で は な く,よ り広 く,効 果 的 に住 民 を把 握 す る

た め で あ る とい え る。

　 キ ジの 出張 所 は 乾 隆 時 代 は ほ ぼ 安定 して 続 い た。 しか し,亨 和 元 年(1801年)に サ

ハ リン(北 蝦 夷 地)を 調 査 した 中村 小 市 郎 らの報 告 に よれ ば,サ ハ リ ン西 海岸 の ナ ヨ

ロの 有 力 者 で あ るヤ エ ン クル ア イ ヌ が,従 来 キ ジ(キ ンチ マ)で 進 貢 して いた と ころ

が,近 年 そ れ が 廃 され て 上 流 の ウチ ャ ラま で 出 向 かね ばな らな くな った と述 べ て い た

と い う こ とか ら,18世 紀 末 期 に キジ の 出張 所 は放 棄 され た よ うで あ る。 また,文 化6

年(1809年)に キ ジを訪 れ た 間 宮林 蔵 も 「此 地 は翻 満 洲 夷 假 府 を置 し庭 な れ ど も,交

易 の 事 に よ り庶 夷 と闘 孚 せ し事 あ り し故(年 暦 不 知)今 廣 す と云 」[東 鞭 紀 行 　 1969:

184]と 述 べ て,キ ジの 出張 所 が 付 近 の住 民 との トラブ ル で 撤 去 され た こ とを 示 唆 し

て い る。 しか し,18世 紀 末 期 当 時 の 中 国 側 の史 料 に は そ の よ うな情 報 は見 あた らな い。

　 キ ジは 林 蔵 の 調 査 の 頃 は ま だ 戸 数20,ハ ラダ.(姓 長 つ ま りhalaidaの こ と)1人,

カ ー シ ンタ(郷 長 つ ま りgagan　 da)2人 とい う規 模 の 大 きな 集 落 で あ った[東 韓 紀 行

1969:184]。 　 しか し,そ の約 半 世 紀 後 の1850年 代 に こ こを訪 れ た シ ュ レ ンクが 見 た

の は 白骨 散 らば る無 人 の 廃虚 で あ った。 彼 は シー ボ ル トの誤 訳 の た め に,か つ て こ こ

に陶 器 工 場 が あ り,そ の 廃 虚 で あ ろ う と述 べ て い る が[SHRENK　 l　899:308--309]23),

実 際 は疫 病 な どの 流 行 で 人 々が 他 の 集 落 へ移 って しま った の で あ る。 そ の件 につ いて

は 安 政3年(1856年)9月 の 「山丹 入 聞書 の件 」 に庖 瘡 が流 行 したた めで あ る と述 べ

られ て い る[大 日本 古 文 書 　 1922:127]。

　 ア ム ー ル川 探 検 隊 の 総 司 令 官 で あ るネ ヴ ェ リス コ イ は この キ ジ村 に近 い キ ジ湖 の 出

口 にマ リー ンス ク哨 所Mariinskii　 postを 建 設 す る。

　 キ ジの 出張 所 が 撤 去 され た あ と,し ば ら くは 出張 所 が ア ム ー ル川 沿 い を転 々 と した

節 が あ る。 例 え ば,『 唐 太 雑 記 』 所 収 の ア ム ール 川 の 地 図 には 「テ レ」と書 かれ た ア ム

ール 川 右 岸 の 地 点 に 「未 年 満 州 人 の来 る所 山 丹 人 と交 易 して 帰 る」 とい う付 記 が あ り,

23)シ ーボル トは林蔵が 「陶器 など多 く」と述べてい る部分 を 「とりわけ多 くの陶器工場があ り」

　 (Es　befinden　sich　hier　besonders　viel　Porzellanfabriken)と 訳 していたので ある。この件の詳細

　 については加藤九柞の 『北東アジア民族学史 の研究』第5章 を参照の こと[加 藤　1986:232-

　 233]。
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さらに 「マンコ川上ノ方」に近い左岸 にまた 「申年満州人の来る所山丹人と交易 して

帰る」という付記がある[唐太雑記　1982:625-626]。 「テレ」というのはその位置か

ら,林 蔵が訪れた 「デレン」のことである。「未年」は 『唐太雑記』の著者中村小市郎

がサハ リン調査を行な った直前とすると,1799年 となる。つまり,そ の年に出張所は

一時デレンに置かれたのである。　「申年」に満州人がやって きた場所は位置的に大体

ボレン・オジャル湖のウチャラ 嶋 札拉)に 相当する。「申年」は1800年 となるから,

小市郎がサハ リンを訪れた前年,ヤ エンクルアイヌはウチャラまで朝貢,交 易に出向

いたことになる。

　デレンが出張所として定着するのは,小市郎の調査のあとである。というのは,『唐

太雑記』にはデレンでの穿官についての情報が全 くないからである。そして,林 蔵が

訪れたときにはデ レンの出張所の最盛期であった。

　デレンの出張所の建物のようすについては林蔵が細かく記 している。それによれば,

デレンは本来は土着の住夷のいない寒村だったようである。そこに白樺樹皮で覆った

仮屋を建て,周 囲から人々が集まってきていた。その中心には府が設けられ,丸 太で

二重の柵がめぐらされた。その中に左,右,後 ろの三ケ所に交易場があった。仮府は

その柵の中にさらにもうひとつ柵がめ ぐらされた中にあり,そ こで収貢　皮,賞 給鳥

林の儀式,業 務が行なわれていた[東 　紀行　1969:185]。

　デレンの出張所はその後1820年 代までは機能 したようである。というのは,道 光6

年(1826年)ご ろに成立 したとされる薩英額の 『吉林外記』巻八に 「賞物齊集以上者倶

赴三姓城交納」,「賞物齊集以下者倶在三姓城東北三千里徳勒恩地方三姓派員牧納」と

あって,キ ジより上流に住むものは三姓まで来貢 し,キ ジより下流に住むものは 「徳

勒恩地方」すなわちデレンまで来貢すると書かれているか らである[吉林外記　1974:

266]。　しかし,そ の後再び 出張所はさらに上流のモルキという集落の対岸にまで後

退する。デ レンもシュレンクが訪れたときにはかつての繁栄の面影はなく,オ ルチャ

(ウ リチ)と ゴリド(ナ ナイ)の 家が数戸あるだけの寒村になっていた。

　モルキMolki(ま たはムィルキMylki)対 岸の木城が最後の出張所であろう。 この

木城の存在については中国側の曹廷悉の 『西伯利東偏紀要』 と 『東北邊防輯要』,『吉

林通志』巻17だ けでなく,日 本側の史料である安政3年 の 『山丹ヨリ聞書』,ロ シァ

側でもシュレンクな どが言及 している[SHRENK　 l903:58;大 日本古文書　1922:

129]。

　サハ リンとキジ湖以下の住民を主たる対象 とした出張所はそこに集まる人の数の多

さ,ま たそこで行なわれる交易の景気の良さなどから,内 外の調査者か ら注目された。
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特に幕府派遣の調査官達が詳 しく調べ,林 蔵や徳内らの著書がシーボル トによってヨ

ーロッパに紹介されるに及んで
,ヨ ーロッパ,ロ シアの地理学者,民 族学者達まで関

心を払 うことになった。 しかし出張所はそれだけでな く,寧 古塔や三姓から　皮を集

め,烏 林を賞給するために方々に官吏が派遣されていたようである。例えば,少 し古

い時代の事になるが,『 欽定満州源流考』巻八には鳥蘇里江方面へも官吏を派遣 して

いた事が記 されている。その 「奇雅喀嘲」についての註には 「又有班吉爾漢喀嘲亦在

寧古塔東南去烏蘇里四千里毎二年一次遣官至尼満河地方牧貢頒賜」とあり[欽 定満州

源流考　1777:143],普 禄郷に出張所があったのと同じ時代にシホテ ・アリン山中や

沿海州の海岸地帯の住民か らの来貢を受付け,鳥 林を賞給するための出張所が烏蘇里

江右岸の支流である尼満河(ニ マン川)方 面に設けられ,官 吏が派遣 されていた24)。

　 『三姓副都統衙門満文棺案訳編』ではキジに当たる奇集噛珊以外 には 「牧貢　皮頒

賞鳥林」のための出張所については具体的には言及 していない。 しかし,　 皮収貢に

関するいくつかの棺案には,少 なくともアムール川下流方面と鳥蘇里江方面に官吏を

派遣 していたことを暗示する表現が見 られる。例えば,第70号 櫨案 「三姓副都統額爾

伯克爲造送牧納貢　清冊事盗吉林将軍衙門」(乾隆56年11月5日 付)に は　皮の収貢状

況を次のように表 している。

　乾隆五十六年四月二十八日至六月二十六日,干三姓牧得赫哲,奇 勒爾人等送来貢　一千七

百十四張,派 佐甑鳥達齊等由赫哲,庫 頁費雅喀人等庭牧得貢　六百二十三張,派 出筆帖式達

三保由頒集爾牢,恰 克嘲人等慮牧得貢　九十張,共 牧得貢毅二千四百二十七張。又由赫哲費

雅喀,奇 勒爾人等庭貿易得　皮二百四十六張[三姓副都統衙門満文棺案訳編　1984:137】。

　 そ の 内容 は,乾 隆56年(1791年)4月28日 か ら6月26日 まで の 間 に集 め られ た 　 皮

は,三 姓 ま で来 貢 した ヘ ジ ェ(赫 哲),キ レル(奇 勒 爾)等 の分 が1714張,佐 領烏 達齊

Udaki等 を派 遣 して ヘ ジ ェ(赫 哲),ク イ ・フ ィヤ カ(庫 頁 費 雅 喀)等 の と こ ろで 収 集

した分 が623張,筆 帖式 達bithesi　 da(文 書 係 の 長 官)三 保Sanbaoを 派 遣 してバ ン

ジル ガ ン(頒 集 爾牢),キ ャカ ラ(恰 克 嘲)等 の と ころで 収 集 した 分 が90張,併 せ て貢

24)「 奇雅喀疎∬」 は 「キャカ ラ」Kyakaraと 読み,ま た 「欺牙喀縢∬」(『柳邊紀 略』),「恰喀拉」

　 (『皇清職貢 圖』),「恰喀劇」(『三姓副都統衙 門満文櫨案訳編』)な どとも表 され る。鳥蘇里江右

　岸の支流域 奥深 くか ら沿海州 の海岸地 帯にいた とされる住民で今 日の ウデ への祖先 に相 当する。

　名称は ウデへ最大の氏族であるkya氏 族に由来するといわれ る。また,『 欽定満州源流考』に

　 キャカ ラとともに登場する 「班吉爾漢」 とは 「バ ンジルガ ン」Banjirganま たは 「バ ンギルガ

　 ン」Bangirganと 読み、 『三姓副都統 衙門満文棺案訳編』では 「頒集爾牢」 と表 されている。

　彼 らもキ ャカラとともに烏蘇里江右岸 の支流域や沿海州 の海岸地 帯にいた住民であ り,今 日の

　 ウデへ と関係があ ると推察 され る。 しか し,キ ャカ ラのように類似 の名称が今 日まで残 されて

　 いないため,確 た ることはいえない。
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　が2427張,そ して赫哲費雅喀,奇 勒爾人等と交易で得た分が246張 であった,と いう

ことである。ここで注目すべきなのは,「派佐領鳥達齊等由赫哲,庫 頁費雅喀人等庭」

と 「派出筆帖式達三保由頒集爾牢,恰 克劇人等庭」という部分で,前 者がアムール川

最下流域とサハ リンの住民か ら　皮を集めるために佐領が派遣されたことを意味 し,

後者が烏蘇里江支流域,沿 海州の住民か ら集めるために筆帖式達bithesi　daつ まり

文書係の長が派遣されたことを意味する。乾隆56年 は1791年 であるか ら,ア ムール川

流域ではまだ奇集鳴珊つまりキジが出張所 として使われていたかもしれない。また,

鳥蘇里江流域ではやはり尼満河方面へ派遣 されたものと考えられる(各 地での毛皮収

貢状況については表3と 図7を 参照)。

　 『三姓副都統衙門満文棺案訳編』では上記の第70号棺案か ら同治12年 の日付の入 っ

た第91号櫨案まで同様の記述がある。成豊8年(1858年)の アイグン条約 と成豊10年

(1860年)の 北京条約 によって清朝は烏蘇里江河口以下のアムール河下流域全域と鳥

蘇里江右岸以東の沿海州を領土としては失 うが,同 治12年(1873年)の 日付のついた

櫨案にも官吏を派遣 して　皮を集めたという記録があるところを見ると[三 姓副都統

衙門満文椹案訳編　1984:329],そ れ以降もアムール川下流域住民に対する朝貢業務

は続けられていたようである。

　洞富雄はラヴェンステインEG.　 Ravensteinが 引用 した寳神父(Maxime　 Paul

Brully　de　la　Burniさr)の 書簡に,三 姓か らは3艘 の軍船が出されて,そ のうち1艘 は

木城(寳 神父がアムール川を下ったのは1845年 のことであるから,こ の木城はモルキ

の対岸にあったものである)で 長毛子から毛皮を受納 し,第2船 は魚の皮を着物に使

う魚皮韓子か ら同様の貢物を集め,第3船 は鳥蘇里江方面を管轄することが記 されて

いることか ら,1850年 前後にモルキの対岸の交易場以外にも官船が行 く交易場があっ

た疑いがあると述べる[洞 　 1956:168;RAvENsTEIN　 1861:82j。 洞富雄はこれは

伝聞であって疑わしいとしているが[洞 　 1956:168],上 記の 『三姓副都統衙門満文

櫨案訳編』の記述はそれが事実であったことを示すことになろう。

2)朝 貢 の 時 期

　三姓や出張先で実際にどのようにして毛皮収貢,頒 賞鳥林が行なわれたかについて

の具体的な情報は中国側の史料にはない。それが描かれているのは逆に日本側の史料

であるため,主 に中村小市郎と間宮林蔵の報告からそれを探 ることにしよう。小市郎

がカ リヤシン(註22参 照)と カンデツカ(ア ムール川の河口に近いタイカサ ンという

村出身のスメレンクル,な おスメレンクルとはアイヌのニヴフに対する呼称である)
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か ら聞いたのはキジでの朝貢の模様であり,林 蔵が実見 したのはデレンにおけるよう

すである。

　まず三姓や出張所で朝貢業務が行なわれる時期であるが,三 姓における毛皮収貢の

業務はだいたい春4月 の終わりから8月 の初めまでの2ケ 月の間で行なっていたよう

である[三 姓副都統衙門満文櫨案訳編　 1984:137,152]。 それに対 し,キ ジ等の出張

所へはそれより一月 ほど遅れて官吏が下向した。タイカサ ンのカ ンデツカが小市郎に

6月 ごろ川を下ってキジまでやって来 る由を話 している[唐 太雑記　 1982:627]。 林

蔵がデレンを訪れたのも7月11日 から7月18日 であり,そ の時が朝貢業務の最盛期で

あった(た だしこれ らの月 日はいずれも旧暦である)。

　このような日程は既に康煕時代から続けられているもので,例 えば,『寧古塔紀略』

には,前 にも引用したように,毎 年5月 に 「呼兄喀」(フルハ),「 黒斤」(ヘ ジェ),

「非牙恰」(フ ィヤカ)ら が川を上って寧古塔に来 る旨が記載されている[寧 古塔紀略

1968:1495]。 また,『欽定満州源流考』で もやはり先に引用 したように,毎 年6月 に

庫頁 らが 「普禄郷」に朝貢に来ると書かれている[欽 定満州源流考　1777:143]。

　それはこれから述べるように毛皮,鳥 林,糧 抹など大量の荷物を運ばねばならない

ので,川 が開いている夏場を船を使って往復 した方が便利だからである。 しかし,商

人や見回りの役人 らは冬でもそりを使ってアムール川を下 ることもあった。小市郎は

やはりカンデッカからの情報として 「満州人冬も山丹へ岡通来 る事あれ共,小 役のも

の少人数にて見廻 る躰に参候由」 と述べている[唐 太雑記　1982:627]。

3)　 出張官吏のようす

　次にキジへ出張 してきた満州官吏達のようすであるが,小 市郎によれば,宗 谷生ま

れのアイヌでキジに長 らく住んでいたカリヤシンはキジにやって来 る満州官吏につい

て次のように語っている。

一
,満 州 イチ ヨホツ トより山丹 キ ンチマえ川通下る舟は図合船位にて,夏 四五艘か又は六艘

　 　程 も一 同に下る。壱艘人数二十二三人乗,是 は片側 かい蚤拾一二人両側 にて二十二三人

　 　のよ し。[唐太雑記　 1982:619](a)

一　満州の役人,供 廻 り共 惣人数八人 位よ り拾人位迄来る。[唐太雑記　 1982:620](b)

一 　満州 より山丹へ来る役人 は頭壱人 ,外 に帳付家来共五人 も有之,年 に寄拾人 も来る也。

　 　頭分の人斗四尺程の太 刀を為持,槍 ・鎮砲 も為持来候 由。是 はイチ ヨホツ ト寄 り参候由。

　 　[唐太雑記　1982:620](c)

ま た,同 じ く小 市 郎 の事 情 聴 取 に応 じた カ ンデ ッカ は次 の よ うに語 っ て い る。
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一,満 州よ り山丹 キチえ来 る役人 は頭分両人,物 書一人,家 来五入位,都 合八人程にて,図

　　合位の川船 にて乗,六 月 頃下 る。右入数致手分,舟 壱艘へ壱人つつ上乗躰 に成来候 由。

　　船方は片側八人つつ両側 にて壱艘分十六人 も有。[唐太雑記　1982:627](d)

一,満 州人冬 も山丹へ岡通来 る事あれ共,小 役の もの少人数 にて見廻る躰 に参候 由。[唐 太

　　雑記　1982:627](e)

　 これ らの 情 報 に よ る と,三 姓(llan　 halaま た はIce　 hoton)か らキ ジへ 　 皮 収 貢,

頒 賞 鳥 林 の た め に 出張 して 来 る官 吏 は8～10人 ほ ど の よ うで あ る。 数 的 に は カ リヤ シ

ンの情 報 と カ ンデ ツカ の 情 報 とが 一 致 して い る。 そ の 内訳 は,カ リヤ シ ンに よれ ば 頭

1人,帳 簿 付 けな どの 家来 が5人 か ら10人 とい い,カ ンデ ツカ は 「頭 分 」2人,「 物

書 」1人,「 家 来 」5人 で あ る と い う。 また,デ レ ンで 林 蔵 が 調 査 した と き には,「 上

官 夷 」 が3人 いた とい う。[東 　 紀 行 　 1969:187]。

　 実 際 三 姓 か ら出張 して来 る人 数 は,20人 前後 乗 る船 で5～6艘 もの船 団 を組 む こ と

にな った と い う こ とか ら,総 勢100人 を越 え た もの と思 わ れ る。 そ の 中 に は漕 ぎ手 や

下 働 きな ど もい た 。林 蔵 の 時 は 中以 下 の官 吏 もいれ て 総 勢50～60人 ほ どだ った。 この

よ うな 大 船 団 を 組 ん だ の は,多 量 の鳥 林 や交 易 品,そ れ に集 めた 毛 皮 を運 ぶ た め で あ

る が,そ の よ うす は 付 近 の 住 民 に清 朝 の権 威 を見 せ つ け る の に十 分 だ った で あ ろ う。

　 その 船 につ い て 小市 郎 は 「図合 船 」 とい うだ け で あ る が,デ レ ンを訪 れ た 林 蔵 は 官

吏 の 船 を絵 に表 して い る。 彼 に よれ ば,長 さ7～B間(12m～14m),横 巾1丈(約

3m),100石 あ ま りを積 む こ と が で き る と い う。 その3分 の2は 荷 物 用 の ス ペ ー ス で,

残 り3分 の1に 板 屋 を造 って,官 吏 の 居 所 に して い る。 ま た,そ の後 部 に は厨 房 が 設

け られ て い る[東 　 紀 行 　 1969:190]。

　 「頭 分 」 とは 『三 姓 副 都 統 衙 門満 文 櫨 案 訳 編』 記 載 の 　 皮収 貢 に関 す る櫨 案 を見 る

限 り,三 姓 勤務 の佐 領 の よ うで あ る25)。 「物 書 」 とは 書 記 官 筆 帖 式bithesiの こ とで,

帳 簿 を つ け るた め の係 で あ り,「 家 来 」 と い うの は 佐 領 配 下 の武 官 で あ ろ う。 人 数 が

食 い違 うの は,派 遣 時 の状 勢 に応 じて人 員 の増 減 が あ った た め で あ る。

　 林 蔵 の 場合 は,3人 の上 官 夷 の役 職,名 前 も記 録 され て い る。 それ に よ る と,恐 ら

25)例 えば,乾 隆56年(1791年)11月5日 付の第70号 福案で は 「派出佐領鳥達齊等由赫哲,庫 頁

　 費雅喀人等塵牧得貢　六百二十三張」 とあり,佐 領が庫頁費雅喀の地,つ ま りキジへ派遣 され

　 ていたことが示 されている[三 姓副都統衙 門満文福案訳編　 1984:137]。 鳥達齊Udak量 は吉林

　 通志巻65に 見 られ る乾 隆44年(1779年)任 官の鑛紅旗佐領武達奇 と同一人物であろ う[吉 林通

　 志1965:4233]。 また,中 村小市郎がサハ リン調査を した亨和元年(1801年)に 近い年嘉慶

　 8年(1803年)に 奇津噛珊 に 派遣 されたのは佐領 の赫崩額 という人物 であ り,翌 嘉慶9年

　 (1804年)に 派遣 されたのは托京阿であ った[三 姓副都統衙 門満文櫨案訳編　 1984:171,189]。

　赫崩額 は 『吉林通 志』巻65の 乾隆60年(1795年)任 官 の正黄旗佐領 の和陞額に当たり,托 京 阿

　 はデ レンで林蔵が会 った正紅旗佐領托精阿 と同一人物であ ろう[吉 林通志　 1965:4232,4236]。
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く最 高 責 任 者 は 「正 紅旗 満州 世 襲 佐 領 姓 舎予名托 精 阿 」 と い う人 物 で,や は り佐領 で あ

る。 彼 の 名 「托 精 阿 」 は 『吉林 通 志 』 巻65に も見 られ,乾 隆34年(1769年)に 正 紅 旗

の 佐 領 に任 じ られ て い る。 しか し,乾 隆58年(1793年)に は その 子 の 額勒 錦 が そ の職

をつ いで い るか ら,林 蔵 が デ レ ンを訪 れ た文 化6年(1809年 つ ま り清 の嘉 慶14年)に

彼 が 佐 領 の 仕 事 を す るの は奇 妙 に思 われ る[吉 林 通 志 　 1965:4232-4236]。 姓 舎予とあ

るの はか つ て の クル カ 部 の 氏族 好穆 魯Shummuruで あ る。 康 煕53年(1714年)に 三

姓 に協 領 が 設 置 され て以 来,正 紅 旗 の佐 領 は こ の氏 族 の 者 が 世襲 で 受 け継 い で い た。

　 も う1人 は 廟 紅 旗饒 騎 校 で,姓 は葛,名 は擬 勒 渾 阿 と い う もの で あ る。「廟 紅 旗 」は

鑛 紅 旗 の こ とで あ る。 葛 姓 とい うの は三 姓 の地 名 の 由来 で あ る フル ハ 部起 源 の氏 族,

Geikeri氏 族 の こ とで あ る。3人 目は正 白旗 の筆 帖 式bithesiっ ま り文 書 係 で 姓 は 魯,

名 は 沃 勒 恒 阿 とい う もの で あ る。 魯 姓 と い うの はや は り三 姓 フルハ 氏 族 の摯 業 勒Nu-

yaraま た はLuyaraで あ る[東 　 紀 行 　 1969:187]。

　 この 陣容 で は 佐領 が 長で,醗 騎 校 が副 官,そ して 筆 帖式 が書 記 に相 当 す る。 林 蔵 が

訪 れ た と きは 高級 官 吏 は3人 で あ った が,カ リヤ シ ンや カ ンデ ツ カ が朝 貢 して いた と

き には 佐 領 の主 だ った部 下 が8人 ～10人 ほ ど来 て い た の か も しれ な い。 な お,カ リヤ

シ ンは 「キ ンチマ え来 候役 人 は此 所 よ り小 役 の者 来 候 由 」(下 に本 文 と と もに引 用)と

述 べ て い る が,こ れ は三姓 で は恐 ら く副都 統 自 ら朝 貢 業 務 に当 た るの に対 して,キ ジ

で は そ の配 下 の佐 領 が赴 いて来 るだ け で あ る こ とか ら出た 発 言 で あ ろ う。

　 カ リヤ シ ンは頭 分 に当 た る人 物 の装 備 に も触 れ て お り,4尺 程(約120cm)の 太 刀

を持 ち,さ らに槍,鉄 砲 等 も備 え て い る とい う。 しか し,『 東 　 紀 行』 に付 随 して い

る 「上 官 夷 」 の 図 は 帯 剣 して い な い。 ま た,林 蔵 は兵 器 の 類 を 見 な か った と述 べ て い

る[東 　 紀 行 　 1969:188,190]。 林 蔵 が訪 れ た と きは平 時 で あ った こ とか ら,朝 貢,

交 易 も平 和裡 に に ぎや か に行 な われ て い た が,キ ジ の 出張 所 が 撤 去 され た と きの よ う

な住 民 の 争 乱 に備 えて,武 器 も持 って 来 て いた よ うで あ る。

4)　 朝貢業務のようす

　他 方,キ ジや三 姓 に朝 貢 へ 赴 くサ ンタ ン,ア イ ヌ,ス メ レ ンク ル側 の よ うす につ い

て は,ま ず,カ リヤ シ ンが小 市 郎 に次 の よ うに語 って い る。

一,山 丹人満州え ヲム シヤに行時,皮 類三四拾枚或 は八九拾枚 も持参,イ チ ヨホツ トにて役

　 　人の前 へ出るには,乙 名の類　の皮弐枚、平人壱枚つつ差 出す。左候得ば木綿類を積重

　 　候て呉候 由。右の外の皮類 は同所市 中にて十徳其外の品と交易致候由。右役人高官壱人

　 有,太 刀を脇 に立置,歩 行 の時 は従者に為持候て腰に不帯。都ての従者皆無刀,キ ンチ
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マえ来候役人は此 所より小役の者来候 由。カ リヤ シン都合三度 ヲムシヤに行,壱 度 はス

ングイえ行,其 後イチ ヨホツ トえ新規役人詰候に付両度 は此所にて済,高 官は壱人 の由

にて,ボ ヂ ヨンよ り勤番 の様 に承 り候 よ し[唐 太雑記 　1982:616-617]。

　 林 蔵 が 同行 した デ レ ンに 赴 くア イ ヌ の 一 行 は 「カ ー シ ンタ」 つ ま り郷 長gagan　 da

の 称 号 を持 つ ノ テ ト(サ ハ リ ンか ら大 陸 へ の 渡 り 口 に当 た る集 落)の 「酋 長 」 コ ー 二

を 団 長 と して,林 蔵 を のぞ いて,男5人,女1人,子 供1人 の計7人 で あ った[東 　

紀 行 　 1969:182]。

　 林 蔵 が 同行 した コ ー 二 ら一 行 が何 枚 の 毛 皮 を持 参 して い た か は記 録 に な い が,恐 ら

く,カ リヤ シ ンの言 うよ うに,30～40枚,ま た は80～90枚 ほ どの　 皮 を持 参 して いた

で あ ろ う。 それ は交 易 用 と と もに,実 際 キ ジや 三 姓 には 行 けな い配下 の村 人 達 の支 払

い分 も含 まれ て い た こ とに な る。 持 参 す る彼 らに は その よ うな 意 識 が あ った か ど うか

は 疑 問 だ が,清 側 の 帳簿 上 は そ の よ うな形 式 に な って い る。 つ ま り,『 三 姓 副都 統 衙

門 満 文櫨 案 訳編 』 の櫨 案 で は各 戸1枚 ずつ 毛 皮 を支 払 った こ と にな って い るの で あ る。

　 キ ジや 三 姓 な どの 朝 貢 の 場 に出 て の よ うす に つ いて,カ リヤ シ ンは 乙 名 す な わ ち姓

長hala　 i　da,郷 長ga蓉an　 daは 　 の 皮2枚 差 し出 し,平 人 す な わ ち 白人bai　 niyalma

は1枚 ず つ 差 し出 す と述 べ て い る。 それ に対 して,デ レ ンで の よ うす を 実 見 した林 蔵

は1枚 ず つ で あ る と して 次 の よ うに述 べ て い る。

一
,進 貢の禮は下官夷柵 門に出て,諸 夷のハ ラタ,カ ーシ ンタの類一人づ ㌧を呼出 して假府

　 　に至 る。上官夷三人床上に卓子三局を設け,是 に腰 をか けて其貢物を うけ,諸 夷は笠を

　 　ぬ いで地上に脆 き,低 頭す る事三次 し,終 て其貢黒　皮一枚(原 註;夷 稻 ホイヌ筒抜 に

　 　 したる皮な り。ハ ラタ,カ ー シンタ其他庶夷 といえども皆是な り)を 奉 る。中官夷紹介

　 　 して上官夷の前 に呈す。一後略[東 鍵紀行　 1969:187]

　 これから知る限り,一 応,姓 長,郷 長 らは出向いてきた佐領または三姓では副都統

らに三脆九叩頭の礼に倣った挨拶を し,黒 嘉を捧げる儀式を行なう。 しかし,出 張所

においては他には儀式の類がなく,あ とは集まってきた現地住民と中以下の官吏,下

働 きの者などと自由に交易をさせていたようである。交易の喧躁 については林蔵が余

さず書 き残 している26)。

26)林 蔵がい うにはデ レンの仮府で は3人 の上級官吏です らその中を従者 も付 けず に歩 き,現 地

　住民が触 って服 などを汚 して も制す ることはなか った とい う。そ して,中 以下 の官吏達 とは同

　等 の態度で応対 していた。現地 の人間が改ま った態度を見せるのは佐領が姓 長,郷 長 らを引見

　す るときだけで あ った[東 　紀行　1969:188]。 サハ リン南端 の日本側の交 易場である 白主で

　 山丹人 らが取 った態度 も,交 易場 の自由な雰囲気 の延長上にあ ったのである。白主における山

　丹人 らの行状 につ いて松田伝十郎 は 『北夷談第四』で,「 山朝人會所え出入 りす るに,晴 雨 に

　拘 らず,笠 をかむ り,ゲ リ(原 註,履 の事也)を はき,く はへ喜せ る,後 ろ手 にて,鼻 唄をう

　 たひ,入 出いた し,甚 不法の風俗,不 取締 りの第一也」 と述べている[北 夷談 　1972:191]。
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　上記カリヤシンの情報と林蔵の実見聞とから判断すると,『 三姓副都統衙門満文櫨

案訳編』 の椹案に示されているように,整 然 と毛皮の収貢と鳥林の頒賞が行なわれて

いたのではなく,実 際は住民が貢納品として持 って きた毛皮と満州官吏が鳥林 として

持ってきた衣類 布,酒,金 属製品などが取 り引きされていたようである。そして,

朝貢華やかなりし頃には戸数分以上の毛皮が集まり,烏 林もそれとの取引ですべて消

費できたことか ら,恐 らく帳簿上は戸数分献上された ことにし,鳥 林 も規定通り与え

たことにして,辻 褄を合わせていたと思われる。

　 しか し,『三姓副都統衙門満文櫨案訳編』の 「二,牧 納和解送貢　」の櫨案に記載さ

れているとおりに三姓副都統の下に黒　の毛皮が集まっていたとすれば,毎 年辺民の

戸数分約2400張 の毛皮がアムール川下流域,サ ハ リン,沿 海州からもたらされること

になる。そ して,そ れをもし辺民体制が完成 した乾隆15年(1750年)か らアムールに

対する清朝の実効支配が終わる1850年 までの100年 間続いたとすると,そ れだけで,

24万 張もの黒　の毛皮が中国に送 られたことになろう。そのうえさらに,三 姓では赫

哲,奇 勒爾入 らを相手に交易で毎年246張(こ れ も辻褄合わせの数字である)の 毛皮を

手 に入れていたのである。

5)　 烏林(恩 賞)の 内容

　次に清朝の側から貢納者に与え られた烏林の内容はいかなるものだったのだろうか。

それについて小市郎はカリヤシンか ら次のように聞いている。

,満 州よ り山丹 え交易に持来候 品

　 　 十徳 反物 木 綿類品々 酒 煙 草 きせ る 玉 鍋 粟 稗 大豆 小豆 其外

　 　 家財 の品々,唐 太運上屋 のごとく何 にて も持来 と云。[唐太雑記 　1982:616](a)

　 ま た,林 蔵 が見 た と こ ろで は 上 官 夷 に対 す る貢 納 の儀 礼 に際 して 与 え られ る も の に

つ いて,「 ハ ラタ に與 ふ る もの は錦 一 巻(原 註:長 七 尋)カ ー シ ンダ は純 子 の こ と き も

の 四尋,庶 夷 に至 て は木 綿 四 反(原 註:下 品)櫛,針,錆,歓(解 説 註:物 を包 む 布

片),紅 絹 三 尺 許 を下 し與 ふ 」 と述 べ て い る[東 　 紀 行 　 1969:187]。

　 しか し,三 姓 の 棺 案 に記 載 され て い る鳥林 の 中 身 は も っ と豊 富 で あ る。 それ は康 煕

雍 正 年 間 か ら規 定 され て お り,清 朝 に認 め られ た 地位,つ ま り姓 長hala　 i　da,郷 長

gagan　 da,子 弟deote　 juse,白 人bai　 niyalmaに よ って,与 え る もの の質,量 が 異 な

って いた 。 また,東 北 辺 民 の姓 長,郷 長 らの も とへ嫁 ぐ満 州 人,漢 人 の 女 性 は 薩 爾牢

718



佐々木　　アムール川下流域諸民族の社会 ・文化における清朝支配の影響について

錐sargan　 juiと 呼 ば れ た が,彼 女 達 に も特 別 な鳥 林 が 与 え られ た27)。

　 例 え ば,乾 隆56年(1791年)に ヘ ジ ェ(赫 哲),フ ィヤ カ(費 雅 喀),キ レル(奇 勒

爾),キ ャカ ラ(恰 喀 拉)な どの 東 北 辺 民 に与 え られ た とされ る鳥 林 の 内容 は次 に示 す

とお りで あ る 「三 姓 副 都 統 衙 門 満 文櫨 案 訳編 　 1984:30-32]。

　 薩 爾 牢 錐 の鳥 林 一 套:

　 　 　 　 女 齊 肩 朝 掛;彰 椴1丈5尺(約4.8m),白 絹3丈(約9.6m),棉 花8両

　 　 　 　 　 (約3009)

　 　 　 　 抱 子;彰 椴2丈(約6.4m),白 絹4丈(約12.8m),赦 鍛1尺3寸(約42

　 　 　 　 　 cm),紅 絹2尺5寸(約80　 cm),棉 花12両(約4509)

　 　 　 　 長 棉 襖;金 黄 綱1匹,白 絹3丈(約9.6m),棉 花8両(約3009)

　 　 　 　 裾 子;閃Wa　 6尺(約1.9　 m),紅 青Wa　2尺5寸(約80　 cm),緑 絹2丈5尺

　 　 　 　 　 (約8m),毛 青 布2尺5寸(約80cm),紅 絹3丈6尺(約ll・5m),帯

　 　 　 　 　 子1副

　 　 　 　 袴 子;毛 青布1匹(4丈 約12.8m),白 布2丈(約6.4m),棉 花6両(約225

　 　 　 　 　 9),棉 縫 綾2銭(約7.59)

　 　 　 　 付 帯 賞 給;毛 青 布5匹(20丈 約64m),流 子2,箆 子2,包 頭2,針100,

　 　 1　 帯 子2,me　 5,鉦 子12,毎 塊3尺(約96　 cm)の 絹 里 子3塊,漆 匝1,皮

　 　 　 　 　 箱1。

　 　 　 　 (こ の 年 の 薩 爾 牢 錐10名,賞 給 した女 齊 肩 朝 掛10套)

　 姓 長 の鳥 林 の一 套:

　 　 　 　 無 扇 肩 朝 衣;蜂 鍛1匹(4丈 約12.8m),白 絹4丈5尺(約14・4m),版 鍛

　 　 　 　 　 1尺8寸(約58cm),紅 絹2尺5寸(約80　 cm),家 機 布3尺1寸(約l

　 　 　 　 　 m),棉 花12両(約4509)

　 　 　 　 長 棉 襖;毛 青 布1匹(4丈 約12.8m),白 布2丈(約6.4m),棉 花8両(約

　 　 　 　 　 3009),棉 縫 綾2銭(約7.59)

　 　 　 　 袴 子;毛 青布1匹(4丈 約12.8m),白 布2丈(約6.4m),棉 花6両(約

　 　 　 　 　 2259),棉 縫 淺2銭(約7.59)

　 　 　 　 帽,帯,靴,複 の代 わ りに給 付 され る毛 青 布2匹(8丈 約25.6m)

　 　 　 　 付 帯 賞 給;毛 青 布4匹(16丈 約51.2m),流 子1,箆 子1,包 頭1,汗 巾高

　 　 　 　 　 麗 布1丈(約3.2m),毎 塊3尺 の絹 里 子2塊,針30,帯 子3,　 me　3,鉦

27)朝 貢にや って きた フルハ,ワ ルカ らの東北辺民の有 力者 に旗人の子女を妻に姿 らせ ることは

　 太祖の時代 か ら行なわれて きたが,乾 隆時代 にもたびたび行なわれた。 しか し,実 際には旗人

　 の子女ではな く,広 く市 井か ら募集 してそれ に充てた という。
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　 　 　 　 子8,桐 油 厘 子1。

　 　 　 (こ の 年 の姓 長20名,賞 給 した無 扇 肩 朝 衣20套)

郷 長 の鳥 林 一 套:

　 　 　 朝 衣;彰 椴2丈3尺5寸(約7.5m),白 絹4丈5尺(約14.4m),版 鍛1

　 　 　 　 尺8寸(約58cm),紅 絹2尺5寸(約80　 cm),家 機 布3尺1寸(約1m),

　 　 　 　 棉 花12両(約4509)

　 　 　 長 棉 襖;毛 青布1匹(4丈 約12.8m),白 布2丈(約6.4　 m),棉 花8両(約

　 　 　 　 3009),棉 縫 綾2銭(約7.59)

　 　 　 袴 子;毛 青 布1匹(4丈 約12.8m),白 布2丈(約6.4m),棉 花6両(約

　 　 　 　 2259),棉 縫 綾2銭(約7.59)

　 　 　 帽,帯,靴,機 の代 わ り に給 付 され る毛 青 布2匹(8丈 約25.6m)

　 　 　 付 帯 賞 給;毛 青 布3匹(12丈 約38.4m),流 子1,箆 子1,包 頭1,汗 巾高

　 　 　 　 麗 布1丈(約3.2m),毎 塊3尺 の絹 里 子2塊,針30,帯 子3,　 me　3,鉦

　 　 　 　 子8

　 　 　 (こ の 年 の 郷 長185名,内5名 は2年 分 を ま と めて 受 け る。 賞 給 され た 朝 衣

　 　 　 190套)

子 弟 の鳥 林 一套:

　 　 　鍛 抱;彰 椴2丈(約6.4m),白 絹4丈(約12.8m),牧 鍛1尺3寸(約42

　 　 　 　cm),紅 絹2尺5寸(約80　 cm),棉 花12両(約4509)

　 　 　 長 棉襖;毛 青布1匹(4丈 約12・8m),白 布2丈(約6.4m),棉 花8両(約

　 　 　 　3009),棉 縫 綾2銭(約7.59)

　 　 　袴 子;毛 青 布1匹(4丈 約12.8m),白 布2丈(約6.4m),棉 花6両(約

　 　 　 　2259),棉 縫淺2銭(約7.59)

　 　 　 帽,帯,靴,複 の代 わ り に給 付 され る毛 青布2匹(8丈 約25.6m)

　 　 　付 帯 賞 給;毛 青 布3匹(12丈 約38・4m),流 子1,箆 子1,包 頭1,汗 巾高

　 　 　 　麗 布1丈(約3.2m),毎 塊3尺 の絹 里 子2塊,針30,帯 子3,　 me　3,紐

　 　 　 　子8

　 　 　 (こ の年 の 子 弟 は107名,賞 給 した 鍛 抱107套)

白人 の 烏 林 一套:

　 　 　青 布 抱;毛 青 布2匹(8丈 約25・6m),高 麗 布3丈5尺(約11.2m),汝 鍛

　 　 　 　 1尺3寸(約42cm),紅 絹2尺5寸(約80　 cm),棉 花12両(約4509),

　 　 　 　棉 縫 綾2銭(約7.59)
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　 　 　 長棉 襖;毛 青 布1匹(4丈 約12.8m),白 布2丈(約6.4m),棉 花8両(約

　 　 　 　 3009),棉 縫 綾2銭(約7.59)

　 　 　 袴 子;毛 青 布1匹(4丈 約12.8m),白 布2丈(約6.4m),棉 花6両(約

　 　 　 　 2259),棉 縫 綾2銭(約7.59)

　 　 　 帽,帯,靴,複 の代 わ りに給 付 され る毛 青 布2匹(8丈 約25.6m)

　 　 　 付 帯 賞 給;毛 青 布2匹(8丈 約25.6m),流 子1,箆 子1,包 頭1,汗 巾高

　 　 　 　 麗 布5尺(約L6m),毎 塊3尺 の絹 里 子2塊,針30,帯 子3,　 me　3,鉦

　 　 　 　 子8

　 　 　 (こ の 年 の 白人2070名,内40名 は2年 分 を ま とめて 受 け取 る。 賞 給 され た藍

　 　 　 毛 青 布:砲2110套)

*度 量 衡 の 換 算 に つ い て は
、 『東 洋 史 辞典 』(京 都 大 学 文 学 部 東 洋 史研 究室 編,東 京

創 元 社 刊,1974年12版)巻 末 付 録 を用 い た[東 洋 史 辞 典　 1974:895-898]。 一 応清

代 の 度 量衡 を 「営 造 庫 制 」 と して,長 さの 単 位 で は1尺 を 約32cm,　 1丈=10尺=

100寸 と し,重 量 で は1斤 を 約6009(正 確 に は5979),1斤=16両=160銭 と し

た 。 ま た,1匹 は4丈 と して 計 算 した 。

　以上の賞給される鳥林の各々に若干の説明をつけ加えてお くと,薩 爾牢錐に与えら

れた 「女齊肩朝掛」 とは女性用の礼服のことで,そ の生地 に使われる 「彰鍛」 とは

「鍛子」の一種である。「抱子」 とは外側に着る長い着物のことで,こ の場合は綿入れ

のようである。それに使われる 「牧鍛」とは文様の入 った化粧椴子のことである。ま

た,「長棉襖」というのも長い綿入 りの上着である。「金黄綱」とは金糸を使 った黄金

色の絹織物のことである。 「裾子」とはスカー トまたは裳のことで,そ れに使われる

「閃鍛」というのは縦糸と横糸に異なる色の糸を使い,光 沢があって,見 る角度によ

って色が変化するような鍛子である。袴に使われている 「棉縫綾」とは綿糸のことで

ある。その他付帯賞給されたものの中では 「硫子」と「箆子」はともに櫛であり,「包

頭」は頭巾またはスカーフの類,「 帯子」はベル トや帯の類,「紐子」はボタン,「絹里

子」は裏地用の絹,そ して,「漆厘」は漆塗の小箱である。

　賞給される衣類の材料は地位に関わらず共通 しているものが多いが,姓 長hala　i　da

に与えられる 「無扇肩朝衣」には 「麟鍛」すなわち龍紋が描かれた鍛子がふんだんに

使われている。この朝衣が恐 らく日本でもよく知 られた 「十徳」と呼ばれるアイヌや

山丹人 らの晴れ着のひとつであろう。清朝の中央政府では描かれる龍の爪の数が位に

応 じて異なる。有名なナヨロの 「曾長」 ヨーテイヌアイヌ(楊 忠貞)は 三爪の龍が描
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かれた官服を着ていたといわれる[蝦 夷草子　 1972:410]。 彼は姓長hala　i　daに 任

じられていた。 しかし,そ のような爪による地位の表現 も清朝末期になると必ず しも

守 られなくなる。例えば,あ とでもう一度触れるが,ウ デへの有力者が保有 していた

龍紋の朝衣には五爪が描かれていた。

　また,姓 長にだけ 「桐油匝子」つまり桐油を塗った小箱が与えられた。

　その他,姓 長,郷 長,子 弟,白 人 らに賞給されたものには帽子,靴,帯,さ らに

「襟」つまり一種の足袋または靴下に相当するもの,「汗巾」つまり手拭きに使 う 「高

麗布」(朝 鮮製であるところからこう呼ばれたのか)等 がある。その中で,帽 子は地位

を表す重要なものであった。その形は満州官吏などの帽子 と同じで,頂 に赤い房と石

の飾 りをつける。その石の色によって,地 位を表すのである。現在でもレニ ングラー

ドの 『人類学民族学博物館』には19世紀末期にナナイの姓長,郷 長 らに与えられたと

いう帽子 とその地位を表す石の飾りが収蔵されている。それ らは円筒形の木の箱に入

れ られ,家 宝 として大切にされていたようである。ただし,櫨 案を見る限 り,帽 子,

靴,帯,足 袋の代わりに青色の毛織物(「毛青布」)が支給されるようになっている。

　 『三姓副都統衙門満文櫨案訳編』の 「一,関 領和頒賞鳥林」には上記のような形式

で朝衣を構成 している材料まで細か く紹介しながら,乾 隆8年(1743年)か ら同治12

年(1873年)ま でに賞給された鳥林の内訳と量が記載されている。

　薩爾牢錐sargan　 juiは 毎年人数が変わるためこれをのぞ くとして,も し,辺 民体

制が完成 した乾隆15年(1750年)か ら清朝の実効支配が終わる1850年 までの100年 間に

定額通 りに烏林が渡されていたとすると,ア ムール川下流域へ流出した満州官吏の朝

衣類の量は次のようになろう。

　(a)姓 長は定額で22名 であるから,無 扇肩朝衣は毎年22套 配 られることになり,100

　　年で2,200套 となる。

　(b)郷 長は定額で188名 であるから,朝 衣は毎年188套 配 られることになり,100年 で

　　18,800套 となる。

　(c)子 弟は定額で107名 であるから,鍛抱は毎年107套 配 られることになり,100年 で

　　10,700套 となる。

　(d)白 人は定額で2071名 であるから,藍 毛青布抱は毎年2071套 配られることになり,

　　100年で207,100套 となる。

　この数値は鳥林 として与えられた分だけであるため,公 式,非 公式の交易によるも

のを加えればもっと大 きくなろう(逆 に1850年 代以降はロシアの介入で朝貢も滞りが

ちとなるため,清 側も鳥林の処分に苦慮 したことと思われる)。
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　 中村小市郎がキジ在住のカリヤシンか ら聞いた奇集鳴珊での朝貢の模様や,間 宮林

蔵がデレンで見聞したようすなどか ら判断すると,佐 領などの上級官吏を相手に毛皮

と鳥林のやりとりをしていたのは姓長,郷 長クラスの人々だけで,子 弟,白 人などは

下役との間で適当に交換 していたようである。また,三 姓での穿官では実際に帳簿通

りの毛皮貢納 と鳥林賞給がなされていたかもしれないが,出 張所では帳簿通 りに人が

集まり,そ の通 りに鳥林が賞給されていたわけではなかった。 というのは,サ ハ リン

のアイヌの場合は明らかに,貢 納を命 じられた者が毎年全員出張所に出向いているわ

けではないからである。

　鳥林の賞給方法は原則的に3年 以上欠貢すると前年分 と当年分以外の鳥林は賞給さ

れないことになっている(大 学士傅恒の上奏文による[三 姓副都統衙門満文櫨案訳編

1984:462])。 しか し,帳 簿上は一応定額の数だけ毛皮が集まり,鳥 林を賞給 したこ

とになっている。それは恐 らく,欠 貢者の鳥林を使って臨機応変に毛皮を買い集め,

帳尻を合わせていたからであろう28)。したがって,上 で仮定 しただけの鳥林がすべて

アムール川下流域住民の手に渡ったかどうかは確かではないが,い ずれにせよ18世紀

中期から19世紀中期までの間に膨大な量の繊維製品,金 属製品が当該地域に流入 した

ことになる。

　アムール川下流域 とサハ リンの住民の物質生活を支えていたのはそれらの中国,満

州からの物資であった といっても過言ではない。また,我 国で 「サンタン」,「スメレ

ンクル」等 と呼ばれたアムール川最下流域の住民が中心となって18世紀後期を絶頂期

に活発に行なわれたいわゆる 「山丹交易」もこのような清朝から流入 した豊富な物資

が基礎になっていたのである。

　 ところで,100年 の間に2,000套 以上流入 した姓長の無扇肩朝衣と郷長と子弟に渡さ

れた30,000套 近い朝衣は現在当のアムール川下流域にはほとんど残っていない。それ

には大きく分けて3つ の理由が考えられる。

　まず第1の 理由は裁断されて個々の端切れとして様々な衣類に使われて しまったこ

とが挙げられる。当該地域の人々にとって龍の文様の入 った錦は貴重な布製品であり,

衣類装飾の材料でもある。一着の服 として使えなくなって も端切れとして何度も使用

28)『 三姓副都統衙 門満文椹案訳編』 記載の棺案ではアムール川下流域 の 大部分が ロシア領とな

　 って しま った1860年 以降 も定額通 りの数の毛皮を収貢 したことに しているが,そ れは不自然で

　あ る。烏林を売却 して毛皮購入 に充て,帳 尻を合わせていたと しか考え られ ない。欠貢者 の烏

　林で毛皮を購入す る事例は従来か らあ る。例 えば,道 光5年(1825年)5月4日 付 の第74号 櫨

　案 によれば,そ の前年道光4年(1824年)に アムール川下流域で天然痘 が流行 し,半 数近 くの

　貢納民が来貢で きなか ったために,臨 時の措 置として頒賞で きなか った鳥林750套 を売 って銀

　1500両 に替え,そ れで毛皮750枚 を購入 したとある[三 姓副都統衙門満文櫨案訳編1984:204-

　205;松 浦　 1987:38]。
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した。彼 らはそれを布製,毛 皮製,魚 皮製の衣類に装飾 として盛んに用いたのである。

それ らで装飾された衣類は現在でもまだ使用されている可能性がある。

　第2の 理由は,山 丹交易によってサハ リン,北 海道のアイヌそして日本に流出 して

しまったことである。姓長,郷 長 らに与えられた満州官吏の朝衣は北海道のアイヌの

有力者にとっても自らの地位を誇示する格好の印であり,ま た日本では 「媛夷錦」,

「山丹錦」などと呼ばれて,大 名や江戸の町民の間にまで人気があった。江戸時代の

幕府派遣の調査官達の報告にしばしば登場する 「十徳」なる着物は姓長に与えられた

龍紋入りの 「無扇肩朝衣」である。現在は北海道でも完全な姿で保存 されて きた朝衣

はきわめて少なく,江 戸まで来るものもそのほとんどは既に端切れ となって,紙 入れ

などに使用されていたようである。

　最上徳内が 『蝦夷草子後編』において,「蝦夷錦は美 しきものなりとて,紙 入に持ひ,

青玉を風鎭にいたし,愛 玩すれども,顧 れば蝦夷の身を異國へ壷 りたる代金なり」 と

いって,サ ハ リン ・アイヌらが負債のために大陸へ連れ去られるのを嘆いているが,

蝦夷錦で作 った紙入れや,青 玉(青 いガラスの玉,「 唐太玉」,「虫の巣」などとも呼ば

れた)は 江戸などでも相当の評判だったようである。徳内はアイヌらの負債の蓄積の

原因は当時(寛 政年間すなわち18世紀末期)松 前藩がアイヌらに対して強要 した 「ヲ

ムシャ」にあるとして,こ れを糾弾 している[蝦 夷草子後編　 1972:462-463]。

　なお,大 陸のサンタン,ス メレンクルらの独壇場となっていたサハ リンにおける交

易を統制 したのが有名な松田伝十郎である。彼はサハ リン・アイヌを招撫するために

旧来のサンタン人らに対する負債の大部分を幕府の費用で返済 し(サ ハ リン南端の交

易場である白主ヘサンタン人 らを集あ,幕 府の費用で買い上げたサハ リン,北 海道の

　皮でもって彼 らに返済 した),さ らに無統制であった山丹品と毛皮との交換比率すな

わち価格を規制 した。満州からもたらされる布地,衣 服については以下のように定め

ている。価格はサハ リン産の黒　を基準とするが,そ れでも皮類の品質に応じて交換

比率を適宜変えることにしたようである[北 夷談　 1972:219-225]。

紺地龍形二丈物(1本)

紺地牡丹形二丈物(1本)

赤地龍形二丈物(1本)

赤地牡丹形二丈物(1本)

花色龍形二丈物(1本)

飛色龍形二丈物(1本)

龍形十徳(1枚)

貌皮30枚 位

墾皮25枚位

　皮30枚 位

　皮25枚 位

　皮27枚位

　皮30枚 位

　皮40枚 位新旧による

724



佐 木々　アムール川下流域諸民族の社会・文化における清朝支配の影響について

　革十徳(1枚)　 　　　　　　　　　　　　 　皮10枚 位品質による

　織子(1枚)　 　　　　　　　　　　　　　 　皮9枚 位新旧による

　唐木綿(1反)　 　　　　　　　　　　　　 　皮2枚

(註:「二丈物」とは長さ約6.67mの 反物をいう)

　当時伝十郎が定めた日本側産品の価格では米8升 が　皮4枚,つ まり　皮1枚 で米

2升 買え,酒1升 が　皮1枚 で買えるようになっていたことか ら,現 地の価格を米に

換算すると,例 えば,紺 地龍形二丈物は米60升,龍 形十徳は米80升 程の値になる。当

然江戸ではそれをはるかに上回る値で取 り引きされた ことであろう。

　そして現在満州朝衣が当のアムール川下流域 に残されていない第3の 理由は,そ れ

を持っていた人が死ぬとともに,副 葬品としてその人の墓地 に埋葬されて しまったと

いうことである。やはりアムール川下流域の住民の間でも姓長,郷 長に与えられる朝

衣はきわめて貴重であり,ス テイタス ・シンボルstatus　symbolだ ったのである。

　例えば,レ ニングラードの 『人類学民族学博物館』 にはウデへの古い墓地から発掘

された紺地に五爪龍紋の入った姓長の朝衣(標本番号1917-14),茶 色と紺の綿入れ(標

本番号1917-15と1917-19)が 収蔵されている。それ らはいずれも半分に断ち割 られ,

左右どちらかの袖,ま たは半身がないが,そ れはウデへに特有の副葬方法によるとい

われる。つまり,衣 類を副葬品にするときには半分を棺に収め,も う半分は しば らく

家に保存 し,弔 い上げの時に焼いて天に送 る。 この副葬方法はアムール川下流域の住

民の中でもウデへだけに見 られる特異な方法であるという29》。

　 6)　 朝貢 者 に支給 された食糧

　朝貢のために三姓または出張所まで出向いた者に与えられるのは鳥林だけではない。

滞在中の食糧 も支給される。その伝統は既に前項で も触れたように,太 宗時代の辺民

制度から続 くものである。

　 『三姓副都統衙門満文櫨案訳編』の 「三,供 慮貢　人口糎等」には来貢 した住民に

支給 された滞在中ないしは旅行中の食糧の数量を記 した櫨案類が載せ られている。そ

れによれば,例 えば,そ の中で比較的完全な櫨案が残っている嘉慶8年(1803年)の

櫨案(第105号 櫨案)に よれば,そ の時三姓に来貢 した 「赫哲費雅喀」(大陸側の辺民)

に支給された米,酒 その他の支給総額は次の通 りである。この年に食糧支給の対象と

29)こ のウデへの副葬品に関する情報はスモリャークA・V・Smolyakか ら直接口頭で得たもの

　である。
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な った の は薩 爾 牢 錐4人,姓 長16人(内2年 分 ま とめて の者 が4人),郷 長170人(内

2年 分 ま とめて の者 が15人),子 弟105人(内2年 分 ま とめて の者 が15人),白 人1679

人(内2年 分 ま と あて の 者 が360人)の 計1974人 で あ った[三 姓 副 都 統 衙 門 満 文櫨 案 訳

編 　　1984:361]。

米:98石2斗7升2合(約10.2々t)

　 　 　 　 °　 　 　 *1人 当 り1日8合3勺(約860cc)で5日 分

餅粟:49石1斗3升6合(約5.09　 lee)

酒:277石5斗3升6合(約28.75々 の

　 　 　 　 　 　 　 　 *1斗7升7合(18.3の の瓶1568個

接 風酒(接 待 用 の酒):41石7斗7升2合(約4.32雇)

　 　 　 　 　 　 　 　 *1斗7升7合(18.3の の瓶236個

米(4回 の宴 会 用):98石2斗7升2合(10.18ん の

揚 げ菓 子 用 の小 麦:98石2斗7升2合(10.18々 の

酒(宴 会 用):167石6斗1升9合(17・37ん の

　 　 　 　 　 　 　 　 　*1斗7升7合(18.3の の瓶947個

　来貢者にはさらに往復の旅程に必要な食糧 も支給 され る。その量は彼 らの居住地

の三姓からの遠近によって規定されている。同じく嘉慶8年(1803年)の 櫨案では

次のように支給された[三 姓副都統衙門満文櫨案訳編　1984:361-362]。

a)葛 依 克 勒,額 叶爾 古,富 斯吟 嘲 の3氏 族278名:

　 　 　 　 26石6斗1升5合2勺(2.　 76　leの*1人 当 り8升2合4勺(8.54　 e)

b)必 勒 達 奇 哩,賀 齊 克 哩,鳥 札 拉,孔 克 蘇 嗜,必 嘲 勒,哲 勒 圖 哩,圖 勒 都 笏 噌,

　 　 鳥 定 克,瑚 定 克,奮 勉,端 果 爾,卓 勒 雷 羅,圖 墨里 爾,嗅 奇 拉,奇 勒 爾 の15姓

　 　 1018名:

　 　 　 　 132石2斗3升2合1勺(13.70　 leの*1人 当 り1斗1勺(10.37の

c)賓 璃 爾,柴 塞 拉,部 爾恰 勒,奇 津,恰 勒 濠 の5姓113名:

　 　 　 　 15石4斗4升7合(1。60々 の*1人 当 り1斗3升5合5勺(10.73の

d)鳥 適 爾,融 奇 爾,阿 雅 礪 喀,護 克 托喜,托 羅 護 科,鳥 徳 恩 の6姓44名:

　 　 　 　 8石3斗7合2勺(0.86　 kf)*1人 当 り1斗8升8合8勺(19.56の

e)　 費 雅 喀,庫 頁,郡 倫 春,特 墨 音,喀 迫 叶,瓦 噌 勒,克 頻,多 波 農 郭,部 岳 洛,

　 　 通 武 楚 勒,索 木尼 音,典 産,楚 沃尼,楚 克 齊 賀 哩,侯 沃 提,笏 特,用 軸 密,黒
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古 勒,普 尼 雅 琿,頒 集 爾孕,恰 喀 嘲 の21姓521名:

　 　 200石3斗6升4合(20・76膨)*1人 当 り3斗5升4合(36.67の

　 また,サ ハ リンの 「庫頁費雅喀」に対 しては奇集鳴珊に於て次のような量の食糧が

支給されている[三 姓副都統衙門満文棺案訳編　1984:362]。 その時の支給対象者は,

姓長6名,郷 長18名,子 弟2名,白 人122名 であった。

米:2石4斗5升6合8勺(254.S　 e)*1人1日 当 り8合3勺(860　 cc)で2日 分

宴 会 用 の 酒:42瓶

路 米:

f)褥 徳,雅 丹,静 隆 武 噌 の3姓109名:

　 　 　 　 13石5斗7升5勺(1406の 　 *1人1日 当 り8合3勺(860cc)で15日 分

g)都 瓦 吟,緯 敏,陶 の3姓39名:

　 　 　 　 3石2斗3升7合(335.4e)*1人1日 当 り8合3勺(860　 cc)で10日 分

*度 量 衡 の 換 算 につ いて は1升=約1 .036　e,1石=10升,1升 一10合,1合=10勺

と した 。

　給付される米については姓長,郷 長などの地位による差はなく,滞 在中の分で も路

米でも1人 当り1日8合3勺(約860cc)と 規定されていた。 したがって,遠 方か らの

来貢者には日数がかかることから,そ れだけ多 くの米が支給 されたわけである。また,

大量の酒,宴 会用の米などが用意されているところを見 ると,や はり,三 姓でも出張

先でも来貢者に対 して歓迎と慰労の宴会が開かれた。 「四次鑓宴用米」 とあるところ

を見ると,規 定では招宴を4回 行なうことになっていたようである。それ も順治時代

以来の伝統である(前 節で触れたように,順 治10年1653年 にフルハの庫力甘額夫に率

いられて来貢 した 「使狗地方」の恰塔 らは寧古塔か らさらに北京まで案内され,そ こ

で4度 にわたって,賜 宴を受けている[清 代中俄関係櫨案史料選編　 1981:4ユ)。

　滞在日数については三姓で貢納するものには5日,キ ジの出張所に来貢のものには

2日 分と規定されているが,林 蔵のデ レンでの実見ではだいたい5～6日 は滞留 して

いたという。路米 として支給される旅程の糧抹は1人1日 分をやはり8合3勺(約860

cc)と して,距 離に応 じて支給されているが,サ ハ リンの住民である 「庫頁費雅喀」

への支給 日数は林蔵の旅程から考えて妥当な数字である。林蔵の旅では大陸への渡 り

口であるラツカの崎で5日 間足止めされているが,6月26日 にノテ トを出航 して7月
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7日 に キ ジ に着 き,デ レ ン に到着 した の は7月11日 で あ る。 した が って,デ レ ンへ は

16日,キ ジへ は12日 で 到 着 して い る。 も し天 候 が 許 されれ ば,ノ テ トか らキ ジへ な ら

ば1週 間 で 到 着 す る。 しか し,サ ハ リン も広 い こ とで あ るの で,そ の どの 辺 り に住 む

か とい う こ とで,9)とf)の 規 定 日数 の差 が つ くの で あ る。

　 鳥 林 の 場合 と同 じよ うに,こ れ だ けの 食 糧 が 毎 年 す べ て来 貢者 の手 に渡 った か ど う

か は 定 か で は な い が,も し同 じよ うに1750年 か ら1850年 の100年 にわ た って,定 額 通 り

に支 給 され て いた とす れ ば,こ れ ま た 膨大 な量 の米,酒 が ア ム ール 川 下 流 域 とサ ハ リ

ン に流 入 した こ とに な る。 ま た,棺 案 類 に は記 録 が な いが,恐 ら く供宴 用 に豚,鶏 等

も持 ち込 まれ て い るだ ろ う。林 蔵 も述 べ るよ うに酒 や米,粟 な どの 穀 類 な どは 彼 らに

と って は大 変 な 貴 重 品 で あ り,来 客 時 や 祭 りの 時以 外 に は あ ま り使 われ な か った30)。

しか し,こ れ だ けの 量 が 流 入 して い る とす れ ば,19世 紀 中期 ま で に それ らは朝 貢,交

易 活 動 に従 事 した ア ムー ル川 下 流域 とサ ハ リンの 住 民 には完 全 に根 付 い て い た こ と は

十 分 考 え られ る。 ナ ナイ らにお い て 農耕 と豚 飼 育 が 古 くよ り定 着 して いた こと を考 え

合 わ せ る と,彼 らの 食糧 の基 本 は魚 で あ っ た と して も穀 類,飼 育 家 畜 の 肉 が彼 らの食

文 化 に 占 め る比 率 は 決 して 低 くは な か った。

7)　 物質文化面での辺民制度の影響

　 本 稿 で 扱 って い る ア ム ール 川 下 流 域,沿 海 州,サ ハ リン とい う地 域 の住 民 は そ の経

済 的 基 盤 を漁撈 と狩 猟 に置 い て い た とは い え,決 して 自給 自 足 的 な 閉鎖 的 な経 済 生 活

を送 って い た わ けで はな か った 。 それ が 外 部 の 者 か ら 「朝 貢 」と規 定 され よ うが,「 交

易 」 と規 定 され よ うが,彼 らは 中 国,日 本 とい う国 家 と物 資 の交 換 を行 な い,自 分 達

の土 地 や 技 術 で は作 れ な い もの を豊 富 に手 に入 れ て い た。 つ ま り,彼 らか らは 特 産 品

で あ る毛 皮,鷲 や鷹 の尾 羽,海 産 物 等 が 中 国,満 州,日 本 に もた らされ,逆 に外 か ら

は布 類,衣 類,鍋,釜,刃 物,針 な どの 鉄 製 品,陶 器,穀 類,野 菜,豚,鶏 な ど の農

産 物,塩,酒 な ど の食 糧,ガ ラス 玉 な どの 装 飾 品 な どが 彼 らの も とへ 入 って い った の

で あ る。 しか も彼 らは単 に 自 らの 需 要 を 満 た す だ けで な く,そ れ を さ らに中 国 製 品 は

日本 へ,日 本 製 品 は 中 国へ 運 ぶ こと に よ って 利 益 を得 て いた 。 林 蔵 らが 描 くサ ンタ ン,

サハ リ ン ・ア イ ヌ らの姓 長hala　 i　da,郷 長gagan　 da等 の 有 力 者 の人 とな り,生 活

水 準 は決 して 低 い もので は な い31)。

30)「 サ ンタ ン人」が林蔵 に米飯 を 出 して好意 を 表 した ことについては[東 　紀行　 1969:194]

　 を,「 スメ レンクル」 の客の もてな し方 については[北 蝦 夷圖説　1972:355-357]を それぞれ

　 参照のこと。

31)山 丹交易 におけ る物資 の流れの詳細 について は末松保和,高 倉新一郎 らの論考があるので そノ
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図6　 18世紀末～19世 紀初頭 における住民構成 と分布(『唐太雑記』,『東縫紀行』による)

＼ れに委ねることにするが[末 松 　1928;高 倉　 1939](そ のほか 「文献」 を参照の こと),当 該

　 地域の産物で最 も日本で需要が高か ったのは鷲や鷹の尾羽で あった。それは主 に弓の矢羽に使

　 用される。 マー クがアムール川流域で鷲などを飼育するのを目撃 しているが[マ ーク　 1972:

　 198,213],そ れは信仰 のためだけでな く,日 本や満州へ尾羽を供給するためで もあ った。逆 に

　 日本か らこの地域へ送 られたのは主に鍋,釜 な どの鉄製品,陶 磁器,漆 器の器 などである。例

　 えば,シ ュテル ンベルグL・Ya・Shternbergは1910年 のアムグ ン川における資料収集において,

　　ネギダールのもとで 日本製の茶碗を採集 して いる(標 本番号1763-117)[OFMAE　 l763-21]。

　 それ は明治以降 にな って ロシア入経 由で もた らされた ものか もしれないが,ネ ギダ ールがその

　 ような ものを保持 していた ということは,ア ムール川の支流域 の奥で も日本製 の陶器な どを使

　 うことが定着 して いた ことを表 して いる。サ ンタ ン交易関係 の地 名,住 民名につ いては図6を

　 参照 。
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表3　 地域別毛布収貢状況(乾 隆56年 ～同治12年)

西 歴

1791年

1794年

1803年

1804年

1825年

1841年

1845年

1857年

1866年

1867年

1873年

年 号

乾隆56年

乾 隆59年

嘉慶8年

嘉慶9年

道光5年

道光21年

道光25年

威豊7年

同治5年

同治6年

同治12年

三姓

1714

1713

1193

940

729

453

450

77

574

598

576

ア ム ール

1

0

0

604

597

997

800

800

900

652

565

600

ア ムー ル

2

623

623

625

625

627

627

627

627

627

627

627

アム ー ル

3

0

0

0

0

0

473

470

749

500

563

550

烏蘇里江

90

0

90

0

90

90

91

90

90

90

90

収貢小計

2427

2336

2512

2162

2443

2443

2438

2443

2443

2443

2443

交易

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

計

2673

2582

2758

2408

2689

2689

2684

2689

2689

2689

2689

(『三姓副都統衙 門満文椹案訳編』 による)

図7地 域別毛皮収貢状況付図
うエ 　

　「三姓」:三 姓に 出向いて きた辺民か ら収納 した毛皮 を指す。その主 な対象は赫哲 と奇勒爾であ
　　　　る。

　「アムール1」:嘉 慶年間か ら三姓 に出向 く辺民の数が減 ったためキジ湖までの住民 に対 して官　　　　吏を派遣 して収納 した分 である
。 したが ってその対象 とされ る辺民はやは り赫哲 と奇 勒

　　　　爾で ある。

　「アムール2」:奇 集噛珊Kiji　gaganに 官吏を派遣 して収納 した毛皮。対象 とされたのは赫哲,

　　　　費雅喀,庫 頁等 である。官吏 の出張先は19世 紀初頭 よりデ レン,モ ルキの対岸 などに後　　　　退す る
。

　「アムール3」:1830年 代 よりさらに辺民の 出向状況が悪化 したために積極的に官吏を派遣 して　　　　収
貢 した分 。対象 はカル ン界(統 治対象の地域 の限界)よ り外 の赫哲,奇 勒爾を対象 と

　　　　 した とい うが,「 アムール1」 の派遣 先 とどのように違 うのか は不明。　「鳥蘇里江」
:烏蘇里江右岸のニマ ン川方面へ 官吏を派遣 して収集 した分。 この方面へ は2年 に

　　　　一度官吏 を派遣す ることにな っていたため,住 民は2年 分 まとめて払 うことにな った。　　　　
対象は恰喀拉姓(Kiyakala　 hala),頒 集爾牢姓(Banjirgan　 hala)の45戸 。

　「交易」:こ れは一応交易 によって得 た分 とされるが,毎 年同 じ額の毛皮が収集 されて いるとこ　　　　
ろを見 ると,交 易 とい って も形式的な ものだ ったようである。
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　清朝のアムール川下流域と沿海州,サ ハ リンの住民に対する統治は法的には1858年

のアイグン条約と1860年 の北京条約によって終焉する。その時をもって松花江流域と

鳥蘇里江左岸流域をのぞ く当該地域はすべてロシア領 となるからである。 しか し,ア

ムール川下流域の住民がその後も新 しい国境 に関わりなく,清 朝に朝貢を続け,ま た

清朝もそれを要求 して貢納者には鳥林を賞与 していた節がある。そして,そ のような

状態はだいたい今世紀初頭まで続 く。

　その証拠は2つ ある。ひとつは 『三姓副都統衙門満文櫨案訳編』の 「二,牧 納和解

送貢　」所収の棺案に北京条約よりも後の時期の同治年間,光 緒年間の毛皮貢納に関

する書類があることである。もとより従来の朝貢 という形式を踏んで来るものは少な

かったであろうが,少 な くとも同治時代までは乾隆15年(1750年)に 定めた数の毛皮

を集め,鳥 林を消費 しているように書類はできている(例 えば,同 治12年1873年12月

19日付の第91号 棺案)。 また,毛 皮収貢状況の変化を見ると,域 豊初年(1851年)ま で

は三姓に直接来貢する者の数が減っているが,同 治時代 に入 ると逆に増え,あ る程度

一定する。 しかし,1860年 以降の毛皮収貢状況は新 しい国境の外で鳥林を使 って事実

上買い集めるような場合が多かったようである(表3と 図7を 参照)。

　 もうひとつの証拠は序節でも触れた レニングラー ドの 『入類学民族学博物館』に保

管されている光緒年間に発行された郷長gagan　 daの 任命書である。その内容の詳細

は拙稿 「レニングラー ドの人類学民族学博物館所蔵の満州文書」(畑 中幸子 ・原山煙

編 『東北アジァの歴史と社会』名古屋大学出版会1991年 刊行予定)で 紹介 しておいた

が,全 部で4通 あり,い ずれも光緒元年(1875年)か ら20年(1894年)ま での間に発

行されたものである。ひとつは トレーシング ・ペーパーによるコピーであるが,他 は

現物である。収集者は リプスキーA.N.　 Lipskiiで,1937年 か ら38年にかけて行なっ

たナナィの居住地での資料収集において発見された。それ らはいずれも任命書に記載

された郷長の子供,配 偶者などの近親者が青い絹にくるんで大切に保管 しており,家

宝のようなものであったと思われる。このことは今世紀初頭 ぐらいまでナナイの間に

は清朝の権威が効力を持っていたことを表している。

　 しか し,や はり清朝の影響力は1850年 代を境にして急速に衰え,満 州中国方面から

の物資は減り,ロ シアからの物資が急増する。 しかし,今 世紀初頭まではロシァもこ

の地域の従来の住民を有効に統治できてはいない。ロシァの統治はロシァ人 による植

民に主眼がおかれ,古 くからいる住民に対する配慮が欠けていたか らである。

　 この地域の物質文化はシベ リァなどの他の北方地域に較べて恵まれていた。.従来そ

の豊かさを支えていたのは豊富な漁撈,狩 猟資源であるとされて きたが,実 際はそれ
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だけではなかった。中国,満 州,日 本,朝 鮮といった国家が近 くにあり,そ れらと活

発 に交流していたことも不可欠な要因だったのである。その豊かな物質文化は清朝の

衰退,ロ シァの進出とともに急速に衰えていくが,そ の原因は清朝官吏の腐敗,漢 人

商人の搾取,ロ シア人の入植 とそれにともな う漁場,猟 場の縮小,疫 病の流行による

人 口減少だけではない。近代国家の国境の概念によって,ロ シアと清,ロ シアと日本

の間に国境が制定 され,満 州 とサハ リン,北 海道の間を繋 ぐ交易路が絶たれたことも

決定的な要因だったのである。

　国境の策定まではアムール川下流域の住民にとって物資の流れは満州から日本へ,

日本から満州へと物資が自由に往来する両端が開いた道であった。 しか し,そ の後は

ロシア,中 国,日 本からの交易路はそれぞれサハ リンまたは北海道まで,松 花江下流

までの袋小路へと変わって しまった。

　 19世紀末期から長期的な本格的野外調査を行なったシュテルンベルグL.Ya.　 Shte-

rnbergや アルセニェフV.　K・Arsen'ev,ピ ウスツキB.　Pilsudskiら が描 くアムール

川下流域 とサハ リンの住民は常に貧 しさと同居 している。それはその時が交易路の転

換期に当たり,新 しい道が十分整備されていなかったか らである。そのたあに物資の

流れが滞 り,さ らに住民がロシアとの交流に戸惑いを見せていたのである。

　以上のように,清 朝支配下における朝貢と交易活動は物質文化の面でアムール川下

流域とサハ リンの住民に大 きな影響を与えていた ことが判明 した。このような物質面

での影響,い いかえれば経済的な側面からの影響は当然当該地域の住民の社会構造に

も関わって くる。毛皮を貢納 したことに対する愚賞は清朝側で与えた地位に応 じて差

があり,そ れが経済的格差を生むとともに,新 しい社会階層を形成,固 定化させるこ

とにもなる。そして,そ れはまた清朝が辺民制度を維持するために設定 した社会装置

の一部にもなる。次節では東北辺民制度を支えた社会装置が住民の社会にどのように

影響 し,そ れがまた彼 らのエスニシティとどのように関わっていたのかについて論 じ

ていこう。

第3節 東北辺民制度下における氏族 と集落の機能

1)　 清朝が規定 した辺民の社会組織

　清朝がアムール川下流域とサハ リンの住民に対する統治機構 として作 り上げた 「辺

民制度」の社会的な基盤は満州語でhala,漢 語で 「姓」と呼ばれる父系氏族と満州語
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でgagan,漢 語 で 「郷 」(ま た は 「屯」)と 呼 ば れ る集 落 に あ った。 辺 民 を氏 族 と集 落

単 位 で把 握 し,支 配 す る方 法 は太 宗 時代 か ら一 貫 して い る。 本 節 で は そ の辺 民 支 配 に

利 用 され た 氏 族halaと 集 落g誌anの 実 態 が どの よ うな もの だ った か を 明 らか に しな

が ら,清 朝 支 配 の社 会 的 な意 義,影 響 を 考 察 す る。

　 辺 民制 度 が完 成 し,そ れ が十 分 機 能 して い た18世 紀 中 期 か ら後 期 当 時 の ア ム ー ル川

下 流域 とサハ リ ン,沿 海 州 の住 民 を統 治 す る装 置 と して 規 定 され た 氏族halaと 集 落

gaganの 属 性,機 能 に つ いて 直 接 言 及 した 史 料 は ほ とん どな い 。 した が って,そ れ に

関 して は19世 紀 中期 以 降 の 民族 誌 に残 され た 当 該 地 域 の 住 民 の 社会 組織 に関 す る記 述

か ら類推 す る しか な い。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 '

　 清 朝 が アム ー ル川 下 流域,沿 海 州,サ ハ リ ンの住 民 を 「辺 民 」 と して 統 治 す る た め

に氏族 と集 落 を利 用 した の は,満 州 人 自身 が持 って いた 社 会 組 織 との 類 似 ま た は共 通

性 を見 い だ した か らで あ る と考 え られ る。 古 来 よ り,現 在 の 満 州(現 中 国東 北部)か

ら当該 地 域 にか けて の 住 民 の社 会 に は満 州 語 のhala,　 gaganに 近 い名 称 で 呼 ば れ,か

つ そ の性格,機 能 が 類 似 した組 織 が あ った。 現 在 で もそれ に類 す る言 葉 は 当 該地 域 の

住 民 に は残 され,例 え ば,ナ ナ イ語 で はxala,　 gas7an,ウ リチ 語 で はhala,　gasa/gasan,

オ ロチ語 で はxala,　gasα1gassa,ウ デ へ 語 でxa,ネ ギ ダ ー ル語 で κala,　gasin,ウ イル タ

語 でxata!halta,　 gasa!gassaな ど とい う[ssTMYa　 l975:143,459]。

　 ま た,機 能 ・属 性 は異 な るが,ニ ヴ フ に も類 似 の 呼称 を持 った父 系 出 自集 団 が あ り,

んκ認 とい う。

　 清 朝 は東 北 辺 民 の社 会 組 織 を満 州 人 の社 会 組 織 と同様 に設定 し,同 様 に行 政 組 織 の

末 端 に組 み込 ん で利 用 した と考 え られ る こ とか ら,満 州 人 の氏 族hala,集 落gaganの

性格,機 能 は辺 民 の そ れ に も反 映 して い る。 ま た,18世 紀 中後 期 当 時 の辺 民 の代 表 的

存 在 で あ った鳥 蘇 里 江 河 ロか らキ ジ湖 ま で広 が っ て い た 「赫 哲 」 と呼 ばれ た 住 民 の大

部 分 は現 在 の ア ム ー ル ・ナ ナ イ の祖 先 で あ る こ とか ら,ア ム ール ・ナ ナ イの社 会 に も

辺 民 社会 の 名 残 が根 強 く反 映 して い る はず で あ る。 した が って,そ の 両 者 を基 礎 に し

て 辺 民 社会 の 氏族halaと 集 落gaganの 性 格 と機 能 を 推 定 す る こ と に しよ う。

2)　 辺 民 氏族halaの 属性 と機 能

　 まず,氏 族(姓)halaの 基 本 性 格 は,満 州 人 の氏 族hala-mokun(以 下 で 触 れ る

が 満 州 人 の 出 自集 団 に対 す る この 呼称 は シ ロコ ゴ ロ フS.M.　 Shirokogorovの 命 名 で

あ る[シ ロ コ ゴ ロ フ　 1967:23])や ナ ナ イ の氏 族xalaか ら考 えて,人 類 学 で 術 語 と

して 使 用 され る 「氏族 」clanに 近 い もの で あ る と推 察 で き る。
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　 例 え ば,満 州 の氏 族hala-mokunに つ い て シ ロ コゴ ロ フ は,「 満 州 族 の氏 族 は,一

人 の 男 性祖 先 か らの そ して男 性 祖 先 を通 して 共 通 出 自の 意 識 によ って結 合 され,そ し

て また 共 通 の 氏族 諸 神 露 を有 し且 つ一 連 の禁 忌一 その 主 な る もの は一 氏族 の成 員 間

の 婚 姻 の 禁 止,す な わ ち族 外 婚 で あ る　 　 を認 め る と ころ の,血 縁 関係 の承 認 に よ っ

て結 合 され て い る,人 々 の一 集 団 」 で あ る と定 義 して い る[シ ロ コゴ ロフ　 1967:21]。

また,1940年 代,50年 代 にナ ナ イ の間 で 調査 を した セ ムYu.　 A.　Semは ナ ナ イ の氏 族

κα彪 を父 系 の祖 先 と特 定 の精 霊 を共 有 し,氏 族外 婚 を 厳守 し,特 定 の地 域 を 占有 し,

氏族 の 漁場,猟 場,埋 葬 場 を持 ち,経 済 的 に も一 体 性 の あ る集 団 で あ る と して 扱 って

い る[SEM　 I959:12--14]32)。

　 セム の主 張 の 内,漁 場,猟 場 の所 有,経 済 的 一 体 性 につ い て は 疑 問 が投 げ か け られ

て い るが(例 え ば,[SMoLYAK　 l975:154-168]),そ の ほか につ い て は満 州 の氏 族

と も一 致 す る。 した が って,父 系 の祖 先 を 共 有 し,共 通 の 精霊 を持 ち,氏 族 外 婚 を遵

守 す る とい う点 は18世 紀 の 辺 民 の 氏 族halaに と って も基 本 的 な属 性 ま た は建 前 だ っ

た と思 われ る。

　 満 州 の 場 合,氏 族 はhalaとmokunと い う2段 階 の 組 織 に な って い る。　mokunは

halaの 下 位 組織 で あ り,本 来halaが 持 って いた 機 能 の す べ て を代 行 す る。　 しか し,

halaに 固 有 の 名 称 が あ るの に対 してmokecnに は そ れ が な く,親 集 団 で あ るhalaの 名

称 を使 用 す る。 事 実 上 満 州 の氏 族 制 度 の 中で 社会 組 織 と して機 能 して い る の は 脚 勧 π

で あ るが,mokunはhalaを 離 れ て は存 在 し得 な い。 シ ロ コゴ ロ フは そ の 点 を考 慮 し

て 満 州 人 の 氏 族 体 制 をhala-mokun体 制 とす るの が 的 確 な 表 現 で あ る と述 べ て い る

の で あ る[シ ロ コゴ ロフ　 1967:22-23]。

　 満 州 のhalaがmokunに 機 能 を譲 った 理 由は,シ ロ コゴ ロ フ によれ ば,清 朝 が 中 国

を支 配 す る こ とに な った 結 果,加 如 の成 員 が 中 国全 土 に拡 散 した た め で あ る とい う。

成 員 が 中 国各 地 に拡 散 した 結 果,氏 族 総 会 は 加 伽 単 位 で は 開 催 で きな くな り,そ の

他 氏 族 の属 性 と して あ った 諸 機 能 もhala単 位 で は 果 た せ な くな った。 そ こで,　 hala

の 中 で も比 較 的近 所 に居 住 す る者 ど う しが 氏 族会 を 開 き,諸 事 を処 理 す る こ とに な り,

氏 族 の組 織 と して の実 態 と機 能 は そ の 小 集 団 が代 行 す る よ うに な る。 そ れ がmokunと

32)セ ムは 彼 が調 査 した ナナ イ の氏 族 の 属 性 を端 的 に表 す 次 の よ う な格 言 を 紹 介 して い る。

　 　1)《em　 taba》(ひ とつ の 火)

　 　2)《em　 dyurin》(一 人 の守 護 者)

　 　3)《medola　 asi　naiba　achasi>>(互 い に結婚 す るな か れ)

　 　4)《em・xwmun》(ひ とつ の 墓地)

　 　5)《em　 xaladα　em　gasrandα》(一 人 の 姓 長,一 人 の 郷 長)

　 　6)《 θ加 励 αぬ9θ∫8鞠8∫》(法 廷 には とも に立 つ)
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い うわ けで あ る。 した が って,mokunと はhalaの 地 域 的下 位 集団 と規 定 す る こ とが

で き る33)。

　 セム と凌 純 声 に よれ ば,ナ ナ ィ に も 物 肋 πと呼 ば れ る下 位 集 団 が あ った こと が知 ら

れ て い る[SEM　 1959:19;凌 純 声 　 1934:225]。 た だ,両 者 と もナ ナ ィ の氏 族 κala

の 中の 内 部組 織 で,人 口が増 加 した こ とに よ って,分 裂 した もの と定 義 す るだ け で,

シ ロ コ ゴ ロ フの述 べ るよ うに詳 しい規 定 は して い な い。 セ ムはxata内 部 の 父系 リニ

ー ジ(彼 の言 葉 で はpatronlmlyaと い う)で あ る と述 べ て い るが
,果 して そ れ が 系譜 関

係 が明 らか な 父 系 出 自集 団 で あ るか ど うか に つ いて は触 れ られ て いな い。 ナ ナ イ の 氏

族 に もBel'dai(Bel'dy)の よ うな大 きな氏 族 の 中 に は互 い に婚 姻 関 係 を結 ぶ こ とが で

きる下 位 集 団 が あ った こ とを 考 え る と[SMoLYAK　 l975:118],　 mokunと い う名 称 が

使 われ たか ど うか を 別 に して,ナ ナ イ に もや は り κα伽 の下 に地 理 的 に近 接 す る成 員

ど う しで結 成 され,実 際 に その機 能 を代 行 す る下 位 組 織 が あ った こ とは事 実 の よ うで

あ る。 そ して,そ の こ と は また,辺 民 の 氏族 に もそ の よ うな 内部 組 織 ま たは 下 位 集 団

を 中 に含 む もの が あ った こ とを 示 唆 して い る。

　 満州 氏族 で は ま た,各 成 員 は その 全 成 員 の 親族 関係 を熟 知 す る こ とが 義務 づ け られ

て い た た め に,「 氏 族 簿 」clan　 book,「 氏族 譜 」clan　 listが 作 成,保 管 され て いた

[シ ロ コゴ ロフ　 1967:21]。 これ は氏 族 の 中で は成員 の親 族 関係 を示 す資 料 とな るが,

清 朝 の行 政 側 と して は一 種 の戸 籍 に も な る。

　 ナ ナイ な どア ム ー ル川 下 流域 や沿 海 州,サ ハ リ ンの住 民 には 基 本 的 に文字 が な か っ

た た め に,満 州 の よ うな 文 書 化 さ れ た 「氏 族 簿 」,「氏 族 譜 」 につ いて の 記 録 は な い。

18世 紀 の辺 民 達 に も その よ うな 文 書 化 され た 氏族 の成 員 に関 す る帳 簿,ま た は系 譜 な

ど は なか った と考 え られ る。 した が って,成 員 間 の系 譜 的 な つ な が りは人 々の 記 憶 に

頼 らざ るを 得 ず,移 動 な ど に よ って 成員 が広 い 範 囲 に分 散 す る よ うに なれ ば,氏 族 名

は保 たれ るが,各 地 の 同名 の 氏 族 の 成 員 が 系譜 的 にど の よ うに つ な が る のか が わ か ら

な くな り,互 い に親 族 で あ る と い う証 拠 は な くな った と思 わ れ る。 しか し,そ れ で も

清 朝 が辺 民 を 氏 族(姓)halaと 集 落(郷)gaganご と に 把 握 す る こ とに した の は,両

者 を戸 籍 ま た は納 税 者 台 帳 の基 礎 区分 と して 利 用 す る事 が 最大 の 目的 だ った の だ ろ う。

33)シ ロ コ ゴ ロ フは概 念 と してclanとlineageの 区別 を して お らず,満 州 のhala-mokunを す

　 べ てclanと して 扱 って い る 。 しか し,以 下 に 指 摘 す る よ うに,　mokunの 成 員 は互 いの 親 族 関

　係 を熟 知 す る義 務 が あ り,そ の た め に 全 男 子 成 員 を 記 した 「氏 族簿 」clan　 book,「 氏 族 譜」

　 clan　listを 作 成,保 存 す る ことか ら,系 譜 関係 は原 則 と して 明 らか で あ る 。 した が って,現 在

　 の 概念 か らい え ばm・kunは1ineageで あ る とい え る 。 「氏 族 譜 」clan　 listの 存在 につ い て は シ

　 ロ コゴ ロ フ 自身 も 目撃 して い るが,『 満州 族 の 社会 構 成 』 を 翻 訳 した 大 間 知 篤三 が間 近 に確 認

　 して い る[シ ロ コ ゴ ロ フ　 1967:92]。
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　19世紀中期か ら今世紀初頭にかけて民族学者の調査が行なわれた時代の満州,ナ ナ

イに共通に見 られた氏族のその他の属性には次のようなものが認められる。

a)氏 族 内 の 最 高 の 議 決機 関 と して定 期 的(原 則 的 に は年1回)に 全 成 員 か らな る

　 　総会 が 開 か れ る こ と。

b)氏 族 の 秩 序 を 守 り,氏 族 が規 定 す る様 々 な道 徳,規 則 を徹 底 させ るた め に必 ず

　 　首 長(hala　 da/xαla　daま た はmokun　 da)が い る こと。

c)外 婚単 位 で あ る こ と。

d)司 法権 の 自治 を認 め られ て い る こ と。

e)成 員 の 身 体,財 産,地 位,名 誉 を守 る た め の装 置 を持 つ こ と。

　 a)の 氏 族 総 会 は満 州 人 の 場 合 普 通年 に1回,少 な くと も3年 に1回 の 割 合 で 開 か れ

る。 会 は 男 女 別 に行 な わ れ,男 性 の 集会 に女 性 が参 加 で き な い の と 同様 に,女 性 の 集

会 に も首 長 を の ぞ い て 男性 は 出席 で き な い。 集 会 で は 一 日 目 にhala-mokunの 祖 先 と

諸 神霊 に対 して 供 犠 祭 礼 が 行 な わ れ,二 日 目に首 長 で あ るmokern　 daの 選 出 と重 要 案

件 の 討 議 が 行 な わ れ る。 そ して,三 日目 に女 性 の集 会 が 開 かれ る。

　 女 性 の 集 会 につ いて の記 録 は な い が,状 況 は ナ ナ イで も 同 じで あ る。

　 19世 紀 末 期 か ら今 世 紀 初 頭 に か けて ア ム ール ・ナ ナ イ を 調査 した ロパ ー チ ン1.A.

Lopatinに よれ ば,ナ ナ ィの 氏 族 会 は毎 年 秋 に,そ の 氏族 の 成 員 が最 も多 く住 ん で

い る村 か,氏 族 の 長 老 が い る村,ま た は最 も年 輩 の シ ャー マ ンが い る村 で 行 な わ れ る

[LoPATIN　 l922:186]。 そ の 集 会 で最 も重 要 な行 事 が氏 族 の守 護霊 達 に対 す る儀 礼

で,ochixe uileoriと 呼 ば れ る。 その 儀 礼 の 中 心 は氏 族 の神 々 に犠 牲 を捧 げ,氏 族 の 繁

栄 を祈 る こ と にあ る。 この儀 礼 ま た は祭 典 に は男 子 しか参 加 で きな い。 ロパ ーチ ンの

説 明 で は,女 子 は 他 氏 族 か ら婚 入 した妻 達 か将 来 他 氏 族 へ 婚 出す る娘 達 で あ り,現 在

その 氏 族 の 成 員権 を 持 た な い か,ま た は将 来 失 う者 で あ る か らだ と い う。 した が って,

女 子 は また 犠 牲 と して 捧 げ られ た豚 の 肉 を食 べ る こと もで き な い。

　 ロパ ーチ ン が 観 察 し たochixe　uileoriは 次 の よ うに 進 め られ た と い う[LOPATIN

l922:186]。

　 第 一 日 目は 夜 に犠 牲 を捧 げ るた め の準 備 が行 な われ る。 そ こで は シ ャ ーマ ンが 歌 を

歌 い,神 々 に犠 牲 を 受 け取 るよ う懇 願 す る。 参 加 者 は歌 に合 わ せ て 太 鼓 や が らが ら音

が す る帯 を 身 につ け て踊 る。 翌 朝 シ ャー マ ンは太 鼓 を持 って 氏 族 の 木 に近 づ く。 そ の

木 の 下 には 氏族 と血縁 関係 に あ る と信 じ られ て い る神 々の 像 が 安 置 され,そ こが 犠牲

を 捧 げ る場 所 にな る。 シ ャー マ ンは列 あ先 頭 に た って その 木 に近 づ き,歌 い,踊 り,
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群 衆 は そ こ にひ ざま ず く。 シ ャー マ ンが神 々 の犠 牲 を受 け入 れ る準備 が 整 った こ とを

告 げ る と,長 老 の 一 人 が 犠牲 の豚 を殺 し,シ ャ ー マ ンが その 血 を飲 み,ま た 神 像 に振

りか け る。 シ ャーマ ンは 群 衆 が ひ ざ まず く中,祈 りを捧 げ,そ れ が終 わ る と神 像 は翌

年 まで 傷 まな い よ う に,専 用 の 小 屋 に戻 され る。 以 上 で儀 式 は終 わ り,そ の後 盛 大 な

宴 会 が 開 かれ て,犠 牲 に され た 豚 や 酒 が 参加 者 に振 舞 わ れ る。

　 この よ うな氏 族 の祖 先 や 守 護 霊 な どへ の 供 犠 祭 礼 は 満 州 人,ナ ナ イ を は じめ,当 該

地 域 の 住 民全 域 に見 られ る儀 式 で あ る。 しか し,こ れ は この 地 域 の 住 民 に 伝統 的 な も

の で あ り,清 朝 の 支 配 とは 関係 な い。 した が って,形 式,崇 拝 す る精 霊 な どは 地 域 ま

た は エス ニ ック ・グ ル ー プ ご と に独 自の もので あ る。 例 えば,ナ ナイ で は 上 記 の よ う

な集 会 と儀 礼 が 行 な わ れ た が,ニ ヴ フ,ウ リチ な ど で は有 名 な飼 い熊 祭 りが 氏 族 成 員

と祖 先 との結 びつ き,氏 族(事 実 上 は 出 自集 団)間 の 関係 の 確認,強 化 とい った意 味

を持 って い た(ニ ヴ フ の熊 祭 りの社 会 的 意 味 につ いて は[黒 田　 1974,1975;SHTER-

NBERG　 1933]を,ウ リチ の 熊 祭 り につ い て は[ZoLoTAREv　 1937b]を 参 照)。

　 18世 紀 の辺 民 も類 似 の儀 礼,集 会 を行 な って いた は ず で あ る。 しか し,祖 先 供 養 や

熊 祭 りの よ うな 清朝 支 配 以 前 か ら続 け られ て き た社 会 的,宗 教 的行 為 で 清 朝 の 統 治 に

直 接 関 係 の な い もの の 場 合,そ の 活 動 の単 位 とな っ た の は,清 朝 が規 定 した 氏 族(姓)

halaや 集 落(郷)ga首anで は な く,独 自 の 組 織,す な わ ちhala!xata!kxalま た は

その 下 位 組 織 で あ った 。 そ の よ うな 古来 の伝 統 に まで 清 朝 の氏 族(姓)な どが 関 与 し

た の は,支 配 が 徹 底 して 清 朝 規 定 の 氏 族(姓)と 古来 の組 織 で あ ったhata!xalaが 一

致 す る よ うにな?た 地 域 だ けで あ った と思 わ れ る。例 え ば,後 で詳 述 す る が,「 費 雅

喀姓 」Fiyaka　 halaの よ うな実 際 の社 会 組 織 に基 づ か な い氏 族(姓)の 場合 に は 「費

雅 喀 姓 」 全 体 の 集会,祖 先 供 養,熊 祭 りな ど は あ りえ な い か らで あ る。

　 b)の 氏族 の首 長 で あ る姓 長hala　 i　daは18世 紀 の 辺 民 制 度 の 中で は郷 長gagan　 da

と と も に清 朝 政 府 を 辺 民(貢 納 民)と 繋 ぐパ イ プ役 で あ った。 辺 民 の 氏 族 は 彼 らの 存

在 に よ って,清 朝 の 行 政 組織 の 末端 に位 置 す る こ とに な った とい え る。 しか し,そ れ

は満 州 人 の場 合 で も 同様 で あ る。 シ ロ コ ゴ ロ フ に よれ ば 満州 の 氏族 に は行 政,司 法 の

面 で大 幅 な 自治 権 が 認 め られ て いた が,そ れ は あ くま で も清 朝 の 行政,司 法 組 織 の一

部 で あ る と い う前 提 の も と に認 め られ た もの で あ る。

　 例 え ば,満 州 氏 族 の首 長 で あ るmokun　 da(満 州 の 場 合 は 氏 族 の機 能 は 配o肱π が果

た して い た た め,首 長 はhala　 i　daで は な くmokun　 daで あ る)の 職 務 は氏 族 集会 の

司 会,裁 判 の 主 催34),氏 族 内 の 重要 事 項 の協 議,諸 儀 礼 の監 督,道 徳 の 維 持,結 婚,

34)mokun　 daに は一般に鞭打 ち100回 までの処 罰権があ ったとされ る。 また,北 部満州ではシロ

　 コゴロフが調査 した時代まで,氏 族 には 極刑 を 行使する権利 があ った という[シ ロコゴロフ

　 1967:84,87]o
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相 続,分 家 の 許 可,氏 族 譜 の保 管,成 員 に対 す る種 種 の 助 言 な どで あ った。mokun　 da

の 氏族 内 にお け る権 限 は絶 大 で,氏 族 の 中 で は将 軍(昂 邦 章 京amban　 janggin)に

匹 敵 した と いわ れ る。 官 憲 は 満州 人 の事 件 につ いて は必 ず は じめ にmokun　 daに 照 会

した 。 そ の 状 態 は 民 国 時代,シ ロ コ ゴ ロ フが 調 査 した 時 ま で続 い て い た。 また,佐 領

は 新 兵 募 集 をmokun　 daに 依 頼 しな けれ ば な らな か った[シ ロ コゴ ロフ　 1967:84]。

　 満 州 人 の 日常 生 活 を律 す る氏族 組 織 と清 朝 の軍 団 で あ る八旗 組織 とは互 い に抵 触 し

合 う面 が あ った が,日 常 生活 に 関 す る面 で はmokun　 daの 権 能 が佐 領 の それ を上 回 る

こ と もあ った 。 シ ロ コゴ ロフ は そ の一 例 と して 彼 が 愛琿 地 方 を訪 れ る以 前 に起 きた事

件 を 挙 げ て い る。 そ れ は ヘ ジ ェル氏Ml　Hejerで の 出来 事 で,そ の 氏族 出 身 の あ る佐 領

が 軍 務 の た め氏 族 の 儀 式 に出席 す る義務 を怠 り,代 理 人 に欠 席 通 知 と金銭 を持 た せ る

こ とで 済 ます と い う こ とが続 い た。 そ の氏 族 のmokun　 daは その よ うな こ とは氏 族 の

た め には な らな い と して,再 三 そ の佐 領 に警 告 した が,彼 は それ を 無視 した た め,つ

い に強 行 手 毅 に訴 え た 。 佐 領 は最 後 に は 出頭 して きた が,結 局 鞭 打 ち100回 の刑 に処

せ られ,そ の上 でmokun　 daの 前 にひ ざ ま ず い て赦 免 を乞 わ ね ばな らな か った と い う

[シ ロ コ ゴ ロ フ　 1967:87]。

　 満 州 人 の場 合,社 会 の 秩 序 を 律 す る職 務 を帯 び た首 長mokun　 daは 原則 的 には定 期

的 に召 集 され る氏 族 集 会 で 選 出 され る。 一 般 に そ の候 補 者 とな る の は与論 にお い て 賢

明 で,学 問 が あ り,正 直 で,真 に困難 な社 会 的機 能 を執 行 す る才 幹 能 力 あ り と考 え ら

れ て い る若 者 で あ る とされ た 。 た だ し年 齢 は25歳 以 上 とされ る が,財 産 の多 寡,以 前

の社 会 的地 位 な ど は 問題 に され な い[シ ロ コ ゴ ロ フ　 1967:84]。

　 halaと い う組 織 が 実 態 を 失 って 氏族 の諸 機 能 がmokunに 移 行 して い た満 州 と は異 な

り,ナ ナ ィ に お いて は κalaと い う単 位 が ま だ十 分 氏 族 の機 能 を果 た して いた た め に,

ナ ナ イ の 氏族 の首 長 はxaladα とmokundaの 双 方 が い た こ とに な って い る[SEM　 l959:

15]。　 セ ム に よれ ば,ナ ナ イ のxaladaは 基 本 的 には 氏族 間 関係 の 調停 の専 門家 で あ

り,軍 事 指 導 者 で あ る と位 置づ け られ る。 そ の 職 務 は 氏族 の 領 土 の 確保,氏 族 集会 の

召 集,武 器(弓 矢,槍,鎧 な ど)の 保 守 管 理,氏 族 間抗 争 の指 導,戦 闘 の指 揮,休 戦

協定 の締 結,氏 族 内 で の刑 罰 の執 行,戦 利 品 の 分 配 な どで あ る とい う。 そ れ に対 し,

mokundaの 方 は 日常 生 活 の面 で の指 導 者 で,そ の 職 務 は 共 に生 業 活 動 を行 な う者 ど う

しの 寄 り集 ま り(7'o　balijierri　xePsiuri)の 召 集,季 節 ご との 漁 場,猟 場 の 割 当,集 団

狩 猟 の指 導,集 団漁撈 の 指導,氏 族 の 倉 庫 と備 品 の保 守管 理,必 要 時 の 備 品,食 糧

分 配 の 差 配,長 老 会 議 の 代 表 者 と して 裁 判 を 行 な うこ とな どで あ る と され る[SEM

1959:15]o
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　清朝支配下の辺民の場合,姓 長hala　i　daの 職務は上記の満州やナナイの場合のよ

うに成員の日常生活を律 し,独 自に裁判を行なって秩序を守るという点で清朝の行政,

司法の末端に位置 していただけではない。清朝が彼 らの氏族に独自の行政権,司 法権

を与えて伝統社会を保持させたのはそれを利用 して確実に　皮を収集するためであっ

た。 したがって,姓 長hala　i　daに は毎年貢納すべき　皮を規定数集めて寧古塔,三

姓または各出張所に持参 し,烏 林を受け取 って毛皮を支払 った者に配るという義務が

課せ られた。 それは郷長gagan　 daと 子弟deote　juseも 同様である。 そのことにつ

いてはセムの調査を待つまでもなく,19世 紀初頭に中村小市郎や間宮林蔵が直接見聞

している。

　例えば,小 市郎は 『唐太雑記』の中で 「イチヨホットにて役人の前へ出るには,乙

名の類　の皮弐枚,平人壱枚ずつ差出す」と記 している[唐太雑記　 1982:616]。 彼の

いう 「乙名」というのは姓長,郷 長または子弟のことであり,彼 らは平民とは違 って

　皮を2枚 払わねばならなかったとある。 しかし,他 方でデ レンの出張所でのようす

を直に見聞した間宮林蔵は姓長,郷 長 らが代表 して三姓から派遣されてきた佐領に挨

拶 し,詔の皮1枚 を差 し出すように記 している[東　紀行1969:187]。 両者の違いは

三姓(小 市郎のいうイチヨホッ トのこと)で 儀式を行なうか,出 張所で行なうかによ

るものと思われる。いずれにせよ,辺 民制度が機能 していた時代には姓長hala　 i　da,

郷長gagan　 da,子 弟deote　juseら が一部の村人を率いて三姓,ま たは出張所に赴き,

規定数の毛皮を払い,規 定数の鳥林を受け取 っていたことがわかる。

　 1850年 代にアムール川下流域を調査 したシュレンクL・Shrenkに よれば,当 時の姓

長hala　 i　da(シ ュレンクはxagadaと している)の 職務は毛皮 の収集だけでなく,

自分が管轄する氏族成員の死者と新生児の登録,満 州官吏がやって来る出張所の家屋

(ナナイ語でgya∬aと いう)の 保守管理があったという[SHRENK　 1903:57-58]。

彼の時代には出張所はデレンからさらに上流のモルキ(彼 の表記ではMylki)の 対岸

の木城に移された後だったが,姓 長達はそこに魚などの食糧を十分用意 し,さ らに官

吏が乗った船の修理に必要な道具,材 料を揃えておく。また,彼 らは毛皮の支払い漏

れがないように,自 分の管轄下の住民に満州官吏の到来を告げな くてはならなかった。

　 氏族内の死者と新生児を登録 し,正 確な貢納者の数を清朝の官吏に報告するという

職務はシュレンクの記録にしか見 られない。清朝 としては乾隆15年(1750年)に 既に

貢納民の数を固定 したために,毎 年人口調査を行なう必要はなくなっていたはずであ

る。それにもかかわ らず氏族の死者と新生児を登録させ,人 口動向を監視 していたと

いうことは辺民達を毛皮貢納という観点以外からも監視 していたことになろう。つま
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り,満 州人の氏族に数々の自治権を持たせながらその行政組織の一部として機能する

ようにしたように,辺 民も氏族を通 して完全 に把握 しようとしたのである。

　 ところで,ナ ナィの間には満州人のような氏族譜の存在はこれまでどの民族誌にも

現れていない。 しかし,も しシュレンクのいうようにたとえ正確ではな くとも,本 当

に姓長が氏族内の死者,新 生児を書 き込んだ氏族成員の人口に関する書類を官吏に提

出していたとすれば,三 姓副都統衙門の櫨案の中に辺民の各氏族の系譜,人 口動向に

関する記録が残されているはずである。

　 シロコゴロフは満州のmokun daを 氏族集会での選挙で選出されると述べているが,

18世紀の辺民の氏族の首長である姓長hala　i　daは 郷長gagan　 daや 子弟deote　juse

とともに清朝政府(具 体的には寧古塔か三姓の副都統)の 任命という形式を取 って任

じられた。 しか し,そ れは事実上世襲であり;清 朝政府か らは任命という形式で親か

ら職を受け継 ぐことを承認されていたようである。それはまた,清 朝の官職が世襲で

あったのと同様である。姓長,郷 長,子 弟は清朝の官職の一部であるため,任 命に際

してはその地位を表す石の飾りのついた帽子が授与された。ナナィの間には1930年 代

まで姓長,郷 長の任命書や帽子,帽 子の飾りなどが残されていたが,そ れ らによれば,

裁判長jangenの 職を表す石の色は深みのある青,姓 長を表すのは緑,郷 長は白,子

弟は銅の飾 りであった[OFMAE　 5747-166]。

　この姓長,郷 長などの役職の世襲化は辺民の社会に特殊な家系,さ らには特殊な階

層を生み出す結果となる。また,世 襲になることで,役 職は職務から一種の官位の性

格も帯びるようになる。つまり,実 際には清朝か ら与えられた職務や伝統的な氏族の

首長としての職務を果たさなくても毛皮さえ規定数貢納すれば,清 朝側か らはそれ相

応の待遇を受け,自 分の属する社会の中でも相応の地位,財 産,名 誉が保持できたと

考え られる。そのような傾向は清朝統治が十分に機能 しなかった費雅喀,奇 勒爾など

のアムール川最下流域の住民や支流奥深 くの住民により強 く見られる。

　例えば,キ ジ湖以下の集落に登録されている 「費雅喀姓」Fiyaka　halaに は6人 も

の姓長hala　i　daが 任命されている。それは 「費雅喀姓」の中に6つ の下位集団があ

ったというよりも,姓 長を輩出する6つ の家系があったことを意味している。恐 らく

この6人 の姓長には管轄下の 「費雅喀人」を押える力はなく,単 に規定数の毛皮を用

意 して鳥林賞与を受け,経 済的に繁栄 しただけだったのではないかと思われ る。 とい

うのは,「費雅喀」という住民は形式的には辺民制度の一員であるものの,実 質的には

その堵外にいたからである。 「費雅喀姓」が登録された地域は近現代の民族誌ではニ

ヴフ(ギ リヤーク),ウ リチ(オ ルチャ)の 住地とされたところであり,彼 らにも多数
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の 氏 族 ま た は 独 自 の 名称 を持 つ父 系 出 自集 団 が あ った に もか か わ らず,清 朝 は それ ら

を全 く登 録 して いな い。

　 姓 長 は原 則 と して は各 氏 族 に1名 ず つ 任 命 され る もの で あ るが,清 朝 は辺 民 の氏 族

す べ て に姓 長hala　 i　daを 任 命 した わ けで は な い。 乾 隆15年 に 固定 化 され た 際,姓 長

に任 命 され て い た の は22名 で あ る。 しか し,「費 雅 喀 姓 」には6名 の姓 長 が任 命 され て

お り,姓 長 が任 命 さ れ た の は17氏 族 で あ った 。 残 りの 氏族 で は 清朝 に任 命 され る首 長

が郷 長gasan　 daま た は子 弟deote　 juseで あ った り して お り,中 に は 「庫 頁 姓 」 の

よ うに毛 皮 を持 参 す る各 集 落 の 代 表 者 が全 員 白人bai　 niyalma(つ ま り庶 民)で あ る

場合 もあ った。

　 そ の氏 族 の首 長 に姓 長hala　 i　daを 任 命 す るか否 か は そ の氏 族 の格 付 け を清 朝 が ど

う決 定 す るか を表 して い る。 そ して,そ の格 は 清 朝 が そ この住 民 を辺 民 と して どれ だ

け 重 要視 して い る の か も示 す 。

　 姓 長 が任 命 され て い る氏 族 はす べ て 人 口的 に も居 住 す る地 域 的 に も規 模 の大 き い も

の で あ る。　 『三 姓 副 都 統 衙 門 満 文 橦 案 訳 編』 の 「二,牧 貢和 解 送 貢 　 」 所 収 の 種 案 に

見 られ る氏族,集 落 の一 覧 表 に よれ ば,姓 長 が い る氏族 は サハ リンの辺 民 で あ る 「庫

頁 費 雅 喀 」 に登 録 され た6つ の 氏 族(姓)と30.「 費 雅 喀 姓 」,18.「 奇 勒 爾姓 」,19.

「塞 焉 爾姓 」,22.「 奇 津姓 」,そ して キ ジ湖 よ り上 流 の ア ム ー ル川 本 流 の集 落 に登 録 さ

れ,当 時 「赫 哲 」 と分 類 され て いた 人 々の 中 の21.「 部 爾 恰 勒 」,16.「 圖 墨 里 爾」,7.

「札 克 蘇噌 」,6。 「鳥 札 拉 」,5.「 賀 齊 克 哩 」,4.「 必 勒 達 奇 哩 」,3.「 富 斯 恰 疎9」の諸

氏族 で あ る。 それ らの 内,奇 勒 爾姓 と塞 焉 爾 姓 は後 に ナ ナ ィの 氏 族 構 成 に参 加 し,「赫

哲 」 の氏 族 は今 日 の ナ ナ イの 氏 族 構 成 に含 まれ る。 した が って,姓 長 を任 命 され た17

氏族 の 内,9つ の氏 族 が今 日 の ナ ナ ィの 氏族 構 成 に参 加 す る こ とに な り,そ れ だ け当

時 の ナ ナ イ の祖 先 達 が辺 民 と して 重 要 視 され て い た こ とを窺 わ せ る(各 氏 族 の戸 数,

姓 長,郷 長 らの人 数 に つ いて は表2を 参 照)。

　 満州 のmokun,ナ ナ イ のxala,ま た ニ ヴ フのk・xatい ず れ も この地 域 の氏 族 は建 前 上

c)の 外 婚 規 定 を持 って い る。 同 じmokun.　 xala,　kxalの 者 と結 婚 す る こ とは許 され な

い 。 ナ ナ イ で は 氏族 外 婚 を破 る とsekkaと 呼 ば れ る悪 霊 が生 まれ て 入 の 血 を 吸 う,網

に か か った魚 を逃 が す,ボ ー トを転 覆 させ るな どの いた ず らを して人 々 を苦 しめ る こ

とに な る と信 じ られ て い た[LoPATIN　 l922:185]。 また,嫁 は 必 ず他 氏 族 の者 で あ

る こ とか ら,夫 の 氏族 の成 員 とな る た め に,婚 入 に際 して 夫 方 の 氏族 の火 に犠 牲 を捧

げ る儀 礼 が行 な われ た と い う[LoPATIN　 l922:185-186]。

　 しか し,ナ ナ イ の氏 族 にはBePdai,　 X()jer,　Kilerな ど の よ う に中 に由来 を異 にす
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るい くつ か の下 位 集 団 を包 含 した もの もあ り,そ の よ うな氏 族 で は 属 す 下 位 集 団 が異

な れ ば,中 で結 婚 す る こ と も許 され た[SEM　 l959:141。 ま た,満 州 の 氏 族mokunに

も始 祖 以 来5世 代 は 分裂 が 許 され な い とい う規 定 が あ った が[シ ロ コ ゴ ロ フ　 1967:

82-83],逆 に見 れ ば,そ れ以 上 経 て ぱ分 裂 して 互 い に通 婚 で き る新 しい氏 族mokunを

創 る こと がで き る と い う こ とで あ った。

　 こ の よ うな こ とか ら,18世 紀 の辺 民 の氏 族halaは 必 ず しもす べ て それ を 単 位 と し

た氏 族 外 婚 が 遵 守 され て いた とは い え な い。 ナ ナ イの 大 氏 族BePdaiの 前 身 と思 わ れ,

18世 紀 段 階 で 既 に ドン ドン川 河 口付 近 か らゴ リ ン川 河 口以 下 まで の 広 大 な 範 囲 に分布

した 「必 勒 達 奇 哩姓 」Bildakiri　 halaや 姓 長 が6人 もい た 「費 雅 喀 姓 」Fiyaka　 hala

な どは それ だ け で は 外婚 単 位 に は な らな か った で あ ろ う。

　 中村 小 市 郎 が カ リヤ シ ンか ら事 情 を 聞 い た と ころで は,当 時(18世 紀 後期 か ら19世

紀 初 期)辺 民 達 の 間 で は 満 州 と同様 にd)の 司 法 権 の 自治 も認 め られ て い た 。 小 市 郎

は この件 に関 して,「 山 丹 の 地 満 州 よ り国政 の教 な し。 喧 嘩 又 は人 殺 等 有 之 候 て も,乙

名 共 取 扱 償 ひ等 にて 事 済 候 由。」と述 べ て い る[唐 太 雑 記 　 1982:627]。 それ は 山 丹 つ

ま りア ム ー ル川 下 流 域 には 満州 で 通 用 して い る清 朝 の 法 令 は 適 用 され ず,殺 人 の よ う

な刑 事 事 件 が 起 きて も 「乙 名 」 す な わ ち姓 長,郷 長 また は 氏 族,集 落 の 長 老達 が 集 ま

って 裁 判 し,賠 償 等 に よ って解 決 され る とい う こと を い った もの で あ る。

　 ナ ナ イ の間 に は この 辺 民 時代 の 氏族 裁 判 の記 憶 が 残 され て いた よ うで,セ ム の 調査

で は ナ ナ ィの 最 も古 い裁 判形 態 は彼 の い うmokunda(mokunの 首 長)を 長 と した長 老

達 に よ る合 議 で あ った とい う。 ナ ナ イ の氏 族 成 員 が 犯 して は な らな い と され,長 老 達

が それ を監 視 した 規則 は,1)殺 人,2)窃 盗,3)女 性(関 係)に 起 因 す る侮 辱,4)言 葉

に よ る侮 辱,5)行 為 に よ る侮 辱 で あ り,係 争 は これ らに よ って 引 き起 こ され る。 ナ ナ

ィ の間 で は一 般 に有 罪 とな った もの に は罰 金 刑 が課 せ られ る が(そ れ は 中村 小 市 郎 の

報 告 と一 致 す る),罰 金 の 内容 は　 ,狐,馳 等 の 毛皮,満 州 や 中 国 の品 物,ま た は漁撈,

狩 猟 の道 具 類 で あ った[SEM　 l959:15-16]。

　 ま た,19世 紀 末 期 か ら今 世 紀 初頭 にか け て ナ ナ イ を調 査 した ロパ ーチ ンは 興 味 深 い

裁 判 の模 様 を報 告 して い る[LoPATIN　 l922:187]。

　 彼 が報 告 す るの は氏 族 間 の係 争 で あ る。 彼 に よれ ば,ナ ナ ィの 間 で は 営 利 目的 の殺

人,窃 盗 な ど は ほ とん どな く,し ば しば起 こるの は氏 族 間 の 関 係 を 損 な う よ うな 事件,

例 え ば,漁 場,猟 場 を め ぐる トラブ ル で あ る とい う。 た だ し,漁 場,猟 場 を め ぐる ト

ラブ ル とい って も基 本 的 に は氏 族 に よ る漁 場,猟 場 の 占有 は な か った と いわ れ る こ と

か ら(詳 し くは[SMoLYAK　 l975:154-168]参 照),個 人 的 な争 い が氏 族 間 の係 争 に
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発展することになると考えられる。

　 ロパーチンが裁判の例 として挙げているのは誰かが他人の罠にかかっていた獲物を

失敬 した事件である。裁判は加害者,被 害者といった当事者以外に必ず各氏族の長老

が立ち会 う。まず,定 められた期日に原告側の氏族の長老の家に関係者全員が集まる。

その家の前の広場には大 きな焚火が焚かれる。その前で原告,被 告双方の尋問,陳 述

が行なわれ,被 告側の長老の陳述 も行なわれる。もしそれで被告側が罪を認めればそ

れで審理は終わる。ロパーチンは書いていないが,何 らかの賠償が払われて終わるの

であろう。

　 しかし,そ れでも被告側が罪を否認するときには,被 告側長老が長時間にわたって

尋問された後,羽 と足を縛ったカラスが持ってこられ,焚 火に投げ入れ られる。もし

被告が本当の犯人であれば,そ の時カラスが断末魔の苦 しみでもがくように彼ももが

き苦しむといわれる(同 様な方法による窃盗犯の探索はオロチ,ウ リチでも見 られる

[LAR'KIN　 1964:79;ZoLoTAREv　 l939:81-82])。 被告が犯人であると判明すれ

ば,彼 は鞭打たれ,罰 金uile　daecriを払わされる。 もし彼が同じ犯行を繰り返すこと

になれば,彼 は集落を追放される。

　 ロパーチンもセム も言い落 としているが,各 裁判にはブangenと呼ばれる裁判長が

いて,裁 判を取り仕切った。jangenは 紺色の石の飾りのついた帽子をかぶり,裁 判を

司る様々な精霊像を彫 り込んだ銅板の飾りを胸 に下げて裁判に望んだ。そのような飾

りはjangen dusxuniと 呼ばれる[OFMAE　 5747-166,181,182]。 このjangenと い

う呼称は明らかに満州語のjanggin(章 京)に 由来する。このjangenが いかにして任

命されたのかについては情報がないため不明である。 しかし,清 朝の官職を表す帽子

があるところを見ると,清 朝の官位のひとつに組み込まれていたようである。

　 ロパーチンやセムが報告する古風な裁判風景は恐 らく古い時代から続けられてきた

もので,清 朝の辺民制度とは無関係であろう。 しかし,清 朝はこのような住民の裁判

の伝統を続けさせ,そ の責任者である裁判長jangen,姓 長hala　i　da(ま たはxatada!

mokunda)ら を清朝の官職に位置づけることによって,司 法の自治を許 しながらも巧

妙に住民をコントロール したと考えられ る。

　19世紀中期以降の民族誌,調 査報告などに見 られる満州人 や ナナイの氏族にはe)

の成員の地位,財 産,名 誉を守 るための装置があったようであるが,18世 紀の辺民の

氏族にそのような装置があったかどうかについては記録はない。成員の地位,財 産,

名誉を守る装置とは具体的には,例 えば満州人の場合,政 府の官職を世襲にして必ず

氏族の特定の家系から人を政府 に送 り込むようにする,経 済的な相互扶助の原則によ
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り,成 員を卑賎な状態に置かないようにする,成 員が犯罪を犯 したときにはその負債

を氏族が負担 し,た とえ極刑が宣告されても被告を氏族に引き渡すように要求する,

成員が他の氏族の成員に殺害されたときは氏族がその復讐を行なうなどの事をいう。

　 ここまできめは細か くないが,ナ ナイにも例えば,経 済的相互扶助の原則や殺人に

対する氏族の血讐などは行なわれていた。

　 血讐,す なわち殺人の被害者の家族ないし親族が加害者の親族 に同じ殺人で復讐す

る慣習は,当 該地域 ではニヴフ(ギ リヤーク)の ものが有名であった。 ニヴフの社

会では早急に血讐 を行なわねば被害者 の一族にさらに不幸 が続 くと信 じられていた

[SHRENK　 l903:24-27]。 ニヴフの間で比較的遅く・まで血讐が残されていたのは,彼

らには清朝の統制が十分及ばず,独 自の社会秩序が清朝の行政機構 と関係なく機能 し

ていたことによる。それに対 して満州人や 「赫哲」すなわちナナィやウリチの一部の

祖先 に当たる人々には,清 朝の統制が効を奏 して血讐は鳴 りを潜めて しまった。とい

うのは清朝にとっては,血 讐が繰り返され,氏 族間の恒常的な対立が生 じては辺民社

会が不安定になり,清 朝の権威 にかかわるとともに,毛 皮収貢業務に支障が生 じるか

らである。

　 しかし,シ ロコゴロフやロパーチンの報告では今世紀初頭でも満州人やナナイの間

に血讐 が残されていたことが示されている[シ ロコゴロフ　 1967:94-95;LoPATIN

1922:187-188]。 特にロパーチンは血讐の実例を挙げているが,そ れは恐 らく彼が聞

き取った話が清朝統治とロシァの統治の入れ替わる時期(恐 らく19世紀後期)に 当た

り,血 讐を止めるような国家権力がなかったためであるといえる。

　血讐はニヴフだけのものではなく,や はり満州か らアムール川下流域,サ ハ リンに

かけての住民の間に共通に見 られる現象であり,し たがって,18世 紀の辺民達にも原

則的には存在 したはずである。 しか し,そ れを行なう単位が清朝が規定 した当時の氏

族であったかどうかは一概にはいえない。大 きな氏族は中に外婚単位を包含するよう

に,血 讐の単位を幾つ も包含 していたとも考えられる。

　以上のように18世紀後期の清朝辺民制度全盛期の辺民の氏族の属性,機 能の概略を

民族誌に見 られる満州人やナナイの氏族から類推 してきたが,結 局18世 紀当時清朝が

辺民に規定 した氏族は彼らの伝統的な社会組織を基礎にしながら,そ の上に行政組織

の末端としての機能,属 性を付加 したものであるといえる。
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3)　 集 落ga§anの 属性 と機 能

　次に集落ga首an(郷)に ついてであるが,残 念ながら辺民制度における集落の機能

と属性に関する資料は全 くない。 また,氏 族hala(姓)の 場合とは異なり,満 州人

やナナイの集落についての資料も少なく,そ こから類推するのも難 しい。

　アムール川下流域,サ ハ リンという地域では漁撈 に大 きく依存 し,そ の資源が安定

しているために住民の定住性が高いといわれるが,そ れでも居住地の移動を余儀なく

されることがある。例えば,季 節的な漁場,猟 場の交替で定期的に移動することはし

ばしばある。また,洪 水などのために地形変化が起こり,従 来の漁場が使えなくなっ

て居住地を変えたり,内 部での抗争や外部からの武力侵入によって逃げねばならない

こともある。 したがって,集 落の成員構成は必ず しも安定 しているわけではない。

　こうした事情で,集 落の中の組織は研究者にとっては調査が難 しく,こ れまで十分

な資料が残されていないのである。

　現在のところ当該地域の集落の成員構成に関していえるのは,氏 族または出自集団

によって,居 住が制限されることはないという点である。

　確かに清朝が規定 した集落ga首an(郷)に はひとつの氏族hala(姓)し か登録さ

れていない場合が大多数である。また,氏 族には特定の地域に偏って居住する傾向が

あることも事実である(民 族誌時代のナナィ,ウ リチ,ニ ヴフの各氏族の居住傾向に

ついては表5,6,7,図8,9を 参照)。 しかし,清 朝の規定 した集落(郷)に も複

数の氏族(姓)が 登録されているものもわずかではあるが存在し(例 えば,間 宮林蔵

が訪れたデレンと思われる「徳林鳴珊」など),ま た,特 定の地域に偏 るといって もそ

の地域を排他的に占有するわけではない。やはり幾つもの氏族が複雑 に入 り組んで居

住する形となるのである。

　ソ連の民族学では従来氏族が特定の集落,漁 場,猟 場を所有ないし占有するという

考え方が強かったが,近 年それを見直す動きが出ている。例えばスモ リャークの研究

では,基 本的に当該地域には居住,生 業活動の場(漁 場,猟 場など)に 関して特定の

氏族による所有,占 有の規定はなく,土 地は必要に応 じて使用することができるとさ

れる[SMoLYAK　 l975:154-168;佐 々木 　1987:336-343]。 ただし,個 人的な優

先権はあり,先 にその場所を使い始めた者の権利を認め合い,そ れが父か ら子へと相

続される例はある。そのような事例が従来のソ連の研究者の間で,特 定の氏族または

父系 リニージによる居住地,漁 場,猟 場の占有 という考え方に結びついたのである。

　 18世紀の辺民の場合も清朝の定めた集落も含めて,彼 らの集落は複数の氏族の成員
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が混住 し,氏 族の枠 にかかわらず漁撈,狩 猟活動を していたと考え られる。

　ところで,清 朝が規定 した集落についてであるが,『三姓副都統衙門満文櫨案訳編」

の 「二,牧 納和解送貢　」所収の椹案附件の氏族,集 落 の一覧表を見る限り,ひ と

つ目につ く点がある。 それは ひとつの集落に複数の郷長ga甑n　 daが いたり,子 弟

deote　juse,白 人bai　niyalmaに 率いられた別のグループがいたりする点である。 こ

れは清朝がひとつの集落に複数の組織を置いた ことになる。

　 『三姓副都統衙門満文櫨案訳編』所収の氏族,集 落の一覧表は乾隆15年(1750年)

に辺民戸数の固定化が図られて以来,帳 簿に機械的に記入されたものであるため全 く

実態を反映 してはいないが,清 朝の統治方針は反映 している。ひとつの集落に複数の

組織を置いたのは,恐 らく,乾 隆15年 の段階でその集落に複数の有力者が認め られ,

それが制度化されたためである。

　 「姓長」についてのところでも述べたが,「 姓長」hala　i　da,「 郷長」gagan　da,

「子弟」deote　juseと いうのは役職であるとともに一種の官位でもある。 清朝はそ

れ らの役職を,有 力者達のその社会における格付けや毛皮貢納の実績などから判断し

て割 り当てたものと考え られる。そしてその役職には必ず統括すべき集落(姓 長の場

合は氏族も加わる)と 戸数が割り当てられ,任 命書に明記される(任 命書に記入され

る管轄すべき戸数は乾隆15年(1750年)定 額時の数であり,『三姓副都統衙門満文棺案

訳編』　「二,牧 納和解送貢　」所収の棺案附件の氏族 ・集落の一覧表と全 く同じであ

る)。 現存の郷長の任命書の採取地から判断して ナナイの場合は19世 紀末期まで一応

郷長は任命書に書かれた集落またはその近所に住んでいたようである。 しか し,集 落

は住民構成が変化 し易 く,栄 枯盛衰が常ならないことから,任 命書に書かれた統括す

べき集落とその戸数は名目だけになっていた場合が多かったと推察される。 しか し,

姓長と同様,郷 長,子 弟も世襲であり,そ の役職は特定の家系の社会 における地位を

保証するものであった。

4)　 辺民支配の社会的影響

　以上,辺 民制度の社会的装置としての氏族(姓)halaと 集落(郷)gaganの 機能

と属性を,清 朝が模範としたと考えられ る満州人の社会と支配が最も徹底 したナナィ

の社会の事例から推察 してみた。ただし,本節で論 じたのは,清朝が規定 した氏族(姓)

halaと 集落(郷)gaganの 理念型または清朝の希望 した建前である。 実際にそれ ら

がどの程度機能 したのか,住 民にどこまで受容されたのかは,清 朝の統治がどの程度

浸透 していたかにかかっている。そして,そ れはこの地域の住民のエスニシティを性
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格 づ け る重 要 な要 因 のひ とつ で もあ る。

　 辺 民 支 配 の 浸 透 度 は19世 紀 中期 以 降 の 民族 誌 に残 され た この 地 域 の 住 民 の 氏族 構 成

に端 的 に現 れ て い る。 つ ま り乾 隆15年 に規 定 され た辺 民氏 族 に 由来 す る氏族 が 民族 誌

に ど の程 度 残 され て い るの か,ま た,民 族 誌 時代 の氏 族 構 成 の 中で 辺 民 氏 族 に由来 す

る,ま た は それ 以 来 の 氏 族 が何 パ ー セ ン トを 占 め る の か と い う と こ ろ に清 朝 の支 配 の

浸 透 度,徹 底 度 が 現 れ て い る。 そ して,ア ム ール川 下 流 域 とサハ リ ンで は,「 氏族 」 は

人 々 が最 も帰 属 意 識 を覚 え る対 象 とな る集 団 また は社 会 組 織 の ひ とつ で あ る。

　 近 年 の研 究 で は エ スニ シテ ィを 表 出 す る母 体 で あ る エ ス ニ ック ・グル ープ は,特 定

の文 化 要 素 を共 有 す る,共 通 の 出 自を持 つ とい った客 観 的 な要 因 と と も に,自 分 が所

属 して い る とい う帰 属 意 識,す な わ ち成 員 の主 観 的 な意 識 に よ って も支 え られ て い る

とす る意 見 が有 力 にな って い る。 当 該地 域 の氏 族 は,帰 属 意 識 の 対 象 とな る集団 とは

い え,必 ず し もエ スニ ック ・グ ル ー プ と一 致 す る わ け で は な い。 しか し,エ ス ニ ック

・グ ル ー プ を支 え る重 要 な 集 団 な い し組 織 の ひ と つ で は あ る。 した が って,そ こに清

朝 が働 きか け た と い うこ とは,当 該 地 域 の エ ス ニ ック ・グ ル ー プの 成 立,変 遷 に 清朝

が深 く関 与 した と い う こ とに な ろ う。

　 で は清 朝 の 支 配 浸 透 度 の違 い に よ って氏 族 の属 性,構 成 に違 いが 顕著 に現 れ て い る

ア ム ー ル川 本 流 域 の 住 民 につ い て詳 細 に検 討 して み よ う。 今 日 そ こ に設定 され て い る

「民族 」,す なわ ち ナ ナ ィ,ウ リチ,ニ ヴ フ が19世 紀 中期 に民 族 学 調 査 が 開始 され て以

来 一 貫 して 帰 属 意 識 の 対 象 とな る 「エ ス ニ ック ・グ ル ー プ」 で あ った か ど うか は 問題

で あ る が,便 宜 上 これ ら現代 の 「民族 」 に即 して 論 じる こ と にす る。

　 まず,当 該 地 域 の 中で は 最 も上 流 にな る松 花 江 ナ ナ イ(現 在 の 中 国 の 「赫 哲族 」)か

ら始 め よ う。

　 今 世 紀 初 頭 以 来 の 調 査 で は 松 花 江 ナ ナ イ に は次 の 表 の よ うな 氏 族 が あ った こ とが知

られ て い る(表4参 照)。

　 ラテ ィモ ア,凌 純 声,泉 靖 一 と調 査 者 に よ って 表記 に若 干 の 相 違 は あ るが,ラ テ ィ

モ ア の記 録 だ け に見 られ るKumaraとMengjir以 外 は 三者 に共 通 で あ る。

　 松 花 江 流 域 は17世 紀 後 期 の 新 満 州 八 旗 の結 成 以 来,そ の住 民 の多 くが 満 州 人 の 一員

とな った た め に,辺 民 と して は 扱 わ れ な くな って い た。 した が って,18世 紀 中 期以 降

の 辺 民 の氏 族 に は 松 花江 流域 の住 民 の氏 族,集 落 は 含 ま れ て い な い。 しか し,上 の

表 にあ る松 花 江 ナ ナ イ の氏 族 には17世 紀 の フルハ 部 以 来 と 思 わ れ る氏 族 名 が 見 られ

る。 そ れ はGekir(kgik'9　 ha1aま た はKuikal-hala),　 Fu.tar(fut'9hαhα1α ま た は

Fusahali-hala),　 Luir(luirg　 hα1α また はLuyara-hala),そ してShumuru(sunmun
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表4　 今世紀初頭における松花江ナナイの氏族構成

ラテ ィモ ア

Birdaki (Pi) 

Futar/Maranka (Fu) 

Gekir (Ko) 
Kilen (Yu) 

 Kumara (Ho) 

Luir (Lu) 

 Meng  jir (Meng) 

Shumuru (Su) 
Udingke (Wu)

凌 純 声

 pirdak' i hala 
fut'  aha  halo 

 kaik'  a  hala 

juk'  ark  halo

 luira  halo

sunmun  hala 

udink'  a  halo

泉 靖一 ・赤松智城

Pirdaki-hala

Fusahali- hala

Kuikal-hala 

Yukala-hala

Luyara-hala

(畢)

(富)

(葛)

(尤)

(陸)

Summuru-hala

Udingku-hala

(蘇)

(鳥)

([LATrlMoRE1933:47;凌 糸屯声1934:224;泉 靖 一 ・赤松 智 城1938:

23]に よ る)

hα1α ま た はSummuru-hala)の4つ の氏 族 で あ る。 これ らは そ れ ぞ れ フル ハ部 の 氏

族 で あ るGeikeri,　 HUsihari,　 Luyara(ま た はNuyara),そ してShummuruに 相 当

す る。 前 述 の よ う にそ の うち前3者 は 鳥 蘇 里 江 の 河 口付 近 か ら松 花 江 下 流 ま で の間 に

居 住 し,「 三姓 」11an　halaと い う町 の名 称 の 由来 とな った 。 ま た,　Shummuruは 元

来 沿 海 州 南 部 の 旧 ワル カ部(太 宗 時 代 には ク ル カ部 と呼 ばれ た)の 氏 族 で,18世 紀 初

期 に松 花 江 流 域 に移 住 して きた。

　 この4つ の氏 族 は康 煕51年(1712年)に 三 姓 に 協 領 が設 置 され る と,そ この 駐 防 八

旗 に編 成 され,も との姓 長 た ち は佐 領 に任 じ られ た(第2節 参 照)。 した が って,そ の

段 階 で 彼 らは もは や 毛 皮 を 支払 う辺 民 か ら満 州 人 の 一員 に な った は ず で あ る。 前 節 で

触 れ た よ うに,デ レ ンで 聞 宮 林 蔵 が 出 会 った 満 州 官 吏 の3人 はShummuru(舎 予姓),

Geiker(葛 姓),　 Luyara(魯 姓)で あ り,彼 らは 満 州 人 と して毛 皮 を 集 め る側 に立 っ

て いた 。 しか し,松 花 江 ナ ナ イ の 氏族 構 成 の 中 に残 って い た と ころ を見 る と,雍 正,

乾 隆 年 間 以 降 も八 旗 に参 加 せ ず に在 留 した もの が い た の で あ ろ う。 松 花 江 下 流 域 の 住

民 の 朝 貢 状 況 につ い て の 資 料 が 現 在手 元 に な い た め,そ の住 民 が乾 隆 時 代 に 「辺 民 」

の 一 員 で あ った か ど うか は 分 か らな い が,少 な く と も満 州 人 と は 区別 さ れ る ヘ ジ ェ

(「赫 哲 」)と い う呼 称 が 適 用 され 得 る立 場 に立 って い た こと は確 実 で あ ろ う。

　 上 の 表 に見 られ る松 花 江 ナ ナ イ の 氏族 構 成 に は フ ルハ 部 と クル カ部 に 由来 す る4つ

の 氏族 の 他 に,Birdaki(pirdαk'i　 hα1α ま た はPirdaki-hala),　 Kilen(juk'oO　 hα1α

ま た はYukala-hala),　 Udingke(udink'9hα1α ま た はUdingku-hala)と い っ た氏

族 が あ る。 そ の うち,Birdakiは ア ムー ル ・ナ ナ イ のBel'dai氏 族 と同 族 で あ り35),

35)ア ム ー ル ・ナ ナイ のBel'dai氏 族 は,18世 紀 の 辺 民 の 氏 族 と して はBildakiri　 halaと い

　 う名称 で 帳 簿 に登 録 さ れて い る。 表 記 に 若干 の 相 違 は あ るが,Birdaki(ま た はPirdaki)と

　 Bildakiriは 同 じ氏 族 を 指 す と考 え て 差 し支 え な い。

748



佐々木　 アムール川下流域諸民族の社会 ・文化における清朝支配の影響について

下流方面からの移住者と考えられる。 また,KilenとUdingkeは アムール川左岸の

支流域を原住地 とする氏族で,エ ヴェンキに由来するともいわれる36)。

　 したがって,上 記の氏族構成より,民 族誌時代以降の松花江ナナィはフルハ部の残

留組と辺民制度の最盛期である乾隆時代以降に流入 してきたアムール ・ナナイの一部,

それに同 じ時期にアムール川左岸の支流から移住 してきたエヴェンキに由来する人 々

か ら構成されていることになろう。 そして,Birdaki,　 Kile,　Udingkeい ずれも18世

紀の辺民の氏族として登録されていることか ら,ラ ティモアだけが採取 した2つ の氏

族をのぞいて,松 花江ナナイの氏族はすべて辺民氏族に由来するといえる。

　19世紀以降松花江ナナイの中ではアムール川左岸の支流から移住 してきた人々が勢

力としては最 も有力であった。というのは,中 国では現在松花江の 「赫哲族」の言語

を 「奇勒恩方言」 と 「赫真方言」 とに分類 し,前 者の方が松花江独自の方言で話者の

数も多いとしているが[安 俊　 1986:1],そ の 「奇勒恩」という名称の由来はKilen

氏族にあるからである。アムール川左岸の支流域か ら多数の移住者があったことも清

朝の辺民支配 と無関係ではない。彼 らは満州,中 国か らの物資を求めて,ア ムール本

流や松花江流域に進出したのである。

　鳥蘇里江のナナイの氏族構成については残念なが ら民族誌時代には正確な記録が残

されていない。19世紀以降,烏 蘇里江流域はナナィの人口が希薄になり,さ らに漢人

が多数移住 したために漢化されて従来の氏族構成が壊れて しまったのであろう。それ

に対 し,ア ムール ・ナナイの氏族構成は人口に至 るまで記録されている。

　 それについてはバ トカノブS・Patkanovが,1897年 に行なわれた初めての全 ロシア

規模の統計調査を整理 して一覧表にまとめている(表5,図8参 照)。 その一覧表は各

氏族の人口と分布傾向が一目で分かり,き わめて便利なものである。 しかし,そ の中

には氏族名ではないものが含まれていたり,ひ とつの氏族を異なる名称で登録 して重

複 していたり,ま た統計から洩れたものがあったりなどの混乱が若千見 られる。それ

を他の古文書などによって補正すれば,19世 紀中期以来アムール ・ナナイには少な く

とも次の27の氏族が知 られていた[PATKANov　 l906:57;SMoLYAK　 l975:106-

131]。

 Aktanka, Bel'dai (Bel'dy), Bolo*, Bular, Cheu*, Gail (Gaxil), Geiker, Gorin*, 

Jaksor, Diger, Donka, Jolor, Kile (Kilen), Luer (Nuer), Neergu,  Ojai, Oninka,

36)凌 純 声 と泉 靖一 は ラテ ィ モァ のKilen氏 族 をjuk'op　 holq,　 Yukala・halaと 採 録 して い る 。

　 これ はjuk'op　 hα1α ま た はYukala-halaと い うの がKilen氏 族 の有 力 な 分 派 であ った こ とに

　 起 因す る。
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図8　 19世紀末期～今世紀初頭におけるナナイの氏族分布

　　　　 (下線を付したものはその地域の代表的な氏族であることを表わす)
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表5　 19世 紀末期 におけるアムール ・ナナイの氏族構成

氏 族 名

 Aktanka 

 Bel'dai 

Gail 
Geiker 

 Jaksor 
Diger 
Donka 

Kile 

Luer (Nuer) 

Neergu 

Ojal 

Oninka 

Perminken 

Possar 

Samar 
Soigor 

Tumali 

Udynka 

Xojer 

Yukaminka

計

Vyatskaya

郷

46 

76 

_.... 

2 1 

46 

39

210

Troitskaya郷

AnyUl

126 

18 

40 

140 

13 

109 

14 

 6 

46 

11

523

左 岸

 8 

185 

 3 

40 

 4 

57 

21 

100 

48 

27

493

右 岸

1,

55 

453 

74 

19 

12 

60 

74 

138 

56 

97 

12 

66

116

Nizhne一

Tambovskaya郷

左 岸

71 

170 

15 

23 

14 

272 

88 

35 

48 

11 

85 

270

1, 102

右 岸

48 

18 

131 

173 

32 

105 

 8 

48 

 4 

80 

22 

51 

61

781

Gorin

川流 域

5 

83

297 

13

398

計

63 

929 

188 

238 

263 

129 

128 

581 

21 

109 

235 

248 

57 

247 

425 

33 

161 

46 

456 

66

 4,  623

([PATKANov　 1906:57]と[SMoLYAK　 l　975:107]に よ る)

Vyatskaya郷 とは クル ・ウ ル ミ水系(ク ル 川,ウ ル ミ川が 合 流 して ツ ング ー ス カ川 と な って ア ム

ー ル 川 に注 ぎ込 む)を 包 含 す る。

Troitskaya郷 は ア ム ー ル川 上 流 方 面 ナ ナ イ の居 住 地 。

Anyuiと は ア ニ ュィ 川(ド ン ドン川)流 域 を 指 す 。

Nizhne-TambQvskaya郷 は ア ムー ル 川下 流 方 面 ナナ イ の居 住 地 。

perminka,　 pussar(pusxar),　 Samar,　 Sieche*,　 Soigor(Sorgor),　 Tumali,　 Udynka,

Xqjer,　 Xomi*,　 Yukaminka(Yukamsy)(*EPが つ い た も の は1897年 の 統 計 調 査 ま で

に 消 滅 して い た 氏 族 で あ る)。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 '

　これ らを 『三姓副都統衙門満文楢案訳編』所収の18世 紀の辺民氏族の一覧表と比較

すると次のように対応する(表2も 参照)。

Bel'dai=4.「 必 勒 達 奇 哩 」[Bjldakiri]

Bural　 =・　21.「 部 爾哈 勒 」(Burhal)

Gail=17.「 嗅 奇 拉 」[G'akila]
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Geiker=1.「 葛 依 克 勒 」[Geikeri]

Jaksor=　 7.「 札 克 蘇 噌 」[Jaksuru]

Jolor=15.「 卓 勒雷 羅 」[Jolhoro]

Donka=「 東 克 」(Dongka)(12・ 「瑚 定 克 」[Hudingke]の 郷ga忌an)

Kile-18.「 奇 勒 爾 」[Kiler]

Neergu・=2.「 額 叶 爾 古 」[Neyergu]

Oj　al==6.「 鳥 札 拉 」　[Uj　ala]

Pussar=3.「 富 斯拾1刺」[Fushara]

Samar　 ・=　19.「 塞 礪 爾 」[Saimar]

Soigor-14・ 「揚 果 爾 」[Coigur]

Tumali=・16.「 圖墨 里 爾 」[Tumelir]

Udynka=ll・ 「鳥 定 克 」[Udingke]

X()jer　==　5.「 賀 齊 克 哩 」[且ecikeri]

Xomi=13.「 窪 勉 」[Homiyan]

Yukaminkan　 ==「 玉 奇斑 爾 」(Yukimar)(18.「 奇 勒 爾 」[Kiler]の 郷gaganの ひ

と つ)([]内 は 『三 姓 副 都 統衙 門 満文 棺 案 訳 編 』 の表 紙 の 装 飾 に使 わ れ て い る棺

案 の原 文 の写 真 と三姓 副 都統 発 行 の郷 長gagan　 daの 任 命 書 よ り復 元 した 満 州 語 の

原綴 り,()内 は漢 字 表 記 か ら類 推 した 満 州 語 の 原綴 りで あ る。 な お辺 民 氏 族 に付

され た 数 字 は 表2と 共 通 の番 号 で あ る)

　 結 局 上 記27の 氏 族 の 内,18の 氏 族 が18世 紀 の 辺 民 の 氏族 に由来 す る こ とに な り,そ

の割 合 は3分 の2に な る。 しか も,Aktanka氏 族,　Perminka氏 族 は ア ム ー ル ・ナ

ナ イ最 大 の氏 族 で あ るBel'dai氏 族 か らの分 派 で あ る と も考 え られ,　Oninka氏 族 は

Neergu氏 族 と関係 が深 く,19世 紀 末 期 に は それ を 吸 収 して い る。 それ らの事 情 を勘

案 すれ ば,18世 紀 の辺 民氏 族 に 由来 す る氏 族 の比 率 は も っ と高 くな ろ う。

　 な お,18の 辺 民 氏 族 に 由来 す る氏 族 の 内,Bel'dai,　 Gail,　 Jaksor,　 Jolor,　 qal,

Pussar,　 Soigor,　 Tumali,　 X()j　er,　Xomiの10の 氏 族 は 第1節 で 触 れ た 順 治10年

(1653年)に 清朝 に朝 貢 した 使 犬 部 落 の10姓 に相 当す る37)。 ま た,Geiker,　 Possar,

37)第2節 で も紹 介 した よ うに,当 時 の 名 称 は それ ぞれ 畢 見 達齊 里(Bildakiri),夏 即 嘲(G'agila),

　 加克 素 鹿(Jaksuru),趙 見 果 楽(Jolgoro),呉 甲劇(Ujala),副 使 恰 嘲(Fusihara),紳 各 楽(Coger),

　 除墨 拉勒(Tumelir),黒 吉 克 勒(Hejigeri),何 面(Homiyan)と 表 記 され て い る(()内 は漢 字

　 表 記 か ら類 推 した 満州 語 の 原 綴 り)[清 代 中俄 関 係 櫨 案 史料 選 編 　 1981:2]。
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Luer,　 Ojalは17世 紀 の フルハ 部 の氏 族 で もあ る38)。 これ ら17世 紀 の 使 犬 部 落,フ ル

ハ 部 由来 の 氏 族 は いず れ も成 員 数 が多 く,ア ム ー ル ・ナ ナ イ の 中核 を成 す 氏 族 で あ る。

そ して,19世 紀 末 期 に消 滅 した 氏 族 を の ぞ い て い ず れ も今 日 まで 存 続 して い る。 した

が って,ア ム ール ・ナ ナ イで は 氏 族 構 成 の 中核 は17,18世 紀 以 来 の辺 民 氏 族 か らな っ

て い た とい え よ う。

　 次 にゴ リン川 と キ ジ湖 の 間 で ナ ナ イ に 隣接 す る ウ リチ の氏 族 構 成 を 検 討 しよ う。 ス

モ リit・'一クA・V・Smolyakが 整理 した1850年 代 か ら1920年 代 にか けて の 時代 の ウ リ

チ の 氏族 に は次 の よ うな もの が あ った[SMoLYAK　 1963:146-148,1975:95-96]

(表6,図9も 参 照 の こ と,な お各 氏族 に付 した番 号 は表6,図9と 共 通 で あ る)。

  1. Aimka, 2.  A1'dusal', 3. Angin, 4. Awali, 5. Bayawsal, 6. Bel'dy, 7. 

Bural, 8. Cherul', 9. Dankan, 10. Duwan, 11. Gail, 12. Gal'dancha, 

13. Gubatu, 14. Jatala, 15. Jarincha, 16. Jechuli, 17. Kilor, 18. Konincha, 

19. Kuisali, 20. Lonki, 21. Moudancha, 22. Mulinka, 23. Munin, 24.  O1'chi, 

25. Orosugbu, 26. Pil'duncha (Udy), 27. Punadi, 28. Samandin (Samar), 

29. Senkian, 30. Sigdeli, 31.  Sulaki, 32. Tumali, 33. Ujal, 34.  Ul'chi-xala, 

35.  WaFju, 36. Xatxil, 37. Xojer, 38. Xolgoi, 39. Egdemseli, 40. Jorincha, 

41. Jaksul, 42. Chaisal

　以上の氏族がすべて現在のウリチの居住地域を原住地とする氏族というわけではな

い。ウリチという 「民族」は実に様々な由来を持つ氏族の集合体である。 しか し,17

世紀,18世 紀の史料にその土地の氏族として登場 していれば,少 なくとも当時その氏

族の中核部分ないしは一部分が既にその土地に存在 していたことになる。

　上記の42の氏族の中で,　『三姓副都統衙門満文櫨案訳編』所収の辺民氏族の一覧表

にも名前を連ねているものは次のユ5氏族である(表2参 照)。

　 1・Aimka=26・ 「阿雅 礪 喀 」(Ayamaka)s

　 6・BePdy=4.「 必勒 達 奇 哩 」[Bildakiri]*

　 7・Bural=21・ 「部 爾哈 勒 」(Burhal)+

38)フ ルハ部の氏族 と しての名称 はGeikcri,　Htisihari,　Luyara,　Ujalaで あ った。 これ ら4氏 族

　 は三姓副都統配下 の佐領を輩出 してお り,そ れが18世 紀に辺民 の氏族 と して も登録 されている

　の は奇妙 に思 われ るか もしれないが,こ れ らの氏族 は成員が八旗 に参加 した者 と郷里 に残 留 し

　て辺民にな った者 とに二分 したのである。Husihari/FusiharaとUjalaは ユ7世紀 にフルハと使

　犬部 落の双方 にまたが って存在 しているが,そ の ことは 「フルハ」,「使犬部落」 とい った分類

　が清朝側 の恣意的な分類で あることを端 的に表 している。
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表6　 19世紀 中期～今世紀初頭 における ウリチの氏族構成

集 落 名 氏 族 名

BoPba

Wai 

Karpati 

Daideu 

Angan 

Pashunya 

Xol'dyukta-da 

Paxta 

Xalan 

Gawan' (Gauni)

Peda (Yai  )I  I) 

Pulya ( ) 

Undani ( ) 

Ferma  (Xywyndani 

Koton 

Udan 

Dyren 

Kujum 

Pul'sa 

Mul'ka 

Monokodawa

Kada (カダ湖)

Doxta 

Sarxi 

Bulawa 

Tawrawni 

 Dal'daku 

Auri 

Mai 

Dudi 

Wesse 

Mongol 

Kadushka 

Kada (Savinsk)

4. Awali, 7. Bural, 15. Jarincha, 17. Kilor, 21. Moudancha, 29. 

Senkian

4. Awali, 18. Konincha, (時折 ナナイが居住す ることあ り)

18. Konincha, 27. Punadi, 29. Senkian 

4. Awali,  11. Gail, 17. Kilor 

4. Awali, 6.  Bel'dy,  11. Gail, 16. Jechuli, 17. Kilor,  32. Tumali 

6.  Bel'dy 

32. Tumali 

4. Awali, 6.  Bel'dy, 7. Bural, 17. Kilor, 18. Konincha 

4. Awali, 11. Gail, 13. Gubatu, 26.  Pil'duncha, 32. Tumali 

4. Awali, 15. Jarincha, 20.  Lonki, 21. Moudancha, 23.  Munin 

28. Samandin 

12.  Gal'dancha, 21. Moudancha, 22. Mulinka, 23. Munin 

12. Gal'dancha, 20. Lonki, 21. Moudancha, 22. Mulinka,  28, 

Samandin 

12. Gal'dancha, 21. Moudancha, 28. Samandin 

11. Gail, 16. Jechuli, 31. Sulaki 

16. Jechuli 

16. Jechuli, 19. Kuisali, 31. Sulaki, 33. Ujal 

16. Jechuli, 19. Kuisali 

25. Orosugbu 

10. Duwan, 16. Jechuli 

10. Duwan, 16. Jechuli, 33. Ujal, 38. Xolgoi 

25. Orosugbu, 38. Xolgoi 

4. Awali, 10. Duwan, 24.  O1'chi 

25. Orosugbu 

25.  Orosugbu 

10. Duwan, 16. Jechuli, 24.  O1'chi, 25. Orosugbu, 33. Ujal 

25. Orosugbu 

25. Orosubgu 

3. Angin, 6.  Bel'dy, 25. Orosugbu 

3. Angin, 6.  Bel'dy, 10. Duwan, 35. Wal'ju, 41.  Jaksul 

 I. Aimka, 2.  Al'dusal', 25. Orosugbu, 39. Egdemseli 

39. Egdemseli 

29. Senkian, 30. Sigdeli, 35.  Wal'ju, 40. Jorincha 

35.  Wal'ju 

5. Bayawsal
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Koima 

Paxta (Pokrovka) 

Kazima 

Puli 

Uxta 

Tencha 

Kadaki 

Sulankusi 

Sil'churu 

Ken'zha 

Kol'chom

Joloko(UdyP湖)

 Jolmaki (  i/ )

5.Bayawsal,8.　 Chcrul,,30.　 Sigdeli

8.Cheru1,

37・Xojer

37Xojer,(ナ ナ イ のSamar氏 族 も居 住)

34・Ul'chi-xala,(ニ ヴ フ も 居 住)

37,Xojer

37Xojer

9。Dankan,14.　 Jatala

9.Dankan,36.　 Xatxil

26・Pil'dtincha(Udy)

14.Jataｌa,26.　 Pil'duncha(Udｙ),39.　 Egdemseli

26・Pil,duncha　 (Udy)

1.Aintka,26.　 pit,duncha(Udｙ)

([SMoLYAK　 1963:146-148]に よる)

(斜体字の ものは18世 紀の辺民氏族 に由来する氏族である ことを示す。なお,集 落 は上流か ら

下流へ向 かう順序 で記載 した)

10・Duwan-「 都 万 」(Duwan)(22.「 奇 津 」Kijiの 郷ga甑nの ひ と つ)

11・Gail=・17・ 「嗅 奇 拉 」[G'akila]*

17・Kilor=18・ 「奇 勒 爾 」[Kiler]*

19・Kuisali=31・ 「庫 頁 」(Kuyc)

20・Lonki-25.「 鹿 奇 爾 」(Lonkir)

25・Orosugbu　 =「 蔀 羅 索 布 果 」(Orosobgu)(23.「 恰 勒 漆 」Halegunの 郷gagan

　 　 の ひ と っ)

26・Pil'duncha(Udy)-24.「 鳥 迫 爾 」(Udir)

28・Samandin(Samar)=19.「 塞 璃 爾 」[Saimar]*

32・Tumali=16.「 圖 墨 里 爾 」[Tumelir]*

33・Uj　 al=6・ 「烏}L拉 」　[しJj　ala]*

37・X(卵r=5・ 「賀 齊 克 哩 」[Hecikeri]*

42.Chaisal=20.「 柴 塞 勒 」(Caisal)+

(*印 の つ い た も の は ナ ナ イ と の 共 通 氏 族,+印 の つ い た も の は ナ ナ ィ,ウ リチ の

中 間 氏 族,#印 の つ い た も の は ネ ギ ダ ー ル と の 共 通 氏 族 で あ る こ と を 表 す 。 な お 辺

民 氏 族 に付 さ れ た 数 字 は 表2と 共 通 の 番 号 で あ る)

　 辺 民 に由来 す る氏 族 は42氏 族 の 中の15氏 族 で あ るか ら,割 合 は約35.・7%(3分 の1

強)で あ る。 ナ ナ イ の場 合 が3分 の2で あ った こ とを 考 え る と,辺 民氏 族 に 由来 す る
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図9　 19世紀中期～今世紀初頭におけるウリチの氏族分布

　　　　 (数字は表6記 載の氏族の番号を表わす。また斜体字の番号は辺民
　　　　　氏族に由来する氏族であることを表わす)

氏 族 の 割合 は ナ ナ ィ の半 分 と い う こ と にな ろ う。 しか も記 号 を付 して 表 した よ うに,

15氏 族 内Bel'dy,Gail,　 Kilor,　Samandin(Samar),　 Ujal,　Tumali,　 Xojerは ナ ナ イ

の 氏族 と名称 を 同 じ くす る氏 族 で あ り,BuralとChaisalは ナ ナ イ と ウ リチ の 中間

的 な性 格 を持 った人 々 の氏 族 で あ る。 ま た,Aimkaは ネ ギ ダ ー ル と の共 通 氏 族 で あ

る。 した が って,明 らか に ウ リチ固 有 の 氏 族 で,辺 民 時代 よ り記 録 に残 され て いた の
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はDuwan,　 Lonki,　 Orosugbu,　 Pil'duncha(Udy),　 Kuisaliの5つ の 氏 族 で あ る39)。

　上 記15の 辺 民 氏 族 に 由来 す る氏 族 の 分 布 には 一 定 の傾 向 が見 られ る。 す な わ ち,ナ

ナ イ との共 通 氏 族 と 中間 氏 族 は ウ リチ の 居 住 範 囲 の 中 で も比 較 的上 流 方 面 に偏 って お

り,ナ ナ イ の各 氏 族 の分 布 の延 長 上 に あ る。 た だ し,X(加r氏 族 だ け は逆 に極 端 に下

流 に偏 って お り,ニ ヴ フ と常 に接 す る集 落 に多 い。 そ して,そ れ以 外 の ウ リチ 固有 の

氏 族 は キ ジ湖 よ り も下 流 に分 布 す る傾 向 に あ る。 また,辺 民 と して登 録 され な か った

氏 族 は ウ リチ の居 住 地 に満 遍 無 く分 布 す る(図9参 照)。

　 乾 隆 時 代 の ア ム ー ル川 下 流域 の 住 民 の 分 類 は,キ ジ湖 を境 に して それ よ り上 流 を

「赫 哲」,下 流 を 「費 雅 喀 」 とす る傾 向 に あ っ た。 そ の こと を勘 案 す れ ば,ウ リチ の 氏

族 で もナ ナ イ との 共 通 の 氏 族 ま た は 中 間 的 な 氏族 は,か つ て 「赫 哲 」 と分 類 され て お

り,ウ リチ 固 有 の 氏族 ま た は ネ ギダ ー ル,ニ ヴ フ との共 通 性 を持 った ものが 「費 雅 喀 」

に分 類 され て いた と も いえ る。 そ して,18世 紀 に 「費 雅 喀 」 と分 類 され た人 々 の 内,

個 々 の氏 族 名 を き ちん と辺 民 の 氏族 と して登 録 され た の は,現 在 の ウ リチの 氏 族 に連

な るDuwan,　 Lonki,　 Orosugbu,　 Pil'duncha(Udy),　 Kuisaliの5つ の氏 族 だ けで

あ った と い うこ と にな る。残 りは住 民 名 を氏 族 名 と して30.「 費 雅 喀 姓」Fiyaka　 hala

とい う氏 族 が 設 定 され,そ こ にま とめ られ て しま った の で あ る。

　 した が って,当 然18世 紀 の 「費 雅 喀 」 とい う住 民,「 費 雅 喀 姓 」Fiyaka　 halaと い

う辺 民氏 族 に は ニ ヴ フだ けで な く,ウ リチ の祖 先 とな る人 々 も含 まれ て い た こ と に な

る。 そ の証 拠 に,「 費 雅 喀 姓 」 の郷ga首anに は 「烏 克 屯」(uketun)す なわ ちuxta!

Uxtr,「 魁 焉 」(Kuima)す な わ ちKoima,「 奥 哩 」(Aori)す な わ ちAuriな ど の19

世 紀 中期 以 来 代 表 的 な ウ リチの 集 落 と され る もの が 含 ま れ て い る。

　 つ い で に ニ ヴ フ の氏 族 構 成 と辺 民 氏 族 との 関 係 につ いて いえ ば,ニ ヴ フに は100近

い無 数 の氏 族 が あ る に もか か わ らず(表7参 照),18世 紀 の辺 民 氏 族 の 一 覧 表 に は 同 じ

名 前 も し くは類 似 の名 前 の氏 族 が ひ とつ た り と も登 録 され て い な い 。 い い替 えれ ば,

ニ ヴ フ には 辺 民 氏族 に直 接 由来 す る氏 族 は ひ とつ もな い こ と にな る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 L

　 当 時 ア ムー ル川 の河 口周 辺部 や サハ リ ン北 部 に も清 朝 の支 配 の 手 は確 実 に延 び て い

た 。 そ の証 拠 に30.「 費 雅 喀姓 」Fiyaka　 halaの 郷gaganと して 登 録 され た 集 落 の

39)こ の5つ の氏族の中で も,Kulsaliは アイヌ起源の氏族で ある。 これを31.「 庫頁」Kuyeに

　 比定 したのは,そ れが 『三姓副都統衙 門満文櫨案訳編』の所収 の 榿案 の 中で 「赫哲費雅喀」

　 Hej　e　fiyakaの 範疇に分類 され,大 陸側の辺民 として扱 われていたか らであ る。「赫哲費雅喀」

　 とい う表現 は大陸側辺民 の総称であ り,サ ハ リンの辺民は 「庫頁費雅喀」Kuye　fiyakaと 呼ば

　 れる。 しか し,31.「 庫頁」が アイヌ起源の ウ リチの氏族であるKuisaliの 直接 の祖先である

　 か どうかの証拠 はない。 そのほか,Duwan氏 族はサハ リンのアイヌかニヴフに由来す る氏族

　 で,ニ ヴフにも同名の氏族 があ り,互 いに由来 を 同 じくする と意識 されている。pi1'duncha

　 (Udy)は ウデ へに由来するともいわれ,　Udyと い う名称 はUdeheを 指す ともいわれる。
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表7　 19世紀末期～今世紀初頭 におけるニヴフの氏族構成

地 域

サ ハ リ ン東 海 岸

氏 族 名

Akrwong, Kewong, Kedaung, Kekrwong, Koiwong, Lyubunkal, 

Lawng, Mskwong,  Tlaglun, Tywlifing, Tygmychfing, Tywnynkal, 

Tykfing, Pil'daung

サハ リンティ ミ川
流域

Arkaifing, Wiskwong, Koiwong, Kryuzping, Plyifwong, Ruifing, 

Sakwong, Toiwong, Tywnynkal, Urmykwong, Uskwong, Xunni-

wong, Chiriwong, Chxarshping, Shannifing, Yrkyrshping

サ ハ リ ン 西 海 岸

(Pogibi村 以北)

土着の氏族  Palxping, Pilawong, Pnyag'an, Pyrkifing, Townung,

Choran, Chfaun, Yg'nyng

大陸由来の氏族 Kegnang, Koznankal, Lezngran, Nyon'lak,  Nog'-

Ian, Targ'ong, Xyixnyn, Xirlyong, Xutyrkan, Cheiwing, Chomip-

ing, Chfynung

サ ハ リ ン 南 部 土着の氏族

北からの氏族

アムール川河口周
辺の海岸地 帯(ア
ムール ・リマ ン)

右岸

Arkaifing, Kryuzfing, Kenabung, Ryiwng

Lezngran, Pyrkifing, Chfynung

Kegnang,  Nyonlak, Pilawong, Mybing, Xutyran, Xyixnyn,

Chomiping, Choran, Iyg'won

左岸 Akkal, Arg'ong, Kegnang, Mat'-Kegnang, Pila-Kegnang

Lezngran, Megrifing, Kaw'yung, 

Cheiwung, Chfynung, Yg'nyng

アムール本流に由来

Targ'ong, Tnaunung,

Amngkal, Arg'ong, Wazxfing, Dexal',

Choran,

Lumrp-

ing, Ngag'ramlamg, Twabing, Xirlyong, Xutewix

ア ムー ル川 本 流 Amngkal, Arg'ong, Dexal', Kegnang, Lezngran, Lumrping,  Ngag'- 
ramlang, Pilawong, Pyrifing, Tamliwong, Twabing, Xirlong, Xojer, 

Xutewix, Choran, Yg'nyng, Chfynung

([SMOLYAK　 l974]に よ る)

中 に は 「布 叶爾 」(Buyer)す な わ ちPuir(ア ム ー ル川 河 口,左 岸 の 海 岸 にあ る集 落。

現在 で もニ ヴ フ の有 力 な村 で あ る),「 廟 」(Miyoo)ず な わ ちMeo(ア ム ール 川 右 岸

d)集 落),「 孔 吟 達 」(Jahada)す な わ ちchxardax(ア ム ー ル川 河 口近 くの左 岸 の 集

落),「 喜 雅 里 」(Hiyari)す な わ ちXiyare(シ ュ レ ンクL.　 Shrenkが ニ ヴ フ の最 も

上 流 の 村 と した と ころ)な ど19世 紀 中期 以 降 の 民族 誌 にニ ヴ フの集 落 とされ た と ころ

が 含 ま れ て い る。 しか し,清 朝 は その 住 民 の 個 々の 氏族 を登 録 しな か った の で あ る。

　 ニ ヴ フの 氏族kxalも ナ ナ イ と同 じ く父 系 出 自集 団 で あ り,父 系 の ライ ンで た どれ

る共 通 の祖 先 を 持 つ と信 じ る人 々 か らな る集 団 で あ る。 しか し,そ の機 能,属 性 に は

ナ ナ イ とは 異 な る点 が あ る。 そ れ は言 語 系 統 と結 びつ いた 文 化 的 な 固 有 の独 自性(ナ

ナ イ は ツ ング ース 語 の 一 派 で あ り,ニ ヴ フ語 は そ れ とは異 な る系 統 不 明 の言 語 で あ る)

に よ る相 違 で あ る と と も に,歴 史 的 な要 因 に よ る相 違,ーす な わ ち清 朝 支 配 の 影響 の 強

758



佐々木　 アムール川下流域諸民族の社会 ・文化における清朝支配の影響について

弱 な ど によ る相 違 で もあ る。

　 例 え ば,ニ ヴ フの 氏 族 癬 αごは ナ ナイ の 氏族 κα♂αに比 べ て ひ とつ ひ とつ の氏 族 の規

模 が小 さ い。 そ れ は 両 民族 の人 口 と民族 誌 に現 れ る氏 族 の 数 とが端 的 に表 して い る。

1897年 の 統 計 で は 当 時 ア ム ール ・ナ ナ イの 人 口 は5439人(当 時 の 民族 分 類 で ゴ リ ド

Gol'dyと サ マ ギ ー ルSamagiryを 合 わせ た数)だ った の に対 し,ニ ヴ フ は4615人

(これ に は ニ ヴ フの 代 表 的 な 大 集 落 で あ った コ リ村Kol'と チ ョ ミ村Chomiの 人 口

が含 まれ て いな い)で あ り[PATKANov　 l906:53,153;SMoLYAK　 l975:24],両

者 と も規 模 は ほ ぼ互 角 で あ った とい え る。 しか し,ナ ナ ィ で はSamar氏 族 す な わ ち

か つ て の サ マ ギ ール を いれ て も27の 氏族 κα`αしか な いの に対 し,ニ ヴ フで は 実 に100

近 い数 の氏 族kxalが 知 られ て い る。 しか もナ ナ イ にはBe1'dai(929人),　 Kiler(581

人),X()jer(456人),　 Samar(425人)と い うよ うな 巨大 な氏 族 が あ り,そ れ らは内

部 に直接 の親 族 関係 の な い成 員 や 由来 を異 にす る下 位 集 団 を抱 え て い る場 合 が多 いの

に対 して,ニ ヴ フで は 数 十 人 の レベ ル の 氏族 しか な い。 恐 ら くニ ヴ フ のkxatに は

「氏族 」clanよ り も 「リニ ー ジ」lineageと い う概 念 を 適 用 した 方 が適 切 な もの も あ

る と思 わ れ る。

　 氏 族,リ ニ ー ジの よ うな単 系 出 自集 団 は世 代 を経 る と と も に,分 裂 な い し分 節 を し

て い くの が 自然 の 姿 で あ る。 例 え ば,満 州 人 の 氏族mokunで も5世 代 た た ね ば分 裂

は許 され な い と され るが,逆 に見 れ ば,6世 代 以 上 前 に遡 らね ば 共 通 の祖 先 が見 つ か

らな い グル ープ は独 立 して 新 しい氏 族mokunを 結 成 す る こ とが で きる。満 州 の 場合 は

文 書 記 録 と して の氏 族 簿,氏 族譜 が 残 され るの で,成 員 間 の 親 族 関 係 や,分 裂 した

mokun間 の系 譜 的 な繋 が り まで 明 白で あ るは ず だ が,そ れ で も成 員 が 地 理 的 に離 れ た

な ど の理 由で 分 裂 が起 き る。

　 文字 記 録 を持 た な い ア ム ール 川 下 流 域 の住 民 の 場合 は,成 員 間 の親 族 関 係 は記 憶 に

頼 る しか な い た め,移 住 な どで 成 員 が 離 散 す れ ば た や す く忘 れ られ,そ れ だ け新 しい

氏族 が で き る機 会 も多 い はず で あ る。 事 実,ニ ヴ フ,ウ リチ な ど で は分 裂 に よ って 新

しい 氏族 が生 ま れ,成 員 が死 に絶 えた り,有 力 な 氏族 に吸収 さ れ た氏 族 は次 々 に消 滅

した 。 つ ま り,氏 族 構 成 は常 に新 陳 代 謝 を繰 り返 した わ けで あ る。

　 ナ ナ ィ の 氏族 も基 本 的 に は そ の よ うな性 格 を持 って い る。 そ して,新 しい氏 族 の 分

裂 誕 生,古 い 氏族 の 吸収 消 滅 も起 きて い る。 例 え ば18世 紀 の 辺 民以 来 の古 い氏 族 で あ

るNeergu氏 族 は19世 紀 末 期 にOnenko氏 族 に吸収 され た。 ま た,順 治10年(1653

年)に 朝 貢 に現 れ て 以 来 知 られ て い たXomi氏 族 は19世 紀 末 期 には 消 滅 して い る。 そ

の ほ か各 氏 族 には 離 合 集 散 の 歴 史 を 物語 る伝 承 が数 多 く残 され て い る。 しか し,氏 族
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の新陳代謝はニヴフ,ウ リチに比べると緩慢であった。その証拠に17世紀以来名称 も

変わ らず現在まで存続 した氏族が9つ もあったのである。

　ナナィに氏族の数が少な く,し かも古い大 きな氏族が存続 したのは,そ れだけ彼 ら

に対する清朝支配の影響が強かったことを物語 っている。本来清朝は辺民の間に伝統

的にあった氏族xala!lzalaを 利用 し,そ れを行政組織の末端に取 り込んだが,支 配が

長くさらに徹底するとともに,逆 に清朝が規定 した社会組織が辺民の伝統的な社会を

拘束するようになる。 清朝の収貢頒賞業務はあ くまでも登録された氏族hala,集 落

gaganに 基づいて行なわれたために,中 国,満 州方面からの物資を得るためにはそれ

に従わねばならないからである。ナナイの祖先達は関係が疎遠になって,本 来な らば

分裂するところでも,ま たは外から別の集団を取 り込んでも,乾 隆15年(1750年)以

降は新 しい氏族の創設が清朝に認められない以上,登 録済みの氏族の名前を保持 して

いなければならなかった。Bel'daiな どの大氏族に親族関係がないいくつかの下位集

団が含まれているのは,収 貢頒賞の恩恵に預かるために,本 来ならば分裂するはずの

集団も,後 から加わってきた集団もBel'daiな どと名乗 っていたからである。

　 このように,清 朝が規定 した社会組織が伝統社会を縛 っていく現象は,辺 民の中心

的存在であった 「赫哲」 と呼ばれる人々を中心に見 られた。 ウリチの氏族構成でも述

べたが,ウ リチの氏族の中でもキジ湖よりも上流の 「赫哲」に分類されていた人々の

氏族,つ まり8ePdy,　 Ujalな どのナナィとの共通の氏族と,　Chaisal,　Buralな どは

18世紀の辺民に由来する氏族である。彼 らも収貢頒賞の恩恵を得るために辺民 として

登録された氏族名称を保持 し続けたといえる。

　 しか し,「 費雅喀」をはじめとする遠隔地の人々にとっては清朝の行政組織はあま

り意味を持たなかった。特に 「費雅喀」の地,す なわちキジ湖より下流の今 日のウリ

チ,ニ ヴフの地域では,清 朝はその社会を把握できなかった。 ここは小 さな氏族が絶

えず離合集散を繰り返 し,し かも各氏族が社会生活,宗 教行事などにおいて,実 に複

雑な関係を結び,そ れが社会構造の中核をな していたからである。

　例えば,ニ ヴフでは氏族kxal間 の関係においてwife　giverで あるか,　wife　takerで

あるかが大きな意味を持つ。前者は後者に対 して常に象徴的に優位に立つ。例えば,

ニヴフの熊祭(飼 い熊儀礼)は 氏族成員の弔い上げの儀式でもあるが,そ の時,主 催

する氏族 癬αZは常にwife　giverに 当たるkxalを 上座 に据え,そ の成員に重要な役割

を担 ってもらわなければな らない。熊を殺す ときの一番矢を引 く役は必ずwife　giver

の んκ認 の成員に与え,饗 宴においては常にその長老に真 っ先に一番上等な肉を食べ

て もらう。 しかもこの優劣関係は二重構造になっており,結 婚に際して,婿 の 加認
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は婚資を嫁のkxalに ではな く,嫁 のkA　alに とってwife　giverと なるkxalに 贈 らな

ければならない(ニ ヴフの社会構造の詳細については[黒 田　 1974,1975]を 参照)。

　人類学者でも理解 しがたいこのような複雑なニヴフの社会構造を収貢頒賞に携わる

清朝の官吏達がたやす く把握できたとは思えない。彼 らは無数に存在 し,し かも理解

しがたいほどに複雑な関係で結ばれているニヴフの 叙認 をひとつひとつ登 録するの

をあきらめ,結 局全部まとめて 「費雅喀姓」Fiyaka　halaと して,有 力な家系を姓長

hala　i　daと 郷長gagan　 daに 任命するだけにとどめたのである。「費雅喀姓」の中

にウリチの祖先と思われる人々が含まれているのは,キ ジ湖より下流ではウリチとニ

ヴフの混住の集落もあるなど両者が常に密接 に接触 していた こと,ウ リチにもニヴフ

ほど複雑ではないが,類 似の氏族間関係が見 られたことなどにより,一 部の明確な氏

族(Orosugbu,　 udyな ど)を のぞいて一緒にされて しまったものと思われる。

　以上アムール川本流域のナナイ,ウ リチ,ニ ヴフを例にとって氏族構成,さ らには

社会構造の相違に清朝支配の徹底度が絡んでいることを述べてきたが,同 じことが周

辺の支流域のネギダール,ウ イルタ,オ ロチ,ウ デへらにも当てはまる。彼 らの状態

はナナイとニヴフの中間的なもので,辺 民氏族 に登録された もので今日まで存続 した

氏族 もあれば,辺 民制度とは全 く関係なかった氏族 もある。 したがって,清 朝の支配

も中途半端に終わったといえよう。乾隆15年 に固定された辺民氏族には現在のどの氏

族に当たるか全 く見当のつかないものが10以 上残されているが,そ れは恐 らくネギダ

ール,オ ロチら周辺の住民の氏族である可能性が高い。 しかし,か つて実際に存在 し

て現在までに消滅 したものもあれば,清 朝の官吏が誤 りを犯 し,実 際には存在 しなか

ったものを登録 していたことも考えられ,一 概にどの民族のどの氏族であるとは断定

できない。

　本節では清朝統治の社会的な装置とその影響について述べてきた。その結果いえる

のは,こ の辺民支配のための社会的装置は,対 象とした辺民達の固有の社会組織を利

用 しなが らそれを行政組織の末端に組み込んだものであり,辺 民の社会に大 きな影響

を及ぼしていたことである。そしてさらにその影響の地域的な相違が民族誌時代の住

民の社会構造の相違に反映されていたことが明らかになった。

終節 結 論

　以上,清 朝の統治がアムール川下流域 とサハ リンの住民に対 してどのような影響,

意味があったのかについて物質文化と社会構造の2つ の側面から考察を加えた。その
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結果,ま ず物質文化の側面では,当 該地域の住民の物質文化,経 済生活は交易,朝 貢

によって外からもた らされる物資に大きく依存 していたことが明らかになった。その

外からの物資の中で最も比重が高かったのが,毛 皮貢納の恩賞として与えられる鳥林

であり,そ れは満州官吏の朝衣またはその材料となる級子などの絹織物,毛 織物,そ

の他針,糸,櫛 などの小物であった。それらは当該地域の住民の衣文化を支えるだけ

でなく,北 海道のアイヌや日本との交易の時の商品となり,彼 らはそれらによって今

度は日本から毛皮,鍋 釜などを手に入れることができた。

　清朝が課 した黒　の毛皮による朝貢は結果的に満州 と日本とを結ぶ壮大な交易路を

発達させることになった。この両端が開いた道を物資が自由に往来することで,そ の

経路にいるアムール川下流域とサハ リンの住民に物質的,経 済的恩恵がもたらされた

わけである。 しかし,近 代国家の進出とそれらによる国境の策定によってこの交易路

が閉ざされるとともに,彼 らの経済的な繁栄 も終焉する。19世 紀中期,つ まり民族誌

時代に入る直前までの彼 らの物質文化の豊かさはあくまでも自由な物資の往来 によっ

て支えられていたのである。

　次に清朝統治の社会構造への影響については,清 朝が当該地域の辺民の社会をどこ

まで理解,把 握 したかによって地域的な違いが生 じたということがいえる。

　清朝は基本的 に辺 民の社会を把握するために彼らに本来 的に存在 した氏族(xala!

hala!kxal)と 集落(gas]anfga∬aな ど)を 利用 した。 清朝はそれ らの社会組織 に満州

人社会の基本的な組織であった氏族hala-mokunや 集落9α㍍ηとの共通性を見いだ し,

それらに満州社会を投影させて統治に利用 したのである。そして,キ ジ湖より上流の

「赫哲」のようにその意図が確実に実現された地域では清朝が規定 した氏族halaや

集落ga首anが その住民の氏族xala!hala,集il9　gas)an!ga∬aを 規定 し始め,民 族誌時

代以降も辺民時代の氏族や集落が数多 く保持された。ナナィの大部分と,ウ リチの一

部 に辺民由来の氏族が多数残されていたのはそのためであった。

　 しかし,キ ジ湖以下の 「費雅喀」と区分された人々のように遠隔地では清朝官吏の

監督 も不十分で,か つ官吏達がその社会の基本構造を理解できなかったために,住 民

の社会組織を行政組織の末端に組み込むことができなかった。そのような地域では固

有の社会規範,慣 習が根強 く生き続け,民 族誌時代に確認された氏族または出自集団

も辺民氏族 に由来するものはごく少数 しかなかった。現在のキジ湖以下のアムール川

流域 とサハ リン北部に住むウリチ,ニ ヴフの氏族の中で辺民氏族に由来するものはウ

リチのごくわずかな氏族にすぎず,ニ ヴフにはそのような氏族kxalは ひとつもない

のはこのためである。
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　 ア ム ー ル川 の支 流 域(左 岸 の ア ム グ ン川,ゴ リ ン川,ク ル ・ウル ミ水 系,右 岸 の フ

ンガ リー川,ド ン ドン川,ビ キ ン川,ニ マ ン川 な どの 流 域)で も一 部 の氏 族 は乾 隆15

年(1750年)の 辺 民 戸 数確 定 時 に辺 民氏 族 に登 録 され た 。 しか し,そ の 時漏 れ た氏 族

が多 く,ま た,そ の 後 新 た に分 裂 な い し統 合 に よ って 発 生 した 氏族 も,清 朝 は全 く追

跡 して い な い こ とか ら,18世 紀 の辺 民氏 族 に 由来 す る もの は 民族 誌 に記 載 され て い る

氏 族 の ご く一 部 で しか な い。 た だ し,今 日の オ ロチ,ウ デ へ の社 会 慣 習 に は部 分 的 に

満 州 人 の 影 響(例 え ば裁 判 を取 り仕 切 る裁 判 長 を ブanginと い うな ど)が い くつ か見

られ る。

　 本 稿 で は 清 朝 の統 治 が ア ム ー ル川 下 流 域 とサ ハ リンの住 民 に与 え た影 響 を物 質 文 化

と社 会 構 造 の2つ の 側面 か ら見 て き た が,実 は 影 響 は そ れ だ け に留 ま らな い。 実 際 は

彼 らの 精 神 文 化,宗 教 生 活 に も深 い影 を落 と して い る。

　 例 え ば,ナ ナ イ の 間 に は 信 仰 対 象 と な る 精 霊 の 体 系 と し てenduri(正 確 には

[gnduri])とsewa(正 確 には[sgw5])と い う2つ の 体 系 が あ る。 前 者 は満 州 人 と ア

ム ール 川 下 流 域 の ッ ング ー ス系 の諸 民 族 に共 通 で あ り,後 者 は満 州 人 以 外 の ッ ング ー

ス系 の諸 民族(エ ヴ ェ ンキ ら北方 ッ ング ー ス も含 む)に 共 通 で あ る。 そ して,sewaに

比 べ,enddriの 方 が儀 礼 も信 仰 対 象 もよ り洗 練 され,か つ ナ ナ ィ の間 で はendtiriの 方

が 強 力 で あ る と信 じ られ て い る。 した が って,enduriと い うの は満 州 人 また は その 祖

先 達(例 え ば女 直 な ど)の 間 で 発 達 した信 仰形 態 と信 仰 対 象 が ア ム ール 川 下 流 域 に普

及 した もの で あ る とい うこ と がで き る。 た だ し,そ の普 及 した時 代 が清 朝 支 配 時 代 で

あ った とは 限 らな い。 ア ム ール 川 下 流 域 と満州(中 国東 北 部)と の 文 化 的 な 交 流 は遙

か 昔 か ら続 い て お り,清 朝 興 隆 以 前 に広 が って い た と も考 え られ る。

　 そ の ほ か,1920年 代 の 調 査 で は ゴ リン川 のSamar氏 族(当 時 は ま だ サ マ ギ ール と

呼 ば れ た)の 集 落 で漢 人 の 民 間 信 仰 の 神 像 を描 い た聖 画像(現 地 語 で 魏砿 α とい う)

が 多数 発 見 され,収 集 され て い る。 それ らの 聖 画 像 の 中 に は例 え ば,関 帝 の よ うな代

表 的 な 中 国 の 民間 信 仰 の神 が描 か れ て い る もの もあ る。 そ の調 査 を行 な った コ ジ ミン

シ キー1・1・Koz'minskiiに よれ ば,そ れ らの 聖 画像 は何 か願 をか け る と き に使 用 さ

れ た ら しく,そ の 画像 に祈 り を捧 げ,願 い 事 を託 した後,焚 き上 げ られ る。 そ の 際,

焼 かれ た聖 画 像 が高 く舞 い上 が れ ば願 い事 は 叶 え られ,下 に落 ちれ ば,受 け入 れ られ

な い とされ る[OFMAE　 3348-204]。 その よ うな 聖 画 像 とそれ に ま つわ る信 仰,儀

礼 が い つ,ど の よ うに して ゴ リン川 流 域 に持 ち込 まれ た か につ いて は まだ何 の 資料 も

な い が,こ の こと は ア ム ール 川 の 支 流 域 ま で 中 国,満 州 の 文 化 の 強 い 影響 下 に あ っ た

こ とを物 語 って い る。
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　 さて,序 節 にお い て 清朝 の支 配 が 当該 地 域 の多 様 な エ ス ニ シテ ィの形 成 に 関与 した

の で は な いか と い う こ とを ほ の め か して お いた が,最 後 にそ の 点 に つ い て触 れて お こ

う。

　 ア ム ール 川 下 流 域 とサハ リンの エ ス ニ シテ ィは実 に複 雑 な 様 相 を呈 して い る。 現 在

の 民 族 学,人 類 学 で認 め られ て い る この地 域 の 原 住 の 「民 族 」 は ッ ング ー ス系 の ナ ナ

イ,ウ リチ,オ ロチ,ウ デ へ,ネ ギダ ール,ウ イル タ(オ ロ ッコ),エ ヴ ェ ンキ と言 語

系 統 不 明 の ニ ヴ フ とア イ ヌで あ る こと は本 稿 の 冒頭 で 述 べ て お い た(ア イ ヌ は現 在 公

的 には サ ハ リン には存 在 が認 め られ て いな い)。 しか し,こ の 分 類 が 当該 地 域 の エ ス ニ

シ テ ィを 忠 実 に反 映 した エ ス ニ ック ・グル ープ で あ る とは 決 して い え な い。 この分 類

の 成 立 過程 を省 み れ ば 明 らか で あ るが,そ れ は シ ュ レ ンク らが19世 紀 末 期 に整 理 した

分 類 を 補足 しな が ら も,行 政 側 の要 請 と当 地 の ロ シ ア人 の 間 に 流布 して い た名 称 分 類

との 妥 協 で で きた分 類 で あ る。 した が って,厳 密 な 意 味 で の エ ス ニ ック ・グル ー プへ

の 分 類 で あ る とは い い難 い。

　 しか し,他 方 で この地 域 の エ ス ニ ック ・グル ープ を いか に設 定 す べ きか とい う議 論

が 本格 的 にな され た こ とが な い の も事 実 で あ り,ま た 「エ ス ニ ック ・グ ル ー プ」,「エ

ス ニ シテ ィ」 とい う概 念 そ の もの に対 す る定 義 も定 ま って い な い。 た だ,前 に も述 べ

た よ う に,一 般 的 な傾 向 と して,「 エ ス ニ ック ・グ ル ー プ」を 特定 の文 化 要 素 を共 有 す

る,共 通 の 出 自 を持 つ とい った 調 査 者 に明 らか に見 え る客 観 的 な要 因 と と も に,自 分

が所 属 す る とい う帰 属 意 識,す な わ ち住 民 の 主 観 的 な 意 識 に よ って も支 え られ て い る

とす る意見 が有 力 に な って い る。

　 当該 地 域 の場 合,特 定 の 文 化 要 素(例 え ば 言 語,物 質文 化,宗 教 な ど)を 分 類 の指

標 に使 お う とす る と,各 要 素 の 分 布 が 余 り に も複 雑 な た め に境 界 線 が設 定 で きな くな

る とい う現 象 が起 き る。 上 記 の8つ の 「民族 」 も妥 協 の産 物 で あ り,各 文 化 要素 の分

布 は ほ とん ど民 族 の分 布 境 界 と一 致 しな い 。

　 しか し他 方 で,住 民 の 主 観 的 な 意 識 を 重視 して も,彼 らが帰 属 意 識 を 持 つ 集 団 は重

層 して お り,や は り複 雑 な 分布 図 を描 く。 例 え ば,ス モ リャー クA・V・Smolyakは 当

該 地 域 の住 民 が帰 属 意 識 の 対 象 とす る集 団 と して近 隣 の集 落 か らな る常 に 日常 生 活 を

と もにす る地 域 集 団,時 折 協 力 し合 って漁撈,狩 猟 活 動 を行 な う こ と もあ る地 域 集 団

の集 合 体(こ れ が コ ミュニ ケ ー シ ョン可 能 な範 囲 と な るか も しれ な い),そ して 父系 氏

族 の3種 類 の集 団 を挙 げ て い る[sMoLYAK　 l975:521。 こ の3集 団 の 関 係 で は,特

に地 域 的 な集 団 と氏 族 とは 互 い に ク ロス ・カ ッ トしあ うのが 通 例 で あ る。 しか し,最

近 の研 究 で は これ らの集 団 は機 能 す る場 面 を異 に す る こと がわ か って きて い る。例 え
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ば,地 域的な集団は特に漁撈や狩猟などの生産活動において機能するのに対 し,氏 族

は祖先供養,氏 族の守護霊 に対する供犠祭礼など宗教的な活動で機能するといわれる。

常 日頃は集落単位,ま たは近隣の集落が一緒になって氏族とは関係な く漁撈活動が行

なわれるのに対 し,儀 礼となると近隣の同じ氏族に属するものが集まって行ない,そ

の集落内の者で も氏族が異なればただの客人 として扱われる。

　結局当該地域の住民は機能,属 性の異なる集団をそれぞれ使い分けていたわけで,

研究者は特定の種類の集団をもって本人の帰属意識に基づく 「エスニック・グループ」

であるといい切 ることはできない。 しか し,地 域的集団も氏族 もいずれもエスニ ック

・グループの設定には欠かせない集団であることは事実である。その中でも氏族は200

年を越える時間軸上でのエスニック ・グループの変遷 とエスニシティの形成過程を見

る場合 には最 も重要 になろう。 というのは氏族は成員権が出自に依存するため,世 代

を越えて存続するからである。

　清朝は上述のように辺民支配の社会装置に辺民達が本来的に保持 してきた氏族と集

落を利用 し,そ れらを逆に規定 してきたわけである。その意味で清朝の統治はこの地

域のエスニ ック ・グループとそれが表出する性格の総体であるエスニシティの形成に

深 く関わ っているといえる。例えば,自 然状態な らば世代を経 るうちに次々と分裂な

いし分節を起 こし,絶 えず新陳代謝を繰り返すはずの氏族を200年 以上にわたって縛

り続けたことも実は支配対象 とされた辺民たちのエスニシティに重大な影響を及ぼし

ていたはずである。そして,長 い間清朝の行政組織として拘束されたか否かの違いが,

氏族の属性と構成に地域的な相違を生み出すとともに,ど のような属性の氏族を社会

に持つか,ど のような氏族構成をな しているかがまたエスニック ・グループとして自

他を区別する指標にもなり得 る。

　従来,ア ムール川下流域とサハ リンに見 られる多様なエスニシティの形成について

の議論には内部での文化接触と,せ いぜいシベリア方面からの北方ツングース的要素

(エヴェンキ,エ ヴェンなど)と パ レオ ・アジァ的要素(チ ュクチ,コ リヤークなど)

の流入 ぐらいしか視野になかった。 しか し,この地域は清朝という巨大国家が200年以

上にわたって支配 したという歴史を持ち,そ の影響は本稿のこれまでの考察以外にも

計り知れないものが残されている。特に清朝を築いた満州人が当該地域の住民に言語

的,文 化的に近かったことも,清 朝がここに独 自の影響力を行使 し得た理由のひとつ

であるとも考えられる。また,清 朝の支配と同時に日本,朝 鮮などほかの国家も密接

な関係を保っていた。 この地域のエスニシティの研究 にはこれ ら周辺の国家とそれを

築いた諸民族 との関係も視野にいれな くてはもはや議論できないことになった。
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付 記

　本 論文 は昭和61年 度,62年 度の2年 度 にわた って行 なわれた国立民族学博物館共同研究 「シベ

リアにおける原住民文化 の変容過程」　 (代表者 ・黒田信一郎北海道大学助教授,民 博客員助教授)

の研究成果 の一部である。
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